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巻 頭 言

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構
理事長 五百旗頭 真

単に旧状を回復する復旧をもってよしとせ

ず、禍転じて福となすことを考えよう。新たな

よきまちをこの機につくり出そう。１．17の地

震から３週間後の２月11日、第１回「都市再生

戦略懇話会」に出席して、私は驚いた。被災

地は悲惨のきわみにあり、会議室には暖房もな

く、割れた窓ガラスに応急の板をあてがって間

に合わす事態だというのに、集まった人々の多

くが熱く創造的復興を説いた。

震災前には存在しなかった東部副都心（HAT

神戸）、淡路の夢舞台、西宮北口の芸術文化セ

ンターなどが、震災復興の事業として新たに生

み出された。心豊かな県民生活をかねて掲げて

いた貝原知事は、震災を機にそれを取り下げる

のではなく、かえって積極的に推進した。

さらに防災・減災のためのシンクタンクを設

立し、被災するであろう将来の人々を支えよう

と考えた。2002年に「人と防災未来センター」

が国と兵庫県の負担折半により生まれ、04年に

は「こころのケアセンター」が国の支援も得て

発足することができた。そして2006年、両セン

ターを包摂する「ひょうご震災記念21世紀研究

機構（Hem21）が設立された。

その５周年を迎える年に、東日本大震災が襲

来した。将来の災害に備えて活動する必要があ

るとの兵庫の被災地に芽吹いた認識はまさしく

正しかったのである。

関西広域連合もわれわれの２つのセンター

も、ただちに動き始めた。私自身はHem21の

副理事長を兼ねる防衛大学校長であったが、政

府の招聘により東日本大震災復興構想会議の

議長を務めることになった。御厨貴氏が議長代

行、河田惠昭センター長が委員となって復興構

想づくりに主要な役割を果たした。

2015年は阪神・淡路大震災から20年であっ

た。昨16年はHem21設立10年にして、東日本

大震災５年の年でもあった。それらに向き合っ

た後、本年より機構は新たな体制をとることに

した。機構の従来の研究調査本部と学術交流セ

ンターを統合して「研究戦略センター」を設

け、センター長を御厨氏にお願いした。かく

て、「人と防災未来センター」および「ここ

ろのケアセンター」と合わせて、機構は３セン

ター体制として再出発することになった。地震

活性期がまだまだ続く中、われわれの任務は重

く、来たるべき直下地震や南海トラフ津波に対

し本気で備えなければならないと信ずる。

東日本大震災が５年を経た時点で、われわれ

は本格的な復興検証のための全国的な共同研究

にとりかかった。このような大災害について同

時代的検証は極めて重要であり、その教訓を急

ぎ活用することを可能とせねばならない。飯尾

潤氏ら復興構想会議の中心メンバーを軸に、被

災地東北大学の今村教授ら研究者群と協力し、

機構が事務局を担い、科学研究費を得るとと

もに、復興庁の第三者評価に応募して採択され
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た。その事業として昨年実施した東北被災三県

の六市町に対する現地調査の主要部分を本特別

号に開示したいと思う。東日本大震災の復興を

めぐるわれわれの共同研究の第一報をここにお

届けするものである。
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セ ン タ ー 長 の 抱 負

「安全安心」への信頼を取り戻す
―― 「研究戦略センター」発足に寄せて ――

東京大学名誉教授
（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構

副理事長 兼 研究戦略センター長
御厨 貴

「平成」は、まもなく終わろうとしている。

平成に終止符を打つという、とんでもなく大変

な作業の一翼を担った私は、今また「平成」の

30年間を見つめ直し、ポスト「平成」の時代を

明確化する仕事の一端を担おうとしている。

「平成」を総括する時に、必ずやそれは自然

災害と大震災が多発する時代の到来としての認

識をはっきりとさせると思われる。阪神・淡路

大震災、中越地震、東日本大震災、そして熊本

地震と、日本列島は「平成」年間に揺れるだけ

揺れた。「科学技術」の発展が、すべての自然

災害や大震災の被害を、最小限にくい止めるで

あろうという楽観的な未来像を「昭和」の後期

には誰もが信じていた。しかし、その信頼感は、

「平成」に入ってものの見事に裏切られた。

30年間にエポックメーキングな４つの大震

災。インターバルが短くなりながら、今ではも

うすぐそこにまで、「南海トラフ」か「東京直

下」かという次なる地震の訪れが、想定されて

いる。我々にとっての「安全安心」がまさに犯

されているのだ。

考えてみれば、我が国の「安全安心」神話に

疑問符が打たれたのは、まさに戦後50年、「平

成」最初の大災害、すなわち阪神・淡路大震災

の時だ。

戦後、長く安定を続けてきたこの国家が、意

外にも「安全安心」ではなく、安定への道筋も

わかっていないということが、実は戦後50年か

ら見えてきたのである。

その後に出たある作品は、まさにそれを象徴

している。神戸大学の教授を長く務め、日本政

治思想史を研究してきた野口武彦は、幕末につ

いてのノンフィクション『幕末気分』という本

を出し、読売文学賞を受賞した。その本の「は

しがき」には、彼の気分がよく出ている。

「自分自身のことを書くのはあまり好きでは

ないが、なぜ幕末社会が身近に感じられるよう

になったかの話だけ記しておくことにしよう。」

そして、1995年１月17日未明に起きた地震の

当日の様子を書いている。

「空がうっすらと煙っている。気が付いたら

霧ではなく煙だった。沿道の家が燃えていたの

だ。軒並み、潰れ落ちたり、傾いたり、炎上し

たりしているではないか。筆者はそのとき初め

て、これはとんでもない大地震なのだと悟った

のである。

だが、眼の前の光景は人生で最初ではなかっ

た。とりわけ家が焼ける匂いが一度に記憶をよ

みがえらせた。1945年４月14日払暁、筆者の生

家があった東京西部の大空襲である。意識が７

歳の時の感じを取り戻した。そうしたら急に、

その間の50年が消えてしまった。昨夜までたし

か堅固に存在していたと思われた戦後日本社会

は、ひょっとしたら夢ではなかったのか。現実

は、昔からずっとこういう災害現場が続いてい

たのではないか。

その後思い立つことがあり、1855年に起きた

安政江戸地震のことを調べていて、品川の御台
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場が一瞬で崩れて生き埋めにされた会津藩士が、

何でそうなったのかわからず、アメリカの軍艦

から砲撃されたと思ったという記録を読んだ。

非常によくわかった。現場というのは、まわり

が全く見えない局地なのである。

歴史の変わり目には、自然災害と政治危機と

が一つながりだという独特の現場感覚が日常的

になる。人間は突然、従来の社会生活ではとて

も対応できない場面に放り込まれたと思い始め

る。」

そして野口は最後にこう書く。

「幕末政治家もこうだったのではないか。そ

う思ったらいっぺんに親近感が湧いた。先が見

えず、まわりも見えず、一寸先の闇を手探る歴

史の時間帯が再度また到来しているのだ。心は

すっかり幕末気分である。」

こうして『幕末気分』という歴史ノンフィク

ションが始まることになる。

この問題意識を突き詰めていくと、まず、幕

末期において国際的な安全保障が脅かされてい

るという実態がある。そこに突然自然災害がやっ

てきて、自然災害と、やがて幕府の崩壊につな

がるような制度疲労、政治危機が一体となって、

その後のこの国の激変へとつらなっていく。そ

のことは、戦後50年を経て、とりわけ21世紀に

入ってからの日本を考える上できわめて有効で

あろう。

自然災害も人災も忘れた頃にやってくるので

はなく、予測できない状況の中で予測できない

形でやってくるということになる。３．11を経

験した今なら、「想定外」という言葉に置き換

えられるだろう。戦前は、寺田寅彦が言ったと

いわれている「災害は忘れた頃にやってくる」

ということで済んでいたが、今度はそうではな

い。予測をしていても、予測の範囲の中にない

ことがやってくる。つまり予測があってもなく

ても、事態は突然展開するのではないかとみん

なが思い始めているのである。

さて「研究戦略センター」の発足である。

「平成」年間の災害や地震の諸相をきちんと学

問的に比較・研究することを通じて、まったな

しの状況にある近未来の防災と復興の役に立つ

「実践知」をセンターから絶える事なく繰り出

し、全国に発信するのが、その仕事だ。それを

通じて、失われた「安全安心」への信頼を取り

戻そう。
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人と防災未来センターのこれから

関西大学理事・社会安全研究センター長・教授
（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構
副理事長 兼 人と防災未来センター長

河田 惠昭

2002年に阪神・淡路大震災記念 人と防災未

来センターが創設されたあと、しばらくしてか

ら、関係者によるワークショップを実施して、

センターの６つのミッションを決めて内外に明

示した。爾来、外部有識者からなる事業評価委

員会によって、それぞれのミッションの毎年の

達成度について、良好な順にS，A，B，Cの評

価をいただき、その理由を解説していただいて

きた。そして、翌年の活動にそれらを生かす努

力を継続してきた。それが今日の当センターの

高い評価につながっていると考えられる。たと

えば、毎年の来館者がほぼ50万人を維持してい

るのは、その成果であろう。

それでは、創設後15年経過してミッションを

変える理由が発生したのだろうか？もしあると

すれば、それは何だろうか。振りかえってみる

と、センター創設後、被害額が１兆円を超えた

災害は、2004年新潟県中越地震、2007年新潟県

中越沖地震、2011年東日本大震災、2016年熊本

地震の４つである。また、犠牲者については、

後二者がそれぞれ約２万２千人（その内、震災

関連死3,523人）と237人（その内、災害関連死

187人）であるが、第３位は2004年台風23号に

よる98人である。直接死が100人を超える中規

模災害は、過去20年間にわたって確実に減って

いるといえる。これらの災害の中で、明らかに

災害対応や復旧・復興に問題があると認められ

るのは、2011年東日本大震災であって、「想定

外」の災害と位置付けられている。しかし、こ

の震災が起こる３か月前の2010年12月に出版さ

れた拙書「津波災害」では、そのまえがきにお

いて、将来、三陸津波が起こり、住民が避難し

なければ、万を超える犠牲者が発生する危険性

があると警告し、実際にその通りになった。予

見できていたのである。

さて、災害研究が進めば進むほど、将来の災

害像が見通せるようになる。いま、最も心配な

のは、首都直下地震と南海トラフ巨大地震およ

び東京水没という国難災害である。そして、大

震災の被害を小さくする研究は、数年前から組

織的に実施されてきた。問題は、本当に被害を

小さくできるのか、ということである。なぜこ

のような心配があるかといえば、福島第一原子

力発電所の事故がそうだからである。対策を進

めれば進めるほど安全になるという錯覚があり、

結局、事故は起こらないという関係者間の暗黙

の同意のようなものがあった。これが間違って

いたのである。

したがって、国難災害も“必ず”起こること

を前提とした対応を考えておかなければ、また

失敗することになる。そして、その失敗の大き

さは、原発事故の比どころではなく、わが国は

それがきっかけとなって、衰退する危険性を孕

んでいるのだ。その上、たとえば、首都直下地

震が想定している地震がマグニチュード7.3で

起こるという科学的根拠は希薄である。実際に

もっと大規模になる危険性すら存在する。この

ように考えると、すぐにでも有効な対策を実施
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しなければならないが、政界も財界も動かない。

災害研究者の多くも、過去に起こった災害ばか

り研究している。これは将来の国難災害を楽観

的に考えているからである。南海トラフ巨大地

震も東京水没も同じような事情である。

このように考えると、人と防災未来センター

のミッションに、さらに一つ必要なことがわか

る。それは、これから起ころうとしている国難

災害の縮災である。縮災とは、災害が起こるこ

とを前提として、減災および被害からの回復を

早くするということを内容とする。しかし、国

家レベルの防災体制も当センターの業務として

検討する必要があるのか。それに対しては、施

設整備費に国費が投入されたほか、毎年の運営

費に対して国庫補助を受けていると考えると無

理がない。いわゆるマッチング・ファンドとし

て、兵庫県も同額を支弁している（実際は不足

するので、兵庫県の一般会計から支援を受けて

いる）。だから、ナショナル・ミュージアムの

性格をもっているといっても過言ではない。

平成29年の１．17ひょうご安全の日宣言では、

「伝える、備える、活かす、阪神・淡路大震災

の教訓を」と書かれた。そして、忘れてはいけ

ないのは教訓が進化するということだ。なぜな

ら私たちの社会そのものが変化するからである。

その変化を見落とした時、備えていた対策が不

十分ということが起こる。国難災害では、気づ

いた時には致命傷なのである。

筆者は熊本地震などを経験して、これらの国

難災害が起これば、最大限の救助・救援活動も

不足することを明らかにした。また、災害救助

法も満足に施行できないこともわかった。残念

ながらこの深刻な問題に気づき、真正面から取

り上げている研究者は筆者一人であり、当然な

がら、研究機関としての組織的アプローチも皆

無である。阪神・淡路大震災のような都市災害

が起こることを筆者以外考えていなかった1990

年当時と現在は、あまりにもよく似ている。そ

して今回こそは後手にならないように、このセ

ンターのミッションに新たに１つ、国難災害を

加えて７つにして、組織的にこれからに備えな

ければならないだろう。



７2017 特別号 21世紀ひょうご

セ ン タ ー 長 の 抱 負

こころのケアの行方

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構
理事 兼 こころのケアセンター長 加藤 寛

３センター体制になり、当センターの抱負を

語れと言われて困惑してしまった。というのは、

「こころのケア」が担っている仕事は地道で、

目標を掲げるのには馴染まない活動だからであ

る。「こころのケア」という言葉は、阪神・淡

路大震災以後に頻用されるようになった。さま

ざまな精神的問題を抱えた人へのケアというよ

り、もっと限定的に「心の傷（トラウマ）を負っ

た人への心理社会的支援」という意味で使われ

てきた。トラウマを負う要因とは、自然災害だ

けに限らず、犯罪、事故、暴力などがあり、こ

うした被害を受けた人たちに共通するのは、自

らの苦悩を進んで語ることはないということで

ある。たとえば、暴力被害でもっとも深刻なの

は、家庭という閉ざされた場で繰り返し行われ

る暴力である。配偶者からのそれはドメスティッ

クバイオレンス（DV）、子どもに向いた場合

は児童虐待と呼ばれ、いずれもこの四半世紀の

間に日本でも広く認識され、関連法規の制定な

ど社会的な救援・支援体制が少しずつ整備され

てきた。しかし、被害者のほとんどは、加害者

である夫や親から逃げることができず、息をひ

そめて過酷な環境で生きることを強いられてい

る。また、自然災害の被災者では、自分だけが

苦しいわけではない、もっと過酷な体験をした

人もいる、泣き言をいうのは恥だ、などの心理

が働き、こころのケアを掲げた活動を展開して

も、被災者が進んで利用することは少ないのが

現実である。

当センターには診療所が附設されている。こ

こを訪れる人は、ようやく自らのトラウマ体験

に向き合おうと決意し、支援を求めてわれわれ

の前に現れた人たちである。トラウマを克服す

るためには、まずその体験の記憶を想起しなけ

ればならない。しかし、思い出すこと自体が

苦痛を伴い、恐怖、悲嘆、自責、恥、無力感な

ど、さまざまな陰性の感情を引き起こす。それ

に耐えながら、亡霊のように蘇ってくる痛切な

記憶を、何とか過去のものとして処理していく

のが、治療としてのこころのケアの方法である。

過酷な作業を強いることになるので、安心でき

る環境を提供し、安定した治療関係の中でエン

パワーし続ける必要がある。

センターを作る際、初代のセンター長だった

中井久夫神戸大学名誉教授は、窓の位置、壁紙

の色、家具の配置などを特別なこだわりをもっ

て決めていかれた。たとえば、診察室の壁紙は

わずかに黄味がかっているのだが、黄色が入る

ことで人間は安心感を持つという色彩心理学

の知見がその理由だった。診察室の椅子という

と、医者用は肘掛付きの立派なもので、患者用

は小さな丸い回転椅子というのが、一般的なイ

メージだろう。私が研修医のころ、医者と患者

は同じ大きさの椅子に座らなければならない、

そして医者の方が視線を低くするように高さを

調整したほうがよい、病院にようやくたどり着

いた患者に圧迫感を与えないようにしなければ

ならないと、中井教授から教えられた。残念な
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がら、精神科の診察室でさえこのような配慮が

なされているところは多くはない。われわれの

施設を見学に訪れる医療関係者の多くが、細部

のこだわりに驚くが、それもこれもトラウマを

抱えた人たちに安全感を持ってもらうための仕

掛けなのですよと説明すると、納得してもらえ

るようだ。

こころのケアとは、世界への安心感、他人へ

の信頼感、そして自らの尊厳までも失った人た

ちへの支援である。世の中が十分に平和であれ

ばこころのケアは要らないだろうが、残念なが

ら社会の不安定さは増している。こころのケア

とは、換言すれば不安定な社会におけるセーフ

ティネットの一つと言えるだろう。われわれの

今後の抱負を述べるとすれば、開設当時の理念

に立ち戻り、被害者の擁護者、代弁者となる努

力を続けること、支援の方法を関係者に伝え、

支援のネットワークを強化していくことだろう

か。こうした地道な活動を静かに、しかし確実

に続けていくつもりである。
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特 集 調査研究最前線

東日本大震災の復興検証
（復興庁委託事業）

ひょうご震災記念21世紀研究機構では、平成28年度に復興庁の委託事業により、東日本大震災の復

興を総合的に検証し、今後、重点的に取り組むべき方向性や新たな課題等を明らかにするため、ヒア

リング調査、文献調査等を通じて復旧・復興プロセスの総合的検証を行いましたので報告します。

（標題）

東日本大震災の復興検証（復興庁委託事業）

（東日本大震災の復興状況に関する調査事業報告書 概要版）

（標題）

東日本大震災被災市町レポート

（釜石市ヒアリングレポート）

（東松島市ヒアリングレポート）

（南三陸町ヒアリングレポート）

（南相馬市ヒアリングレポート）

（新地町ヒアリングレポート）
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東日本大震災の復興状況に関する調査事業報告書 概要版

【報告書目次構成】

第１章 はじめに・調査の概要（五百旗頭真）

第２章 復興政策と被災地の現状

第１節 復興政策の概要と進捗状況（高森順子）

第２節 指標に見る復興の現状（紅谷昇平）

第３節 被災者の復興への意識（木村玲欧）

第３章 東日本大震災 復興５年の取組と評価

第１節 被災者支援

１．宮城県における被災者支援（今村文彦、佐藤翔輔、井内加奈子）

２．岩手県における被災者支援（広田純一、村井良太）

３．福島県における被災者支援（丹波史紀、井上正也）

４．評価と課題（室闢益輝）

第２節 公共インフラの復旧と住宅再建の支援

１．宮城県における公共インフラの復旧と住宅再建

（今村文彦、佐藤翔輔、井内加奈子）

２．岩手県における公共インフラの復旧と住宅再建

（広田純一、村井良太）

３．福島県における公共インフラの復旧と住宅再建

（丹波史紀、井上正也）

４．評価と課題（飯尾潤）

第３節 産業・なりわいの再生

１．東北三県における漁業と水産加工業の再生（林昌宏）

２．農業の再生（広田純一）

３．製造業・商業・観光の再生（紅谷昇平）

４．評価と課題（紅谷昇平）

第４節 福島の復興・再生（丹波史紀）

第５節 「新しい東北」の創造（柳井政則）
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第６節 復興を支える仕組み

１．三県における復興計画策定プロセスの実態（高森順子）

２．応援自治体の取組（楠綾子）

３．民間セクターの取組（紅谷昇平）

４．三県における震災の記憶の継承（牧原出）

５．義援金（手塚洋輔）

６．国、被災自治体の組織・制度（飯尾潤）

第４章 総括的評価（御厨貴、飯尾潤）
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東日本大震災から５年が過ぎた。「集中復興期間」が経過したが、M９の巨大地震が残した爪痕は

今なお深刻である。平成28年度、復興庁から「復興５年間で行われた取組の実績を取りまとめるとと

もに、その評価を行う」ことを目的にした「東日本大震災の復興状況に関する調査事業」の委託を受

けた。そこで、復興構想会議・同検討部会の中心的メンバーに加えて、阪神・淡路大震災の復興検証

に関わった専門家、また当機構で４年間に渡って震災復興の研究を行いその成果を「大震災復興過程

の政策比較分析」（2016年，ミネルヴァ書房）にまとめた研究会のメンバー等、17名から成るプロジェ

クトチーム（座長：御厨貴氏）を立ち上げ、このチームで調査と研究を行った。

調査方法としては、復興庁作成の「復興の現状と課題」をベースに岩手、宮城、福島３県における

復興の全体像を俯瞰しながら、東日本大震災の特徴である津波被害と原子力災害に着目し、３県各２

市町の計６市町に対してヒアリング調査を実施するとともに、３県全体の復興状況を把握するため、

３県のヒアリングも行った。

報告書の作成にあたっては、プロジェクトチームのメンバーと事務局が、地域や分野、テーマ別に

それぞれ分担して考察を進めた。その上で、５回の全体会議と３回の編集委員会での意見交換を踏ま

えながら分野ごとに分析・評価を行いつつ、最終原稿を取りまとめた。この報告書の「総括的評価」

において、残された「復興・創生期間」で留意すべき課題や、今後の復興施策や制度設計に向けて検

討・研究が望ましいと思われる事項を書き加えた。今後とも防災・復興の議論を広げ、調査研究を深

めていかれることを期待する。

東日本大震災の前期５年「集中復興期間」における国の施策および進捗状況について、重点項目

ごとにその概略と主な施策結果を記述し概観した。また、後期５年「復興・創生期間」における国

の方針と重点項目別の施策内容をまとめ、記述した。

人口については、県別では概ね被災前からのトレンドが継続し、宮城県は被災後も横ばい、岩手

県は減少傾向にあるが、福島県については震災前よりも減少傾向が強まっている。各県内では、宮

城県・岩手県では被害の大きい沿岸部自治体が減少し、仙台近郊自治体が増加し、福島県では福島

第一原発周辺の避難対象の自治体で減少し、いわき市、相馬市等が増加しており、各県内での格差

が広がっている。

民間企業の事業所数は、３県とも地震後は大きく落ち込んだものの、その後は復興需要の後押し

があり、回復している。ただし宮城県（特に仙台周辺）では急回復する一方、福島県では回復が遅

く、三県間、県内市町村間での格差が、人口同様の傾向としてみられる。

第１章 はじめに・調査の概要

第２章 復興政策と被災地の現状

第１節 復興政策の概要と進捗状況

第２節 指標に見る復興の現状
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図１．市町村別の民間事業所数・人口の変化率（地震前を100とする）
（出所：推計人口、経済センサスより作成）

住民の状況については、生活保護の被保護人員数は、震災後、復興需要による経済の回復で全国

を下回る状況にある。有効求人倍率も、地震後、全国値を上回っていたが、平成27年以降、岩手で

は全国値を下回り、他２県も減少傾向にあり、今後に向けた懸念が残る。また福島県は自殺者の発

生数が多く、その対策が求められる。

災害発生後５年前後に実施された複数の被災者意識調査から、被災者の復興への意識を明らかに

した。「復興が想定よりも遅れている」「進んでいる実感が持てない」と回答する人が過半数であっ

た。具体的には「復興住宅・災害公営住宅の整備」「地域経済の再生」「宅地の供給」など「住ま

い」や「経済」の分野に遅れを感じていた。福島県では「原子力災害や被ばくへの備え」も併せて

遅れを感じていた。また震災発生以降、複数回の転居によって「心理的負担」や「近隣との交流の

減少」などに加え、福島県では「体調の悪化」の影響も見られた。また岩手県・宮城県では「住宅

再建・仕事再建が家計に影響を与え、家計が苦しくなっている」現状も明らかになった。住宅再建

第３節 被災者の復興への意識（復興感、被災者意識調査による実態）
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図２．宮城県における応急仮設住宅の入居状況の推移
出典：宮城県「復興の進捗状況」http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/603726.pdf,2016.12

についての状況は、災害からの時間経過とともに変化し、解決した問題の他に新たな問題も発生し

ていることが考えられる。引き続き、被災地内だけでなく被災地外からも注目・支援を続ける体制

が必要である。

かつてない甚大な犠牲者と被害者が発生し、しかも犠牲者率も非常に高いため、発生直後から宮

城県として前例のない対応を迫られ、広域に渡る被災地での支援には様々な対応が必要であった。

住まいへの支援として、みなし仮設が導入され、その数も最大で２万5,000戸が整備された点が新

しい。今後は、災害の被害範囲に応じて、みなし仮設の整備（確保）を如何に迅速でかつ事情に合

わせた選定を行うかが要点である。生活再建支援については設置の時期や規模の違いはあるが体制

を整え、シルバー会員等による訪問支援活動なども展開されていった。また、新しいコミュニティ

への支援は行政NPO、個人の役割を認識した対応は見られるが、今後どのように組織間が連携し

て継続的に実施するかが課題であり、体系づけた調査や整理が必要である。

宮城県に次いで多くの犠牲者を出した岩手県では、被災者支援に関しても広域かつ柔軟な被災者

支援の対応を迫られた。住まいにおいては、宮城・福島に比べて民間の賃貸住宅が少なかったこと

から、みなし仮設は少なく、プレハブ仮設住宅の割合が高かった。また、被災地からの人口流出を

避けるため、現地での仮設住宅建設を行った特徴がある。また、見守り事業に関しては、サロンや

第３章 東日本大震災 復興５年の取組と評価

第１節 被災者支援
１．宮城県における被災者支援

２．岩手県における被災者支援
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図３．岩手県における応急仮設住宅、みなし仮設住宅入居人数の推移（人）

茶話会の実施によって生きがい等につながった反面、支援者ごとにスキルにばらつきがあり、かつ、

支援者自身も１年契約のため雇用に不安を抱えていたなどの問題もあった。また、こころのケアに

関しては、「こころのケアセンター」での活動のほか、岩手県臨床心理士会によっても活動報告が

なされており、今後、仮設から恒久住宅へと移るなかでのストレス反応に対するケアが一層必要で

あると指摘されている。最後に、コミュニティ支援に関しては、震災前の市民協働が低調であった

ことの反省を生かし、既存のコミュニティへの支援、新たな地域コミュニティづくり、支援員を中

心としたコミュニティ支援の３つを連携して進めていく必要があると指摘した。

津波災害での被害に加え、原発事故による放射線被害によって、現在も福島県内、県外あわせて

約77,000人もの避難者を抱えているとともに、多くの「震災関連死」が発生している。仮設住宅の

建設においては、プレハブ建築協会による供給のほか、地元建設業者が木造による供給を数多く行

い「福島県方式」として注目されることになった。一方で、自主避難者に対しては2017年３月末を

もって応急仮設住宅等の無償提供が終了することから、立場や避難地域によって被災者支援にばら

つきが生まれることへの懸念がある。また、見守り活動に関しては、生活支援相談員を配置するほ

か、各市町においてもNPO等が独自の活動を展開している。次に、心のケア対策については、「ふ

くしま心のケアセンター」において、精神科医、看護師、保健師等の多職種チームによってケアが

行われており、長引く避難生活に対し、引き続き充実した支援が求められる。最後にコミュニティ

対策においては、長期避難を余儀なくされる避難者のため「長期避難者の生活拠点整備」が行われ

ているが、災害公営住宅への入居前からの住民参画が不十分であること、自力再建に対する施策が

不十分であるなどの課題が残されている。

３．福島県における被災者支援
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図４．福島県が行った原発避難者の意向調査（2014年度第２回目の調査）

被害の甚大性、被害の多様性、被害の長期化に加えて、見えない被災者の存在や県外避難者の存

在、さらには支援機関や支援コミュニティの被災という状況の中で、被災者支援に関して多大で厳

しい課題が突きつけられた。その厳しい状況にも係わらず、国、県、市町に加えてNPO、企業な

どの参画と連携の下に、新たな被災者支援の制度やシステムの構築、ボランティアを含む多様な支

援者の参画と広がりなどによって、被災者の苦悩の解消、生活の保護、自立の促進などがはかられ

ている。被災者アンケートから、医療や福祉のサービス、心身のケア、生活資金の確保といった側

面では、復興の過程を肯定的に評価するものが多く、被災者支援がそれなりの役割を果たしたと評

価できる。とはいえ、６年を経過した今なお、県外避難を含め仮住まいを強いられている被災者が

2017年２月末現在で10万人を超えているなど少なくなく、また生業の確保がままならず経済的苦し

みを訴える被災者も多い。コミュニティの崩壊や住宅内への閉じこもり、高齢化の進展による地域

力の後退の中で、新たな支援やさらなる支援の強化が求められる状況にある。

なお、福島県の被災地については、放射能汚染のリスクが完全には解消されない状況の中で、被

災者の生活再建が他の２県に比して遅れており、長期被災や分散避難を強いられている被災者をい

かに継続的に支援してゆくかの課題が残されている。

４．評価と課題
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表１．市町別の防災集団移転促進事業、土地区画整理事業の状況

出典：宮城県復興の進捗状況（平成28年12月11日）

現在、インフラの復旧・復興が地域再建の中心であった時期から、従来の課題である過疎化への

対応や人口減少時代のコミュニティづくりの方策を探る段階へと移行しつつある。防潮堤等の計画

において、地域毎に合意形成の手法や過程は異なり、整備状況も差が生じていた。住宅再建におい

て意向調査に沿った必要戸数の計算やコミュニティ単位での入居は重要視されたが、必要な戸数が

甚大であり細やかな対応が必要で、かつ復興の長期化により計画時と入居時の実態の乖離が大きく

なっているとの現実がある。現在、新規コミュニティの形成や持続可能な地域の再創出を目指して、

各自治体は取り組んでおり、地域への転入者が定着するなどの波及効果が出つつあるが、これも地

域差が著しい。

第２節 公共インフラの復旧と住宅再建の支援
１．宮城県における公共インフラの復旧と住宅再建
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表２．災害公営住宅の進捗状況（平成29年１月31日現在）

建設予定戸数

工 事 中

工 事 完 成

県・市町村整備 合計

地区数

192

24

130

戸 数

5,694

569

4,320

進捗率

－

10.0％

75.9％

県整備 計

地区数

56

8

38

戸 数

2,760

269

2,080

進捗率

－

9.7％

75.4％

市町村整備 計

地区数

136

16

92

戸 数

2,934

300

2,240

進捗率

－

10.2％

76.3％

岩手県における道路の復旧に関しては、被災直後に東北地方整備局と岩手県によって、津波で大

きな被害が発生した沿岸部への進出のため、沿岸―内陸をつなぐ横ライン、三陸沿岸を走る縦ライ

ンを確保する「くしの歯作戦」により救援物資等のいち早い輸送が可能となった。また、鉄路に関

しては、大船渡線、気仙沼線において、今後の利用見込み、安全確保のための線路の内陸移設に伴

う工期・工費増、利用者利便性等を総合的に勘案し、BRTによる本格復旧で合意された。山田線

において、平成30年度末の運転再開を目指して工事中である。防潮堤に関しては、地域の意向をう

けて高さを下げたところも見られる。

次に、住まいに関しては、災害公営住宅、防災集団移転等の施策が行われたが、事業の完了まで

に時間がかかり、その結果人口流出を招いたことを指摘した。また、岩手県においては、中心市街

地再生において各市町に特徴があり、嵩上げを行うか否かに関しても多様な方法がとられており、

今後、それぞれのまちづくりの展開が注目される。

福島県においては、原発の警戒区域に指定された沿岸地域は被害状況の把握もままならない状況

が続いた点で、他県とは異なる始動にならざるを得なかった。インフラ復旧においては、避難指示

地域については、将来の避難指示解除後の予算が十分に確保されるか不安の声もあり、対応が必要

である。また、公営住宅整備については、福島県では地震・津波による被災者への住宅を「災害公

営住宅」、原発避難者への住宅を「復興公営住宅」と区別し、整備が進められている。また、防災

集団移転に関しては、移転元地の利活用先が見つかっていない地域が存在するという課題が残され

ている。次に、自主再建に関しては、長引く避難生活によって避難先で再建をするケースが増加し

ている。最後に、コミュニティの再興に関しては、若い世代が住宅再建をし、ゆるやかに避難者の

生活拠点の整備をはかりながらコミュニティを維持していくような新たな制度づくりが必要である

と指摘した。

２．岩手県における公共インフラの復旧と住宅再建

３．福島県における公共インフラの復旧と住宅再建
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公共インフラ復旧や住宅再建について三県の状況を比較したところ、各市町村での進展状況は、

被災の種類（津波、原発事故）と、被災の程度（全面的な壊滅か、部分的な被災か、役場機能が維

持できたか）などによって、その多くが説明できることがわかった。公共インフラの復旧はおおむ

ね順調であるが、地域の整備計画との調整等により時間を要している事業もある。公営住宅整備は

三県による方針の違いが今後の活用にどのように影響するのかが注目点となる。高台移転など地域

づくり関連の事業については、多重防御の採用が少なかった点や、土地区画整理事業が遅れがちで

ある点など課題があり、次の災害に向けて制度を、さらに充実させるべきである。自力再建は、実

態把握が難しいが、支援には課題があるように推測される。またコミュニティの再建は難しい課題

だが、注目すべき取り組みもあるので、住宅再建が現実化する今後じっくりと検証する必要がある。

東日本大震災によって被災した岩手、宮城、福島の各県の漁業ならびに水産加工業が、どのよう

な復旧・復興を果たしてきているのか、あるいはいかなる課題が残されているのかを明らかにした。

具体的には、まず世界でも屈指の規模を誇る東北三県の漁業、水産加工業の被害状況、中央政府

ならびに宮城県や岩手県がどのような復旧・復興プランを策定したのかについて把握した。つづい

て、宮城、岩手両県の漁業、水産加工業の復旧・復興状況をマクロ的な視点（県レベル）とミクロ

的な視点（個別市町レベル）から分析した。これらを踏まえたうえで、福島第一原発事故により2016

年12月現在も試験操業が続けられている福島県の漁業の状況を確認した。最後に、水産物のブラン

ド化（南三陸町、陸前高田市の事例）などの評価できる点が見受けられる一方で、生業や販路、後

継者・労働力の確保といった課題が残されている点を指摘した。

東北３県における農業の復旧・復興状況について、農地・農業用施設等の被害状況と、農業復興

施策の特徴を詳述した。そして、４点の評価と課題を指摘した。

第１に、狭義の農業の復興（従来の農業生産や農業経営の再建）については、生産基盤（農地）

の復旧だけでなく、生産手段（農業機械・施設・資材）の再建にも手厚い公的支援がなされたた

め、全体としては比較的に速やかに復興が進んできたと指摘した。第２に、農地の復旧、とくに水

田の復旧には農村景観の回復という意義もあり、福島の水田に関しても復興の先導事業として取り

組む意義があることを示した。第３に、いわゆる６次産業化など、農業分野の新しい取組について

は、一部に優良事例も出始めており、成果が上がりつつあるが、全体的な評価を下すには時期尚早

であり、今後も注視していく必要があると指摘した。第４に、農業の復興がそれなりの成果を上げ

てきたのに対して、農村コミュニティの復興については共同の取組を支える基盤が失われるなどの

課題を残していることを指摘した。

４．評価と課題

第３節 産業・なりわいの再生
１．東北三県における漁業と水産加工業の再生

２．農業の再生
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表３．津波被害のあった農業経営体の営農再開状況

３県計

岩手県

宮城県

福島県

津波被害のあった
農業経営体数

9,370

480

6,060

2,840

H26．２．１現在で
営農を再開している
農業経営体数

4,840

260

3,910

670

営農を再開していな
い農業経営体数
（不明を含む）

4,540

220

2,150

2,170

営農再開割合

51.6

53.9

64.5

23.6

参 考

H25．３．11
現在

45.9

48.3

57.8

20.1

H24．３．11
現在

35.3

18.9

45.2

17.1

（資料）農林水産省大臣官房「被災３県における農業経営体の被災・経営再開状況（平成26年２月１日現在）「農林業
センサス結果の状況確認の概要」（平成26年３月）

（注）福島県の「営農を再開している農業経営体」には、実証栽培を含めている。

東日本大震災では、地震や津波による直接被害だけでなく、サプライチェーンや計画停電による

被害の広域的な波及があったのが特徴である。復興過程においても、建築制限による事業所の再建

の遅れや沿岸部から内陸部への企業の移転、復興需要による雇用状況の回復、宿泊者数の増加など、

産業間・地域間を越えた連関性がみられる。

産業復興施策については、取り崩し型の復興基金、中小企業基盤整備機構による仮設事業所の設

置、グループ補助金、復興特区、二重債務整理など、これまでになかった画期的な施策が実施さ

れ、それぞれ多くの企業、自治体で活用されている。

それらを受けた経済指標をみると、地震直後には経済活動が落ち込んだものの、復興需要の後押

しもあって翌年以降には、製造業では岩手県、宮城県、商業では宮城県、福島県で回復傾向を示し

ている。地域別では、岩手県の被害の大きかった沿岸市町村、被害が大きく仙台から離れた宮城県

の市町で、福島第一原発の避難区域指定がなされた福島県の市町村で回復が遅れている。

今後は、復興需要の減少、高台移転等の進展に伴う仮設から本設へ移転、地域の人口回復、外国

人観光客の呼び込み、教育旅行の減少への対応が求められる。

３．製造業・商業・観光の再生
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図５．東日本大震災後の経済状況の関係図（参考資料７より）
出典：紅谷昇平「復旧・復興対策の変化と課題 産業の再生」都市住宅学88号，2015年１月

農林水産業では、宮城県では水産復興特区の導入、法人経営体の増加、経営体の大規模化が進

み、復興を契機に変革を志向する傾向がみられる。一方、岩手県では漁協など震災前の仕組みを核

にした堅実な復興を進めている。また水産物のブランド化や労働者不足など、両者に共通する課題

もみられる。福島県は、放射線が不検出の状態でも風評被害の影響は色濃く、今後その解決に向け

た一層の取組が必要である。

商業、製造業では、これまでの災害にはなかった手厚い支援が行われ、地震直後には経済活動が

落ち込んだものの、復興需要の後押しもあって翌年以降には、製造業では岩手県、宮城県、商業で

は宮城県、福島県で回復傾向を示している。地域別では、岩手県の被害の大きかった沿岸市町村、

被害が大きく仙台から離れた宮城県の市町で、福島第一原発の避難区域指定がなされた福島県の市

町村で回復が遅れており、今後の支援が必要である。観光業については、延べ宿泊者数や国際会議

開催件数は震災前よりも増えているものの外国人延べ宿泊者数は、全国的なインバウンド急増の流

れから大きく遅れており、福島県への教育旅行も震災前の水準を回復していない。また、延べ宿泊

４．評価と課題
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図６．福島県における避難者の推移

者数は、復興需要に支えられている面もあり、今後、復興工事が減少していくに連れ、減少してい

く懸念がある。

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故により地震・津波並びに原発事故を経験した

福島県は、その被害が何重にも折り重なって「複合」する複雑さをかかえている。そのため、災害

救助法など自然災害を想定したこれまでの災害法制だけでは決して十分な対応がなしえないのが

現実である。その現状を概観したうえで、国、県、市町村のこれまでの取組として、風評被害対

策、新産業創出のための「イノベーション・コースト構想」の推進、全国各地に広域避難する住民

サポートなど、他の被災地と異なる課題に対する対応を行ってきたことを記述した。そして、今後

の課題として、被災者・避難者が生活の再建を実感し、それぞれの選択によって自らの居住する環

境に社会参加し、市民的諸権利が擁護される必要があると指摘した。その課題を解決するために

は、避難指示解除という政策変化の状況において、被災者・避難者がその計画決定や管理運営に参

画し、当事者として地域課題の解決にあたれる仕組みづくりが必要であると提言した。

「新しい東北」事業は、東日本大震災からの一日も早い復興をめざすべく、復興庁の直轄事業と

して、新しいチャレンジングな課題に、官民が連携してスピード感を持って取り組んだ点は高く評

価すべきものであり、新しい社会システム構築のための事業として大きな役割を果たしたと言える。

具体的には、時代を先取りしたビジネスや地域づくりの「芽」の創出、民間の人材やノウハウの活

第４節 福島の復興・再生

第５節 「新しい東北」の創造



23

調査研究最前線

2017 特別号 21世紀ひょうご

表４．先導モデル事業の応募・選定件数及び予算額・実績額の推移

区 分

選 定 件 数 合 計
（応募件数）

内

訳

プロジェクト事業件数
（応募件数）

横断的課題支援事業件数
（応募件数）

継 続 事 業 件 数
（応募件数）

予 算 額
（実績額）

平成25年度

66件
（464件）

66件
（464件）

－

－

9.0億円
（8.1億円）

平成26年度

98件
（327件）

48件
（252件）

４件
（20件）

46件
（55件）

14.8億円
（13.7億円）

平成27年度

56件
（199件）

45件
（166件）

11件
（33件）

－

8.3億円
（6.9億円）

合 計

220件
（990件）

159件
（882件）

15件
（53件）

46件
（55件）

32.1億円
（28.7億円）

用、中間支援組織や次代を担う人材の育成及び人的ネットワークの形成促進、多層的な情報共有・

情報発信を通じた横展開の促進等が評価できる点として指摘した。

課題としては、地元自治体の関与が少なかったこと、スタートアップ支援に特化したため、自走

・定着のためのシームレスな支援として不十分であったこと等を指摘した。

その上で、事業終了後の事業や実施主体の動向の「見える化」（フォローアップと検証）、国→県

→市町へとバトンタッチしていく仕組みの導入による地元自治体の関与の明確化、ステージに応じ

た段階的かつ継続的な個別支援システムの構築等を提案した。

この事業を通じて播かれた新たな「種」が、これからの災害対応の基本姿勢となるべき「創造的

復興」のモデルとして、東北の被災地から、全国へと拡がり、東北から日本を変えていくことへの

展望を述べた。

東北３県（岩手県・宮城県・福島県）および、東北３県内の市町村における復興計画と、その策

定プロセスを概観し、考察した。まず東北３県（岩手県・宮城県・福島県）においては、①復興計

画の策定時期、②東北３県の復興計画の期間と内容を概観し、市町村の復興計画の策定にあたって

は、国の予算成立を待たなければならなかったことで、復興計画の策定・公表が遅れたことを指摘

した。

次に、東北３県の各市町村レベルの復興計画策定プロセスについて、①策定の時期、②策定プロ

セスの特徴、③策定体制、④策定後のプロセスの４点から概観し、分析を行った。その結果、住民

意見の聴取方法、復興計画の策定に関わる委員会の権限等の性質、策定後に計画を改定するか否か

において、各市町の対応に差が見られた。

以上のことを踏まえ、将来の災害対応において改善すべき点、課題として、復興に関わるあらゆ

るステークホルダーの意見を吸い上げるための復興計画の策定、運用システムの再構築を提言した。

第６節 復興を支える仕組み
１．三県における復興計画策定プロセスの実態
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表５．６市町における復興計画策定にあたっての住民等からの意見募集方法

出典：各市町の報告書ならびに６市町ヒアリング調査をもとに筆者作成

表６．派遣職員の規模

人数
自治体

岩 手 県 全 体

宮 城 県 全 体

福 島 県 全 体

釜 石 市

陸 前 高 田 市

東 松 島 市

南 三 陸 町

新 地 町

南 相 馬 市

震災前人口（2010．４）

約133万

約234万

約204万

39,574

23,300

43,149

17,754

8,297

70,896

累積人数（2016．３）

22,515

49,751

17,943

361

540

337

405

53

231

2011年７月１日現在

501

1,517

404

2016年４月時点

615

1,084

372

71

87

71

107

16

39

（単位：人）

出典：人口は各県公式ホームページから作成。
宮城県については2010年10月１日現在の推計、福島県については2010年３月１日現在

地方公共団体による被災自治体の支援に焦点を当て、その実態と５年間の取り組みで浮き彫りに

なった問題を分析した。そして、自治体間の人的支援を可能とした枠組みを検討するとともに、ど

のような分野で人的支援が行われたのか、そして、そこから今後の課題を提示した。応援自治体の

派遣においては、自治体間の相互応援協定に基づく派遣にとどまらない多様なルートがあり、①情

報の集約機能を持つ機関による派遣調整を経た人的支援（総務省・全国知事会等）、②事前の地方

公共団体間の相互支援協定に基づく人的支援（地方公共団体間協定）、③関西広域連合による組織

的支援、④その他独自ルートに大別されることを明らかにし、その特徴を述べた。そして、課題と

して、①要請に基づく支援の限界、②複数の人的支援枠組みの効用と弊害、③支援側と受援側の希

望のミスマッチ、④派遣職員に対するケアの整備という４点を指摘した。

２．応援自治体の取組
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東日本大震災では、地域コミュニティ、個人ボランティア、災害支援を目的としたNPO等に加

えて、強い組織体制を有する国際NGOが支援で存在感を発揮した。特に被災地では社会福祉協議

会が被災し、災害ボランティアセンターの立ち上げが遅れたこともあり、NPO／NGOと国、自治

体との連携が進んだ。

NPO／NGOについては、全国的な中間組織（JCN、JPF、中央共同募金会、日本財団等）が助成

や助言を通して，被災地の組織を支援した。また三県で、各県の中間支援組織の実情を反映した形

で「連携復興センター」が設立され、各県内のNPO等のコーディネート、情報共有、助成や支援

団体とのつなぎを積極的に進め、地域の組織の活動を活性化させた。

さらに多くの企業が、業務の一環としての被災地での事業実施、CSRの一環として義援金や物資、

サービスの提供、ボランティアの派遣、共同事業の実施などに取り組み、企業の持つ資源を活かし

た支援が展開された。

今後は、長期化する復興に備えて、NPO／NGOと行政との連携に加えて企業支援との連携や、

外部団体による支援から被災地内の団体やコミュニティによる内発的な活動に引き継いでいくこと

が求められる。

宮城・岩手・福島の三県と現地調査を行った市町について、第１に、復旧プロセスの検証、第２

に祈念施設の建設、第３に震災遺構の保存、第４に記録保存のプロジェクトとして、紙・デジタル

情報・映像、第５に被災地を体験するプロジェクトに着目しつつ、比較検討を行った。その結果得

られた課題としては、第１に、いまだ記録保存が十分でない地域とりわけ小規模自治体や福島県の

ように原子力災害からの復興途上地域への支援である。第２に、アーカイブの利活用方法の開発で

あり、体験プロジェクトを今後とも展開する際にどう既存のアーカイブを用いるかを考える必要が

ある。第３に、今後の大規模自然災害に向けた記録保存のモデルの提示である。東日本大震災では、

国、県、市町村という行政のラインが、住民や民間団体の活動を結びつけ、この紐帯をさらに専門

機関が強化していった。こうした記録保存の深化・拡大の過程をネットワーク形成過程としてモデ

ル化することで、災害後に相互支援の枠組みを構築する方法を提示することができるのである。

義援金は、市民からの寄付を原資として、被災者に現金を配分するしくみである。今般の東日本

大震災においても、多額の義援金が寄せられ、国・県・市町村がそれぞれ関与しつつ被災者への給

付が行われた。このように配分方法について、自治体に一定の裁量が認められていることから、岩

手・宮城・福島の各県・各市町村によって対象範囲や支給額が異なることにもなった。そこで、こ

れらの配分方法を調査した結果、その活用の型として、平準化と重点化という２つの傾向を抽出す

ることができた。また、津波によって役所の被害が大きかったところでは、支給手続きの遅れなど

の課題も指摘される。さらに、現金支給に関し生活再建支援制度や復興基金による公的支援といっ

３．民間セクターの取組

４．三県における震災の記憶の継承

５．義援金
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図７．義援金配分状況の推移
出典：日本赤十字社「災害義援金に関する課題と今後の方向（報告）」2013年３月，24ページ

た他の方策も手厚くなっている中で、迅速性や制約の少なさという義援金固有の強みをどう活かし

ていくかを検討していくことがきわめて重要である。

東日本大震災においては、国としても新たな復興庁の設置に加え、復興推進計画、復興整備計画、

復興交付金事業計画などに盛り込まれた多数の事業が用意され、それら市町村中心の復興を後押し

する形で、具体的な事業が伸展した。そのため国・県・市町村の政府間調整が重要な意味を持つこ

とになった。巨大な予算に支えられた復興事業は、関係者の努力により、調整を重ねて実現しつつ

ある。ただ、市町村長など関係者には予算や事業の調整に関する不満も強いなど、いくつか課題も

見られた。まず、国への期待が大きすぎて財政面を中心に自治体の責任が曖昧になった点、省庁間

調整を簡略化する仕組みが不足した点、市町村と県との責任領域の切り分けの課題、住民の合意形

成に不十分なところがあった点などである。このように、今回の経験を次の災害に生かすために、

組織・制度面でも準備を進めていく必要がある。

６．国、被災自治体の組織・制度
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東日本大震災の甚大な被害と野心的な復興政策を考えれば、加速措置なども相まって、全体とし

て復興事業は順調に進んでいるといえるが、課題もある。今後の災害に向けて、次のような提言が

考えられる。被災者支援にかかわるさまざまな施策が総動員されたことは高く評価できるが、今後

は異なる分野の支援策の連携を図ることや、コミュニティの維持・発展のための思い切った措置が

可能となるような仕組みが望ましい。高台移転など土地の形状に関する事業に関して、防災集団移

転促進事業に希望が集中したのは、他の事業に魅力が乏しかったためという可能性があり、事業の

選択肢を広げ、予算面でも地元自治体の責任を明確化するほか、責任領域の切り分けのある制度設

計が望ましい。また、残りの復興期間においては、福島の再生に向けた複線的で総合的な取り組み

の充実、高台移転した土地でのコミュニティ創出、産業高度化への支援などが求められる。

第４章 総括的評価
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参考資料

東日本大震災の復興状況に関する調査事業（平成28年度）

東日本大震災の復興を総合的に検証し、今後、重点的に取り組むべき方向性や新たな課題等を明

らかにするため、ヒアリング調査、文献調査等を通じて復旧・復興プロセスの総合的検証を行った

盧 東日本復興検討会議の設置

復興の総合的検証の調査方針および、各分野。テーマ別に議論を行うため、別表のメンバーに

よる検討会議（座長・御厨貴）を５回実施した。

盪 ６市町ヒアリング調査

東日本大震災の特徴である津波被害と原子力被害に着目し、３県各２市町の計６市町に対して

ヒアリング調査を実施した。岩手県と宮城県にあっては、一方で復興の司令塔となる庁舎を含め

たまち全体が壊滅的な被害を受け新しいまちづくりに全力を挙げている陸前高田市と南三陸町、

他方で、沿岸市街地は浸水したものの庁舎機能が存続し既存のまちを活かしながら復興に取り組

んでいる釜石市と東松島市を、それぞれ選定した。福島県にあっては原子力災害という困難な課

題に直面している現状に鑑み、避難指示12市町村から南相馬市と、避難指示区域外で復興に取り

組んでいる新地町とした。

ヒアリングにあたっては６つのテーマ（①リーダーシップ、②５年間の復興の取組の考え方、

③被災者支援、④公共・インフラの復旧・復興、⑤住宅再建・復興まちづくり、⑥産業の復興状

況、復興支援策の評価、※南相馬市のみ⑦放射線被害からの復興課題を追加）ごとに市町首長を

はじめ担当部局等から聞き取りを行った。

・宮城県（南三陸町、東松島市）：2016年８月８日－８月10日

・福島県（南相馬市、新地町）：2016年８月17日－８月19日

・岩手県（陸前高田市、釜石市）：2016年８月31日－９月１日

蘯 ３県ヒアリング調査

岩手、宮城、福島３県に対して５つのテーマ（①復興の推進、②国（省庁・復興庁）および市

町村との連携と支援体制、③被災地の復旧復興に関わる外部組織との支援および受援関係、④復

興計画の推進状況と評価、⑤義援金に関する県独自の取組※福島県のみ⑥原子力災害に関する復

興課題を追加）に大別し、県庁担当部局に対しヒアリング調査を実施した。

・宮城県：2016年10月31日

・福島県：2016年10月31日

・岩手県：2016年11月１日

１．研究調査の目的と方法

２．研究調査体制
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盻 編集委員会の設置

復興庁へ提出する全体報告書を効果的かつ円滑に作成するため、編集委員会を設置し、①検討

会議の議論を踏まえた報告書全体の方向性（全体の論調、原稿間の文言等）の検討、②全体報告

書の作成に向けた原稿の修文（修正・追記・削除）又は執筆者への修文の要請、③全体報告書記

載のデータ・資料の追加を行った。



30

調査研究最前線

2017 特別号 21世紀ひょうご

別表：検討会議メンバー表

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

氏 名

五百旗頭 真

御 厨 貴

飯 尾 潤

井 内 加奈子

井 上 正 也

今 村 文 彦

木 村 玲 欧

楠 綾 子

佐 藤 翔 輔

丹 波 史 紀

手 塚 洋 輔

林 昌 宏

広 田 純 一

紅 谷 昇 平

牧 原 出

村 井 良 太

室 闢 益 輝

役 職

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 理事長（統括責任者）

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究統括
（プロジェクトリーダー）

政策研究大学院大学 教授

東北大学災害科学国際研究所 准教授

成蹊大学法学部 准教授

東北大学災害科学国際研究所長 教授

兵庫県立大学環境人間学部 准教授

国際日本文化研究センター 准教授

東北大学災害科学国際研究所 助教

福島大学行政政策学類 准教授

大阪市立大学大学院法学研究科 准教授

常葉大学法学部 講師

岩手大学農学部 教授

兵庫県立大学総合教育機構防災教育センター 准教授
（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 主任研究員

東京大学先端科学技術研究センター 教授

駒澤大学法学部 教授

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 副理事長

執 筆 担 当

第１章

第４章

第３章第２節４
第６節６

第４章

第３章第１節１
第２節１

第３章第１節３
第２節３

第３章第１節１
第２節１

第２章第３節

第３章第６節２

第３章第１節１
第２節１

第３章第１節３
第２節３
第４節

第３章第６節５

第３章第３節１

第３章第１節２
第２節２
第３節２

第２章第２節
第３章第３節３

第３節４
第６節３

第３章第６節４

第３章第１節２
第２節２

第３章第１節４

研究員

１ 高 森 順 子 （公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究員
第２章第１節
第３章第６節１

事務局

１

２

３

４

藤 原 由 成

内 田 貞 雄

柳 井 政 則

田 中 清 富

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 副理事長

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 監事

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部部長

（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部課長

第３章第５節



312017 特別号 21世紀ひょうご

特 集 調査研究最前線

東日本大震災被災市町レポート
（釜石市ヒアリングレポート）

岩手大学農学部教授 広田 純一

駒澤大学法学部教授 村井 良太

釜石市に対するヒアリングは2016年９月１日

に実施したが、台風10号の被害により、当日実

施できたのは市長へのヒアリングと５年間の復

興の取り組みについての全体的なヒアリング

のみとなった。それ以外の個別テーマについて

は、追って文書で回答を得た。

本稿のうち、２～４については、当日のヒア

リングと配布文書を中心にまとめ、５～７につ

いては、事後の書面回答をほぼそのまま掲載し

た。これに対して、８のまとめはヒアリングと

書面回答を踏まえて執筆者が書き下ろしたもの

である。

盧 被害状況

釜石市は近代製鉄発祥の地であり、東北有数

の重工業都市として、鉄鋼業の発展とともに繁

栄を築いてきた。鉄鋼業の最盛期であった1963

年には、人口が県下第２位の92,123人を数えた

が、鉄鋼業の縮小をはじめとした国の産業構造

の転換とともに、釜石製鐵所においても合理化

や高炉の休止など生産体制の縮小が進められ、

人口は減少の一途を辿ってきた。震災直前（2011

年２月末）には39,996人と、ついに人口が４万

人を割っていたのである。

東日本大震災は、海沿いの市街地・漁村集

落に甚大な津波被害をもたらした。死者は806

人、行方不明者が152人、合わせて958人、これ

に関連死認定者105人を加えると、犠牲者は

1,063人に上った（釜石市「復旧・復興の歩み

～撓まず・屈せず」（平成29年１月）より）。家

屋被害としては、住家数16,182戸のうち29％に

当たる4,705戸が被災し、内訳は、全壊2,957戸、

大規模半壊395戸、半壊304戸、そして一部損壊

1,049戸であった。（同上）。地域別では、市北

部の鵜住居（うのすまい）地区で甚大な人的被

害があり、市全体の死者・行方不明者の６割に

達した。

産業関係では、市内の2,396事業所のうち浸

水範囲の事業所数が1,382事業所に達し、全事

業所の58％に上った。漁業関係では、市内３漁

協の漁船1,734隻のうち98％に当たる1,692隻が

被災した（同上）。

盪 復興の概況

中心市街地（釜石東部地区）は、被害が相対

的に小さかったことに加えて、湾口防波堤や防

潮堤による多重防災を前提に、国道45号高架橋

より西側地区は地盤の嵩上げや区画整理を行わ

ず、現地での再建が進められている。2013年に

１．総論



32

東日本大震災被災市町レポート（釜石市ヒアリングレポート）

2017 特別号 21世紀ひょうご

は、早々に大型商業施設（イオン）を誘致して、

復興の核とした。

他方、被害が大きかった鵜住居地区は、L１

対応の防潮堤及び水門（14.5ｍ）で防御した上

で、地盤嵩上げ（平均1.7ｍ）が進められてい

る。それ以外の漁村集落は、同じ地区内に高台

移転と災害公営住宅の組合せで進められている。

釜石市は、市の復興まちづくり基本計画の中

期３年が終了する節目の年となる平成28年４月

に、５年間の復旧・復興の歩みをまとめた冊子

「撓まず屈せず」を発行した。この中で生活支

援、暮らしの安全と環境を重視したまちづくり、

教訓を引き出す検証作業など、復興まちづくり

基本計画の後期４年につながる復興施策を説明

し、市民の協力を求めている。

（本章は野田市長からのヒアリングを基に作

成している。）

盧 略歴

野田武則市長は、市長就任前は市内で実家が

経営する私立幼稚園の園長をしており、市の幼

稚園協会の会長や岩手県の私立幼稚園連合会

常任理事などを務めていた。父親の野田武義氏

は、釜石市議４期、岩手県議４期、釜石市長３

期（1987年から12年間）を務めていた。

50歳の時に、2003年４月の県議選に無所属で

出馬し、初当選した。二期目の2007年の県議選

では民主党の公認を受け、再選を果たした。と

ころが、その半年後の2007年11月18日に当時の

市長が病気で急死、急遽県議を辞任して「市民

総参加的な立場で」無所属での出馬を表明し、

無投票で初当選した。現在三期目だが、いずれ

も無投票で再選されている。

盪 市長としての思い

長らく幼稚園長を務めた関係で、子供たちが

今置かれている状況、少子化問題や将来の人口

減というものに非常に興味を持っており、最初

の県議選の時から選挙の公約に掲げてきた。当

時はまだ少子化は選挙のメインにはなり得ない

という雰囲気だったが、少子化対策が一番大事

だというようなことを訴えてきた。

ちなみに市長選の公約としては、第１に市民

が主役の開かれた市政運営、第２に子供からお

年寄りまで安心して暮らせる町、第３に釜石の

経済的な活性化の３つを掲げており、現在でも

変わっていないという。

防災については、宮城県沖地震津波が30年以

内に99％で起きるということが当然ととらえて

いたこともあり、特に津波対策を公約に掲げて

はいなかった。ただ、県議時代に県の防災対策

や被害想定を学んでいたので、津波が来れば大

きな被害が出るという前提ではいた。また、2010

年10月には、中央防災会議の「災害時の避難に

関する専門調査会」の津波防災に関するワーキ

ンググループの委員に委嘱された。

東日本大震災は市長一期目の最後の年に起こっ

た。地震発生時は市役所におり、今後10年間の

総合計画に最終的な承認を求める議会中であっ

た。市役所自体は壊れなかったが、昭和30年に

できた古い建物だったので、とりあえずはすぐ

に外に出た。しかし、津波が来るというので、

もう一度建物の中に入った。そこで津波が押し

寄せてくる様子や、住民が津波に追いかけられ

戸惑っている姿を目の前で目撃した。

今になってみれば、防波堤とか防潮堤とか、

そういったハードに対する過信というのがやは

りあったということである。ただ当時は、何の

根拠もなく、無意識に、たぶん大丈夫なんだろ

うという思いにとらわれていた。３．11を経験

２．首長のリーダーシップ
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して初めて、（市長を含めて）釜石の人達は目

を覚ました。避難訓練とかいろんなことはやっ

てきたが、３．11を経験して、それがいかに甘

かったかということを思い知らされた。反省を

しても反省し切れないものがある。市長として

も、住民の生命と財産を守るという基本的なと

ころで甘えがあったということである。

釜石市には二つの象徴的な事例がある。一つ

は、避難訓練でも用いられていた公共施設で、

多数の死者を出した鵜住居地区防災センターの

事例、もう一つは、小中学生が無事に津波から

逃げきって、防災教育の顕著な成果を示した鵜

住居小学校と釜石東中学校の事例である。これ

らの事例から防災教育の重要性を再認識し、防

災センターの教訓を検証しつつ、次の世代に伝

えていかなければならない。

前者については、市長が遺族連絡会の要請を

受けて、2013年４月に「釜石市鵜住居地区防災

センターにおける東日本大震災津波被災調査委

員会」を設置し、2014年３月に『釜石市鵜住居

地区防災センターにおける東日本大震災津波被

災調査報告書』を公表している。また後者につ

いては、「釜石の出来事」として教訓化が進め

られている。

蘯 復興方針・復興計画の策定

復興の基本的方向性として、一つは安全をど

う図るかという点で、湾口防波堤と防潮堤の復

旧による多重防御を考えた。湾口防波堤の要否

については議論があるが、湾口防波堤がないと

なると、ないなりの住まい方を考える必要があ

る。作らない場合は、陸地との境界に高い防潮

堤が必要となり、海と切り離されてしまう。海

とともに生業があった住民からすれば、防波堤

・防潮堤の復旧は当然の成り行きであったと考

えている。

対してもう一つの焦点は、東部地区の国道45

号高架橋より西側地区で嵩上げをせずに早期に

再建をすることで、拠点性の維持を最優先し

た。かつては橋上市場や大型デパートがあった

が、月日の流れの中でそれらがなくなり、市外

に出て消費するようになっていた。拠点性を失

うことは将来にわたっての釜石の繁栄の芽を潰

すことになると考えた。安全を優先すべきであっ

たかどうかは100年後、200年後に評価されるこ

とであるが、震災を契機に、ピンチをチャンス

に変えるという発想で、大型商業施設を郊外で

はなく町の中心部に持ってくることを考えた。

さらに、復興に際して地域のアイデンティ

ティを重視し、ラグビーワールドカップ2019の

招致を進めた。新日鐵釜石ラグビー部の日本選

手権７連覇は昭和50年代後半のことで、若い

世代には釜石とラグビーの結び付きも印象にな

い。そこで「釜石」イコール「ラグビー」とい

うものを財産として継承していく最後のチャン

スと考えて手を挙げた。

また、震災前から取り組んできた橋野鉄鉱山

の「明治日本の産業革命遺産」としての世界遺

産登録も復興の追い風となっている。さらに、

釜石市はこうした鉄の歴史以外にも、太平洋戦

争末期の米艦による釜石艦砲射撃の歴史があり、

戦後50年（1995年）には、当時の野田武義市長

のもとで、捕虜など外国人戦争犠牲者も含めた

国際慰霊祭が行われている。

盻 組織の編成とマネジメント

釜石市は、市役所の建物も一部浸水に止ま

り、行政機能がほぼ震災前のまま維持されたこ

とが、（そうでない他市町村に比べて）速やか

な復興の推進に寄与した。とはいえ、職員400

人中の100人は家や家族が被災している中で

の震災対応であり、特に直後の当初は大変だっ



34

東日本大震災被災市町レポート（釜石市ヒアリングレポート）

2017 特別号 21世紀ひょうご

た。当初市役所の本庁舎内に災害対策本部を立

ち上げたが、市役所の周りは瓦礫で囲まれてお

り、行き来もできない状況だったので、４日目

からは災害対策本部を釜石駅西側のシープラザ

釜石に移した。

膨大な業務量に対して、市職員だけでは当然

足りず、全国から応援職員を派遣してもらっ

た。とくに、愛知県東海市、富山県朝日町、フ

ランスのディーニュ・レ・バン市など姉妹都市

を結んでいた自治体のほか、福岡県北九州市や

岐阜県各市からも手厚い支援を受けた。

眈 復興計画について

復興計画の策定に当たっては、県と特に議論

したわけではないが、県の復興計画を参考にし

ながら作成した。また、国の復興構想会議の提

案についても参考にさせてもらった。

東部地区の拠点性確保については、復興本部

職員を中心に考え、国交省から派遣されたコン

サルタントなど外部からの意見も取り入れた。

東部地区の国道45号高架橋より西側地区を嵩上

げしなかったのは、被災状況に依存する面が大

きい。湾口防波堤によって被害が軽減され、

流された建物と残された建物が混在していたた

め、残ったビルを全部壊して嵩上げするとな

ると撤去にも相当の金額がかかり現実的ではな

かった。さらに地区全体の拠点性を高めるため

に、３つの拠点をつくることにした。大型商業

施設（イオン）を誘致するフロント１、市役所

があるフロント２、魚市場のあるフロント３で

ある。このアイデアは、衆智を集めた上での市

長のアイデアであった。

復興計画は必要なものは取り入れており、バ

ランスの取れたものになっていると評価して

いる。スマートコミュニティや地域包括ケアな

ど、復興計画が終わる10年後には常識的なもの

になっているだろうと想定したものは全部入

れた。

復興計画の策定に際しては、市民意見ファー

ストをモットーに、住民との合意形成を重視し

た。市内21の地域で復興まちづくり協議会と地

権者連絡会を設置して合意形成を図り、さらに

８つの地区ごとの地域会議でも検討してもらっ

た。そして、釜石市（行政）としての最後の意

思決定の場として、40人程度の市民で構成され

る総合振興審議会（従前より総合計画を議論す

る場）があった。そこで承認を受けた上で、最

終的には議会の承認を得るのが意思決定手続

きの基本である。他方、個別の案件ではワーク

ショップや委員会などの場を作って、市民の広

範囲な意見を取り入れた。

市の執行部と議会との関係はここまで良好に

運んできた。これは市の置かれている状況が非

常に厳しく、議会、市、市民が一体となってこ

の難局を乗り越えていこうという姿勢の表れと

理解している。

メディアについては、定例の記者会見を中心

に、問い合わせがあれば答える形で対応してき

た。ただ、市の取組やその意図を伝えても、記

者によっては誤解に基づいた報道をされること

もあった。一部の避難所では、地元住民から記

者が閉め出しを喰らうようなこともあった。

大学関係者との間でも、大変助かる場合もあれ

ば、疑問に思うところもあった。

眇 国との協議

2011年４月１日に、被災した岩手県沿岸部13

市町村で復興期成同盟会を設立した。釜石市に

事務局を置き、野田市長が会長を務めて、連携

して国への要望・要請を行った。様々な要望・

要請を行ってきたが、後手後手にまわっている

印象はあっても、一つ一つ実現してきていると
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理解している。

ただ、町として機能している自治体とそうで

ない自治体を一律に対応するところに問題があ

るのではないかとも感じる。機能している自治

体には、権限を一元的に委ねることがあっても

よいのではないかと思う。（そうでないため）

被災者に対する対応よりも、復興庁との認可の

やりとりで職員が時間と労力をとられることに

もなった。

盧 策定のプロセス

被災者が避難所にいる間は、まちづくりより

も仮設住宅にいつ入れるのかというような話が

先に立ち、復興計画の議論にならない面もあっ

た。仮設住宅に入って、ある程度安定した生活

ができるようになって初めて、将来のまちづく

りの話ができるようになった。

計画策定に当たっては、前述の通り、地区ご

とに復興まちづくり協議会と地権者連絡会を設

置し、住民と地権者の双方に目配りをした。

鵜住居と両石など被災の激しかったところは

住民の意識が高く、計画策定に当たっても自主

性が高かった。そうした特別な地域を除けば、

他は町内会役員が計画の検討の中心となり、結

果としては市役所中心に検討した計画案の説明

会のような形になった面もある。

市全体としては、復興まちづくり委員会を組

織した。たとえば、新日鐵住金にも委員会のメ

ンバーに入ってもらったが、イオン招致に際し

ては土地の提供を受けるなど、貢献してもらっ

た。また、復興まちづくり委員会にはNPOも

入っている。釜石市ではもともとNPOを含め

た市民活動は低調だったが、震災後はNPOの

数も倍増し、活発に活動を展開するようになっ

た。この震災は行政から見ても市民活動の大切

さに気付くきっかけともなっている。

盪 計画の方向性と内容

平成23年12月22日に、「釜石市復興まちづく

り基本計画 スクラムかまいし復興プラン」が

策定された。平成23年度を初年度とし、計画期

間は10年間である。

目指すべき将来像として「三陸の大地に光り

輝き希望と笑顔があふれるまち釜石」、基本姿

勢として「撓まず屈せず」を掲げた。また、４

つの基本方針として、①「災害に強い都市構造

への抜本的転換」、②「この地で生き続けるた

めの生活基盤の再建」、③「逆境をバネにした

地域経済の再建」、④「子どもたちの未来や希

望の創造」を定め、「絆と支えあいを大切にす

るまちづくり」など復興まちづくりの７つの基

本目標と、「三陸交通ネットワークの形成」な

ど、復興を具体化する12のスクラムプランを示

した。また、釜石市を大きく「被災地域」と

「復興支援地域」に区分し、被災地域の再建と

復興支援地域の活性化に努めることを謳った。

蘯 復興計画の進捗状況

５年間の進捗という点では、前述のように、

中心市街地の早期復興のための「フロントプロ

ジェクト」をいち早く実施したことが成果であ

る。市民の中には、被災者の家よりもイオンが

先なのかといった批判もあった。また、エネル

ギーと地域包括ケアに重点的に取り組んできた

結果、地域包括ケアでは、地域が自ら地域のこ

とをやるという動きが出てきている。

盻 復興計画の改定・見直しの状況

復興計画は前期３年、中期３年、後期４年の

10年計画である。前期３年が終了したところ

で市の総合振興審議会に諮り、評価を受けてい

３．復興計画の策定
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る。復興計画は必要があれば見直しを行うとい

う方針で臨んできている。ただし、復興計画自

体の改定は考えておらず、次期総合計画の策定

をいつするかが課題となっている。

ちなみに、発災時にまさに議会の承認を得よ

うとしていた総合計画案からも、待機児童解消

策など４割程度の施策は復興計画に入ったとい

う印象である。棚上げされた総合計画案は、こ

れから幹部職員になろうという主査級の職員で

プロジェクトチームをつくって原案を考え、次

代の職員教育の場となったと思われる。

眈 復興庁との関係

市町村の能力に不安があるという国の姿勢も

分かるが、責任を持たせ、権限を与えることで

成長を促す姿勢もあってもよかったのではな

いか。

第１に、やることが後手にまわっていて、こ

ちらから要望しないとなかなか動いてくれな

い。先回りして手をさしのべるようであってほ

しかった。第２に、事業の査定に余計な手間と

時間をとられた。結果として、地元と協議する

より復興庁と協議する時間が長くなってしまっ

た。第３に、最終的にはこちらの要望を認めて

もらえることも多かったが、そうであるなら、

なおさら最初から任せてもらいたかった。

前述の市長の発言にもあるように、行政機能

が維持されている自治体には、ある程度の権限

と責任を持たせて、復興の推進に当たってもら

うという姿勢がほしかったということであろう。

盧 復興推進体制の変遷

庁内の復興推進体制の変遷は、以下のように、

大きく６つの時期に分けることができる。

１）平成23年10月：復興推進関連組織（復

興推進本部事務局、都市整備推進室、リー

ディング事業推進室、廃棄物対策室、生活

支援室、仮設住宅運営センター）に23名が

配置

２）平成24年４月：都市整備推進室を10名か

ら18名に増強（総員30名）、

３）平成24年10月：「復興加速年」と位置

づけ、用地調整室、復興住宅整備室を新設

し、総員68名に倍増。

４）平成26年４月：復興関連事業の進捗状況

など情勢を見極め、機能的に運営できるよ

うさらなる体制強化を図り、廃棄物対策室

を廃止し、仮設住宅運営センターは生活支

援室に統合。総員は５年間で最大の69名で

あり、用地調整室が24名から17名に減員す

る一方、都市整備推進室が21名から30名に

増員。

５）平成27年４月：人口減少対策や被災者の

生活支援などハード・ソフト両面の施策推

進を図ることを念頭に、用地調整室を都市

整備推進室に統合し、住宅再建補助業務

を生活支援室に移管。総員は59名と10名減

員。生活支援室は３名から６名に増員。

６）平成28年４月：復興関連業務の推進を

第一としながら、国体やラグビーワールド

カップへの対応など全庁的に取り組むべき

施策への対応を円滑に進める体制として、

リーディング事業推進室を廃止、総員も49

名にさらに10名減員。生活支援室を１名増

の７名体制とする。これがヒアリング時の

体制であった。

この間、復興局推進本部事務局は、１）３名

→２）３名→３）４名→４）４名→５）３名→

６）２名と推移している。

４．５年間の復興の取組
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盪 応援職員の果たした役割

応援職員は非常に力になっている。土木職や

建築職の技術系職員が元々不足しており、発災

当初はそこを中心に全国に応援を求めた。その

後、復興が進む中で、通常業務をする職員も足

りなくなり、通常業務を行う事務職員について

も応援を求めるように変化していった。ただ、

技術系職員は職員本人のスキルとこちらが求め

るものとのマッチングがしやすいが、事務系職

員にはいろいろな業務があり、市側のニーズと

のマッチングの難しさがあった。また、復興の

進展の中で、派遣要請時の業務に加えて、他の

業務を求めざるを得ない事態にもなって、応援

職員が戸惑うこともあった。他方、仮設住宅が

集約されていくにしたがって、応援職員に提供

する住まいの確保も難しくなってくると感じて

いる。

応援職員の確保は、総務省スキームと県を通

じての要請が主だが、他に多いのは釜石市独自

の任期付職員の採用である。また、鉄のつなが

りで、姉妹都市の東海市、北九州市からも手厚

い支援を受けている。他に防災無線で流す歌の

縁で荒川区とのつながりがあり、秋田県の横手

市や、岩手県の北上市、花巻市、奥州市とも震

災前から職員交流があった。

なお、市外とのつなぎ役として、後に副市長

を務めた財務省出身の嶋田賢和氏が果たした役

割が大きかった。釜援隊の発足にもつながって

いった。

盧 義捐金の配分

義捐金の配分では、当初、県の交付要綱通り

に処理できないケースも多く、支給決定のため

の要件確認に時間を要した。「生活の本拠地」

の解釈が曖昧で、住民登録がない場合の対応や

支給対象に関する不満への対応に苦慮した。マ

ンパワーも不足していた。

盪 被災者の健康支援

避難所対応が中心となる時期は、避難生活の

長期化に伴う慢性的な心身の疲労や集団生活不

適応者の顕在化などの課題があり、こころのケ

アチームの避難所巡回のほかに、保健師による

健康相談や運動教室等の実施、そして、避難所

で過ごすことが難しい障がい児や高齢者に対し

ては、受け入れ可能な施設へ移動するなどの対

応を行なった。

仮設住宅の入居時は、健康状態や生活状況を

把握することを目的とした世帯調査を実施した

が、この時期の課題は、運動不足や高齢者の役

割喪失、プライバシーによるトラブルなどが挙

げられ、保健師や支援団体などによる傾聴を中

心とした個別訪問やサロンなどの活動を実施

した。

さらに、復興住宅の入居時については、孤立

感が強くなっていることやコミュニティの再構

築が課題であり、再度、世帯調査を実施し、社

会福祉協議会と保健師が連絡を図りながら見守

り活動に重点を置いた。

こころのケアの取組みは、震災直後から、臨

床心理士会や大学関係者などの支援団体の協

力を得て、こころ関係を中心とした健康調査や

ゲートキーパー養成講座開催、個別相談、ここ

ろのセミナーなどを実施しており現在も継続し

ているところである。

蘯 社会福祉協議会との連携

発災当初は、社会福祉協議会を窓口に釜石市

災害ボランティアセンターを開設した。

平成24年11月から平成28年３月までは、「地

域コミュニティ復興支援機関・団体等連絡会

５．被災者支援
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議」を月に１回開催し、県（振興局）、市、消

防、警察、社協、NPOなど関連団体が、地域

コミュニティの創設及び維持、防災・防犯、見

守りなど被災者支援に関して協議する場を設け

ている。

盻 仮設住宅入居者への支援施策

見回り活動に関わる事業を、生活再建移行

期被災者支援連絡員事業の業務委託で行い、お

茶っこサロン連絡会やエリアミーティングで連

携に努めている。エリアミーティングは、市の

出先機関である生活応援センター（８地区）単

位で、支援連絡員・支援相談員（社協）・保健

師（行政）間で月１回、具体的なケース案件に

ついて協議を行っている。

眈 福祉施設、医療施設等の被災や復旧の遅れ

による影響

医療施設について、病院では、岩手県立釜石

病院が入院棟の壁の崩落での入院病棟の大幅な

制限、さらに、釜石のぞみ病院では入居してい

る市保健福祉センターの機能が被災し、ライフ

ラインの停止や病院の厨房設備の影響などによ

り入院患者に対して大幅な制限を行なった。各

病院の耐震工事や診療機能回復などの復旧に時

間を要したため、その間、内陸部の病院への患

者搬送や市内の国立病院機構釜石病院、せいて

つ記念病院での協力体制によって診療を継続

した。

また、診療所では、市街地にある４診療所が

被災し、鵜住居地域では２診療所が流失した。

各地域に避難所を開設したことによって、日本

赤十字、DMAT、JMAT、大学病院、自衛隊

などの医療チームと釜石医師会災害対策本部、

釜石保健所と本市との連携によって、拠点診療

や巡回診療を行なった。その後、被災しなかっ

た診療所は診療を再開するとともに、市街地で

の被災診療所も仮設診療所において、市内の医

療機能の回復に努め、また、鵜住居地域での被

災診療所については、医療機能整備に時間を要

したが、釜石医師会や関係団体などの協力のも

と、鵜住居地区医療センターを整備し診療を再

開した。福祉施設についてはハード面では特に

遅れはない。ただ、慢性的な人材不足が続いて

おり、サービス低下が懸念される。

盧 防潮堤

平成23年に県から湾ごとの防潮堤の高さが示

されたので、それをもとに平成24年から各地区

で懇談会、協議会等を開催した。とくに反対意

見はなく、むしろ「早く整備してほしい」とい

う声が多かった。

ただし、例外もある。たとえば花露辺地区で

は、震災前から防潮堤がなく、復興まちづくり

協議会・地権者連絡会でも防潮堤は不要という

意見であったので、防潮堤を作らなかった。

また、根浜地区は観光地のため、高い防潮堤は

いらないという考えがあり、やはり復興まち

づくり協議会・地権者連絡会での協議結果によ

り、震災前と同じ高さ（標高5.6ｍ）での復旧

となった。

盪 道路・交通

特筆すべきは、JR山田線の復旧である。平

成27年７月に、関係者間で「JR山田線（宮

古・釜石間）の鉄道復旧及び移管に関する協定

書」を締結し、10月から本格復旧工事を開始し

た。現在、平成30年度末までの全線一括開通に

向けて工事が順調に進んでいる。復旧後の利用

促進策や地域振興策については、沿線市町村全

体での取り組みが必要であると考えている。

６．公共インフラ復旧と住宅再建
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蘯 災害廃棄物の処理

当市では、通常ごみの年間発生量の約60年分

に相当する約94.5万トンの災害廃棄物（津波堆

積物を含む。）が発生し、約２年間で処理を完

了した。

処理に当たっては迅速な災害廃棄物処理、地

元資源の活用を基本方針とし、リサイクルを徹

底し、災害廃棄物の処理・処分量の削減に努

めた。

結果的には約8.6万トンの可燃物のうち、処理

能力不足分の約3.2万トンについて、東京都へ

の広域処理を岩手県に委託したが、基本的には

市独自での処理（広域への処理・処分の依頼を

含む）を行ってきた。これは、再稼働の可能性

を秘めた市内の旧清掃工場の存在と被災した地

元建設業の復旧・復興に対する熱意があったた

めである。

広域処理では、原発事故による放射能汚染問

題で受入協力を断念する自治体も多い中で、自

治体相互での受入調整には限界があり、県の関

与が必要と痛感した。ただ、県による代行は被

災地域の限られた職員人数やノウハウを補うこ

とができるが、被災市町村がさらに多くなると

県の対応も困難となることが予想される。した

がって、今後の大規模災害を想定すると、市町

村自身が災害廃棄物処理に関する事務的、技術

的ノウハウを備えることが不可欠であると考

える。

なお、災害廃棄物の処理費用は、単なる廃棄

物の処理費に止まらず、多くの離職者が発生し

た中で、一時的ではあるが、雇用の場の創出に

繋がり、地域経済にとっても効果的であった。

盻 高台移転・面的整備

漁村部は防災集団移転促進事業等による高台

移転を採用し、市街地部は高台移転ができない

ので、現地での再建を前提に土地区画整理事業

を採用した。

住民の意向把握は、被災者全員へのアンケー

ト調査を実施し、高台移転する地区については、

さらに電話での聞き取りも行った。また、そ

の後も必要に応じて再度アンケート調査を行っ

て、必要戸数の把握に努めた。このこともあっ

て、造成後の空き戸数は最小限となっている。

これに対して中心市街地の再建については、

すべてゼロから作り直す陸前高田市とは違っ

て、既存の建物等が残っている中での工事や権

利調整であるため、かえって難しい面があり、

実際に苦労もしている。

眈 住宅・コミュニティの再建

資材や人件費の高騰により建築費が高騰し、

当初想定した予算では住宅再建が困難となる事

態が発生した。こうした事態を想定していない

現在の住宅再建の補助制度には課題があると考

えている。国や県にその点を要望してきたが、

速やかな対応は難しいようだ。

復興公営住宅の用地選定は市（公）有地を中

心に行った。防災集団移転事業（防集）と漁業

集落防災強化機能事業（漁集）では、移転先の

高台全体の土地利用計画の中で、公営住宅の区

画の割当を行い、土地区画整理事業地区では、

換地計画の中で用地を確保した。

東部地区の不足分については、敷地提案型買

取方式の採用や、候補地選定後に地権者との交

渉で用地を確保した。また、従来の発注方式で

ある設計・施工分離で工事発注したところ入札

不調が続いたことから、発注方式を設計・施工

一括となる買取方式に見直したところ、その後

順調に発注できている。

コミュニティについては、被災した地域で町

内会や消防団が再結成できない状況もあり、今
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後の住民の戻り具合も含めて不安視する声が市

民の中にある。

盧 産業の復興状況

① 製造業

新日鐵釜石の存在感が大きい。震災後いち

早く釜石に残ることを表明してくれたことが

ありがたかった。雇用面では、SMC株式会

社（自動制御機器製品の製造加工・販売）の

存在が大きい。

② 商業

浸水区域の事業所数は1,382（全体の57.7

％）であり、うち半壊以上の事業所が1,035

を占める。そのうち、再建済みが524、廃業

が306、仮設事業所が171である。

現在の課題は、事業者の高齢化と事業承継

者の不足にあり、テナント被災者においては

入居先の不足が挙げられる。

③ 観光

観光業は砂浜再生に関わる予算が認められ

ず、まったく目処が立っていない。また、観

光船発着用の岸壁整備が遅れているため、

「海」の観光の復活も遅れている。

④ 漁業

水産加工業では、各種支援でハード面が進

捗している一方で、労働力の確保が喫緊の課

題となっている。

盪 産業復興支援制度への意見

中小機構による仮設店舗・仮設工場整備は、

早期の事業再開と本格再建に向けた事業者の資

金計画に大きな効果を上げた。金融支援の課題

をあげるとすれば、返済能力の面で高齢者が利

用しにくいことである。これに対して、グルー

プ補助金は、私有財産の復旧支援に踏み込んだ

画期的な制度であると評価できる。ただ、画期

的制度であるだけに制約は多く、手続きがやや

煩雑で、条件も多い。

二重債務対策では、個人事業主の場合、事業

債務と私債務の線引きがなく、実質的な効果に

限定的な面がある。

蘯 今後の産業復興の見通し

水産業については、復興交付金を活用して、

生産、加工、物流各分野の拠点整備を実施して

いる。震災後の課題として、「販路拡大」、「風

評被害対策」、「労働力の確保」が課題であり、

これらの課題に積極的に対応するための設備

導入に対する支援を平成25年度より実施して

いる。

６次産業化に向けては、人材、設備、資金、

情報といった経営資源を地域内でどれだけ共同

化できるか、他業界と連携していけるかがポイ

ントで課題は多い。「鉄と魚のまち」として栄

えてきた歴史も踏まえ、地域としての魅力や個

性を地域外に発信し、「魚のまち」としての再

生を目指している。

新産業創出に向けた取り組みは震災前から継

続的に取り組んできた。その中で注目すべき最

近の動きは、道路整備（三陸復興縦貫道路と横

断道路）に伴う物流面での変化である。港湾の

荷役で貨物取扱量が増え、また、日通や福山通

運など物流企業が新たに釜石に拠点を置いた。

この流れを受けて物流拠点を目指したい。

また、釜石の歴史である製造業、ものづくり

という面で、SMCという空気圧縮機械の

メーカーに期待を寄せている。

釜石の発展には三陸全体の底上げが必要であ

り、道路網の整備による仙台や岩手内陸部への

アクセスの飛躍的改善やラグビーワールドカッ

プ2019による大勢の来訪者の訪問がその契機に

７．産業・なりわいの再生
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なると考えている。

盧 市長のリーダーシップと復興計画の策定

甚大な人的・物的被害に対して、市長として

の責任の重さを痛感されており、震災前の（市

長を含めた）市民全体の防災意識の甘さ、防災

対策の不備を繰り返し語っておられたのが印象

的だった。リーダーとしての責任感の強さを感

じるヒアリングであった。

徹底した住民参加を掲げて当選した市長らし

く、復興計画や復興事業計画の策定に当たって

も、住民参加の推進に工夫が見られる。

震災初年度の市の復興計画の策定に当たって

は、総合計画の策定審議会（総合振興審議会）

を拡充して、市民各層の代表者から成る復興ま

ちづくり委員会を設置し、また地区ごとには復

興まちづくり懇談会を置いて、計画の説明やそ

れに対する市民・住民の意見聴取を図った。こ

れらの懇談会（や説明会）には必ず市長も同席

し、その回数は200回に上るという。ただし、

震災初年度の復興計画の策定では、地域の側か

ら見れば、行政が作成した原案を押しつけられ

たという不満がなかったわけではなく、計画策

定の手順や方法になお課題はあったと思われる。

もっとも、被害の大きさに比べて、限られた時

間と人員、そして経験不足を考えれば、やむを

得なかった面はあるだろう。

復興計画策定後は、地区ごとに復興まちづく

り協議会と地権者連絡会を立ち上げ、復興事

業に関する住民の意向集約や合意形成が図られ

た。また、地区によって異なるが、２年目以降

の事業計画の策定に当たっては、コンサルタン

トや外部専門家が入ったり、ワークショップを

行ったりして、計画協議も充実してきた感があ

る。とくに、鵜住居地区や根浜地区、花露辺地

区のように、住民側が主体的に復興に取り組ん

だ地区では、地域や住民の意見をうまく取り入

れながら事業計画の策定が進んだ。

もっとも、ヒアリングの中でも度々言及が

あったように、市としては復興庁との協議に時

間を取られ、住民との協議に十分な時間を取れ

ないというジレンマがあったことは指摘してお

きたい。

盪 市街地・集落の再建

被災した市街地や集落の態様に合わせた手法

が用いられている。

中心市街地（釜石東部地区）については、全

壊を免れたこと、そして一刻も早い市街地再建

を復興の基本方針としたこともあって、嵩上げ

・区画整理なしの現地再建という方法が採られ

ている。釜石市では被災した市街地に３つの復

興拠点（商業と賑わいの拠点、新市庁舎、新魚

市場）を設けて、それぞれ「フロントプロジェ

クト１、２、３」と名付けて整備を進めてい

る。商業と賑わいの拠点（フロントプロジェク

ト１）では、いち早く大型商業施設（イオン）

を誘致し、その周辺に市民広場（完成）、情報

交流センター（完成）、市民ホール（2017年11

月オープン予定）、共同店舗「タウンポート」

（完成）、民活導入ゾーン「釜石漁火酒場かま

りば」（完成）、復興公営住宅（一部完成）、公

共駐車場（完成）等を配置している。2017年３

月現在、情報交流センターを中心に、共同店舗

や酒場等が開業し、またその周辺にはホテルや

金融機関、飲食店をはじめとして様々な業種の

店舗が立地し始めており、早期の賑わいの再生

という点では一定の成果が出始めている。

ただし、区画整理なしの現地再建は地権者や

借家人との調整が難しい面があり、フロントプ

ロジェクトの拠点以外のエリアでの商業集積が

８．まとめ
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どれだけ進むかは、まだ見守る必要があるだ

ろう。

次に、今回の震災で壊滅的な被害を受け、市

内で最大の犠牲者を出した鵜住居地区では、地

元の復興まちづくり協議会が主体性を発揮し、

行政とうまく連携をとりながら、外部専門家の

支援も受けて、計画的な復興まちづくりを展開

してきた。防潮堤を14.5ｍに嵩上げし（明治三

陸津波対応）、海沿いにあった小中学校を高台

に移転、旧JR山田線（三陸鉄道に移管）鵜住

居駅を中心にコンパクトな拠点形成を図り（災

害公営住宅・伝承施設・メモリアルパーク・物

販施設・体育館等）、小中学校跡地にラグビー

ワールドカップに向けた大規模競技施設を新設

するというもので、これらが完成すれば、従前

より安全性の高い、コンパクトで便利な町に生

まれ変わる可能性が高い。2017年４月に新しい

小中学校が開校し、災害公営住宅の一部も入居

が始まっている。現在は2019年のラグビーワー

ルドカップ開催に向けて、急ピッチで諸工事が

進められている最中である。

最後に、漁村部の復興であるが、各地区の地

域コミュニティの維持を基本とし、防集事業等

による同じ地区内での高台移転と災害公営住宅

（集合住宅と戸建て・長屋）の建設という方法

が採られている。従来の地域コミュニティの存

続を可能とする望ましい方法ではあったが、防

集・災害公営住宅ともに時間の経過とともに希

望者（とくに若い世代）が減り、人口減少と高

齢化という問題に直面している。事業完了まで

に時間がかかったこと、若い世代を中心により

便利な場所での生活を選択したこと、建築費高

騰により自宅再建を断念した世帯が増えたこと

（災害公営住宅に入るなら便利なところへ）な

ど、様々な背景・要因が考えられるが、いずれ

にしても今後、地域コミュニティの維持・活性

化のための対策が必要とされることは間違い

ない。

蘯 被災者支援とコミュニティ支援

被災者・コミュニティ支援については、社協

やNPOとの連携も比較的良好で、釜援隊とい

う独自の地域支援員制度を導入しており、他市

町村に比べれば全般的に手厚い印象がある。被

災者の個別支援に加えて、コミュニティ支援の

必要性もよく理解されている。

震災直後は、行政の方に余裕がなかったこと

もあり、地域コミュニティへの対応・支援は必

ずしも十分であったわけではないが、そうした

反省も踏まえながら、丁寧な住民対応を積み重

ねてきた結果であろう。

盻 今後への期待

釜石市の復興について特筆すべきは、三陸縦

貫道と横断道の結節点となる立地条件の良さで

あり、また2019年のラグビーワールドカップに

向けて、スタジアムや鉄路をはじめとするすべ

てのインフラ整備が集中的に実施されているこ

とである。これらが完成した暁には、仙台、東

京からの時間距離が一気に縮まり、産業立地や

観光振興の面で大きな可能性が開けてくる。

ただし、高速道路体系の充実をどれだけ生か

せるかは、釜石市の今後の官民を挙げた取組に

かかっている。ラグビーワールドカップ以後の

スタジアムの広域的な活用、世界遺産の知名

度の他地域への波及など、釜石市は三陸地域全

体の復興にも大きな役割を果たしうるし、それ

だけの責任を有していることも付言しておき

たい。
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図－１ 東松島市の地形・区域と浸水被害状況

盧 被害概況

東松島市は宮城県東部に位置し、仙台市中心

部からは北東に約40㎞にあり、東は石巻市、西

は松島町が隣接、南側の沿岸部は太平洋に面し

ている。沿岸の平野部や半島において、東日

本大震災の被害は甚大であった。2016年（平成

28）年２月末時点で、震災により、1,110名が

亡くなられ、いまだに24名が行方不明となって

いる。津波による浸水は、市全体の約36％にあ

たる37裄で、そのうち住宅用地は８裄、全体市

街地の約65％。海岸低地が広がる地域の特性か

ら、市街地の浸水割合は３県での津波被害自

治体のなかで最も高い。家屋被害は、市内約

15,000世帯のうち、全壊の棟数が5,513棟と市

内世帯の30％以上に及び、大規模半壊、半壊を

合わせると全世帯の約73％という、広域で甚大

な被害を受けた。

盪 復興の概要

東日本大震災で浸水地域が市街地の65％とい

う壊滅的な被害を受けながらも、緊急対応や復

旧・復興の取り組みは全国から注目を浴びてい

る。特に、「東松島方式」と言われる震災がれ

１．総論
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きの徹底した分別処理で99％を超える驚異のリ

サイクル率を実践し、さらに、津波浸水エリア

に初めて設置したメガソーラーなど各地に導入

している太陽光発電事業についても精力的な取

り組みとして紹介されている。エコで災害に強

いエネルギーサービスを提供する一方、平常時

は経済的で低炭素（CO ）の効率的な電力を２

供給するスマート防災エコタウンなど環境未来

都市構想の先導事業も着手されている。産官学

民が一体となった地域の課題に取り組む復興の

中間支援組織として、一般社団法人東松島みら

いとし機構（HOPE）を設立している。

現時点における市の復興状況については、防

災集団移転７団地中６団地の造成が完了し、野

蒜北部丘陵（野蒜ケ丘）団地が、平成28年度内

の宅地引き渡しを完了している。災害公営住宅

については、1,122戸の整備計画のうち、既に

831戸が完成し入居が開始されている。入居率

も極めて高い。なお、のちの払い下げを考慮し、

戸建型の災害公営住宅を多く建設していること

に特徴がある。

このような精力的な取り組みがなされてお

り、その背景や組織、そして支援体制を明らか

にし、迅速で有効な災害対応を実施できた要点

をまとめたい。また、復興に向けての工夫や努

力、さらには課題も取り上げ、今後の参考にな

る事例を整理したい。

盧 プロフィール

現市長の阿部秀保氏は震災発生前から「市民

協働」を掲げ、住民主体のまちづくりを推進し

ており、2003（平成15）年に発生した県北部連

続地震の教訓を踏まえ、震災では早期のがれき

処理や生活再建などに尽力している。防災集団

移転事業の宅地と災害公営住宅の引き渡しは約

７割に達し、応急対応や復旧・復興の過程は全

国的に注目されている。阿部秀保氏は東松島市

出身、中央大卒。1987年から矢本町議を５期務

め、1999（平成11）年に議長就任し、2005（平

成17）年４月の矢本、鳴瀬両町の合併に伴う市

長選で初当選している。

盪 リーダーとしての思い

復興庁の委託事業による東日本大震災の復興

状況・検証に関する調査の中でヒアリングにつ

いて好意的であり、約10年間で国民の税金32兆

円という予算で復旧・復興することについて検

証することの重要性を十分に認識されている。

今回の震災対応においては、2003（平成15）

年７月26日の宮城県北部連続地震での経験と教

訓が極めて有効に残されており、当時の課題へ

の対応経験が活かされている。「不幸にして２

回目ですので、知らない人からすれば、東松島

市がスムーズに対応しているということからす

ればよくはないけど、経験にまさるものはない

なと今だから言えるのもあります」と述べてい

る。当時は、矢本町議会の議長であり、行政の

対応を中と外から見る立場にあった。

蘯 復興方針、復興計画の策定プロセスにおい

て首長として留意した事項

応急対応がしっかりできるかどうか極めて重

要であり、その土台の上に、復旧・復興がある

と強く認識されている。この背景として、災害

直後での応急対応がしっかりできるかどうかで

住民の皆さん（特に被災者の皆さん）から信頼

を得るか否かを左右すると考えられ、そのため

には、私自身が被害状況を把握することが大切

であるとしている。

復旧・復興においては、「節目」を大切にし

ていた。最初の１カ月が過ぎたら復旧・復興の

２．市長のリーダーシップ
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指針をつくり、百か日（合同慰霊祭）終了後に

災害対策本部から災害復興本部に名前を変え、

復旧・復興の基本方針も策定している。これ

は、行方不明者の捜索活動が続くなか、人の命

よりも行政の使命の方が大切というような誤解

を受けたくなかったために、とったアプローチ

である。また、宮城県北部連続地震の教訓で、

平時の訓練からオブザーバーとして議会の議長

に参加いただいていた。震災後にも、本部には

オブザーバーとして議会議長や地元の県会議員

２人に参加いただき、行政と議会との情報の共

有を重視していた。その結果、議会での議論だ

けでなく、住民との会合においても、状況や課

題の共通認識がされており、迅速に議論が進ん

でいった。

盻 復興計画について

計画策定にあたっては、各分野の学識経験者

による「有識者委員会」を組織し、専門的な見

地からまちづくりの方向、手法についての意

見・助言を受けた。また、この計画策定プロセ

スでは、市民参加の場や機会を設け、市民の意

向・意見をていねいに伺い、その内容をできる

だけ計画に反映するよう努めている。具体的に

は、８地区の住民自治協議会を単位として「地

区懇談会」を開催し、グループ討議等を行いな

がら、より多くの方の生の声を受けるよう工夫

している。被害が甚大であった沿岸部の地区で

は、複数回の地区懇談会を開催している。

さらに特筆すべきは、総合計画策定委員、住

民自治協議会、NPO、漁協、農協、商工会、

社会福祉協議会、被災地区等の代表者を中心に

構成した「まちづくり懇談会」を開催している

ことである。様々な立場の方が一堂に会して復

興まちづくりへの思い、意見、アイディアにつ

いて話し合う場をつくることにより、有効な地

域ぐるみのまちづくりの議論に繋げている。こ

のような市民参加型の懇談会が成功した背景に

は、2011（平成23）年に「環境未来都市」に選

定され、まちづくりの協議が始まっており、そ

の議論を地域でしっかり実施していた経験が活

かされたと考える。

その結果、東松島市が目指すまちの姿を表す

「まちの将来像」に基づき、その実現に向けた

４つの「基本方針」を掲げている。この基本方

針に沿った「分野別取組み」として具体的な

「取組項目」と「主な実施事業」を整理してい

る。また、被害状況に応じた「地区別土地利用

計画」を示し、復興まちづくりの整備方向を示

していった。

眈 復興財源（復興交付金、復興基金）につい

ての意見

まず、復興財源（復興交付金、復興基金）に

ついては大変に感謝していると述べている。例

えば、「2003（平成15）年にがれきを処理した

際は、予算として４億3,000万円オーバーした

が最終的には補助をいただいた。また、もし地

元負担として例えば５％とか１割とかあれば実

現できなかった」と述べている。なお、このよ

うな財源について決定が遅いという意見がある

が、税金であり、国の役所も慎重にならざるを

得ないことは理解している。ただし、首長の裁

量でという予算はいまだに１件もなく、国等の

担当と協議をすることになるが非常に難しい場

面があり、首長の裁量があってもよいというの

は市長の持論である。

盧 復興推進体制の変遷

主な実施事業について、市民の暮らしを支え

守るために緊急的、優先的に実施する事業

３．５年間の復興の取り組み
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図－２ 東松島市での復興まちづくり構想案

を「緊急的事業」（所要期間はおおむね１年以

内）、短期的に実施する事業を「短期的事業」

（期間は３年以内）に分けた。さらに、将来的

な東松島市のまちづくりに向けて時間をかけて

推進する事業を、「中期的事業」（期間は５年以

内）、「長期的事業」（期間は10年以内）として

おり、宮城県の復興計画に沿ったスケジュール

である。

加えて、復興計画を総合計画の後期計画とし

て位置付け、東松島市の復興まちづくりを先導

する事業として「リーディングプロジェクト」

を挙げており、東松島市の将来の礎（いしずえ）

をつくるために、市民、企業、行政等が共に力

を合わせて復興を牽引するプロジェクトとして

位置付けていることが評価できる。

復興まちづくり計画は、復興の実現を目指す

施策や事業を迅速かつ効率的に実施するための

総合的な計画として捉え、国や県、関係機関と

の連携・協力のもと、市民、地域自治組織（み

なし法人：地域住民が地域住民を雇用し、法人

税を払う）、市民活動団体、企業など東松島市

に関わる全ての人々が一丸となって復興に取り

組むための指針を示した。

盪 復興まちづくり計画の内容

復興に向けた基本的な考え方を示しながら、

実現すべき市民生活や市街地の形成等のあるべ

き姿（目標）を掲げ、その達成のための各施策

の方向を示した。その実現手段を体系化すると

定義している。なお、復興まちづくり計画の重

点目標は、①「市民生活の再建」②「安全・安

心して暮らせる地域づくり」、③「持続可能な
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地域経済・地域産業の創出」を想定し、市民や

検討組織等の意見を踏まえながら計画づくりを

進めた。

通常時から総合計画作成においては、まず住

民の意見をしっかり聞くことから始めること、

その意見を形にしていくことを柱にしている

が、時間制限等のある中で実施することは困難

であった。ここでは、大きく２つの工夫が紹介

された。１つは大学教員や学生、さらにはJICA

などの参画・協力であり、議論の場でのファシ

リテーターを依頼して、延べ2,000人規模のワー

クショップを産業別、住民組織別、女性向け、

子ども向けに効率的に実施している。ここで協

力できた学識の多くは、市の通常時の総合計画

作成に携わっていたものである。さらに、拡大

役員会的議論の場（役員会であり、300人程度

の地域だったら15人ぐらい）で、最初から全員

の場で議論せずに、市で事前会合を図り、議題

整理や内容の確認を行った。ここで住民合意に

十分時間をかけたことで、その後に大幅な変更

がないと市長は考察している。

蘯 復興計画の推進状況・評価

震災から百か日目に開催される慰霊祭を一つ

の区切りとし、翌日の2011（平成23）年６月19

日に市長を本部長とする「東松島市震災復興本

部」を設置し、全庁一丸となった復旧・復興体

制を整備した。多数の行方不明者の方々の捜

索活動を継続する必要があることから「災害対

策、復旧活動」を継続させる中で、復興開始準

備も整える必要があったため「震災復興推進」

を図る本部体制とした。また、「被災者支援を

行う専門組織」に加え、同年７月を目途に庁内

に「復興の政策・調整を担う専門組織」を設置

し、復旧に向けた取り組みを一層加速させると

ともに、震災からの早期の復興を目指した取り

組みを推進していった。

復興にあたって配慮すべき事項として以下に

まとめており、計画的で効率的な事業推進を挙

げている点が、東松島市での復旧・復興事業の

評価が高い理由になっていると思われる。

○市民主導及び市民協働

復興計画の策定にあたっては、市民主導及び

市民協働を基本とし、市民に適切な情報提供や

意見聴取を行いながら、市民と行政とのパート

ナーシップのもとで進める。

○計画的で効率的な事業推進

今回の復興にあたっては、膨大な財源と労力

が必要とされることから、実施効果や重要性に

配慮し、計画的かつ効率的に事業を進める。

○市民への配慮と公平性の確保

施策や事業の企画、立案、実施にあたって

は、被災した市民に対する配慮や公平性が保た

れるよう、情報や各種サービスの提供、相談機

会の確保等について、市民の状況や状態に応じ

た周知方法、手段を講じる。

○状況変化に応じた柔軟な対応

これまでに経験したことのない被災からの復

興であり、想定できない様々な事態や状況も考

慮しなければならない。そこで、被災者そして

市民の視点に立つという姿勢を持ちながら、常

に柔軟かつ臨機応変な対応に努める。

復興交付金の制度については、当初規制が多

かったが徐々に改善されてきたと感じられてい

るが、希望としては、制限があってもよいので

基礎自治体にある程度任せていただけるような

予算（制度）があれば、さらに加速できたとい

う思いを示されていた。

行政改革基本方針の中で、自治体での技術系

職員が削減になっており、そのことが、今回

の大震災での復旧・復興事業を実施して行く上

で、特に最初の３年間の業務に大きな支障に
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なった。技術職がいないことは、まさに自治体

復活の死活問題と捉えている。実際、震災後に

復興部門を最優先に人事しても現職員では対応

出来なかった。そのために、東松島単独で採用

している任期付採用職員（50人）により対応し

た。また、震災を経験した職員の３分の１がこ

の６年間で退職されたが、再任用制度を活用し

て補充しており、各部署でこれまでの経験、マ

ネジメント能力とかコーディネート能力が非常

に役立っている。マンパワー不足を補う人材と

して他自治体からの応援職員の派遣や任期付

き職員には大変感謝している。応援職員の中に

は、４年連続で派遣されている方もおり、プロ

パー職員となんら変わりない方もいる。任期付

き職員には、基本的にはライン業務を担当して

もらっている。スタッフ業務は、自治体職員

（市職員、応援職員）でなければ決して務まら

ない。

盧 被災者への給付金等の支援施策

給付金配分委員会は宮城県北部地震の経験を

活かして設置した。また、配分委員会の内部

的な委員として副市長を中心に委員会を立ち上

げ、社会福祉協議会、学識経験、住民の代表な

どに参加頂いている。罹災証明の関係で、被災

者生活再建支援金は大規模半壊以上で住居被害

として受付を行い、支援を実施した。

盪 被災者の健康支援施策

震災後、仮設住宅ができた段階で、各地域に

被災者サポートセンターを設置している。その

後、平成28年度頃には入居者が減ってきた状況

を踏まえ、仮中央被災者サポートセンター１カ

所プラス分室となる矢本東エリア、矢本西エリ

ア、鳴瀬エリアとした。

被災者サポートセンターでは委託先の工夫

で、部門で情報共有を図り、社会福祉協議会側

で地域包括支援センター、暮らし安心サポート

センターなどとの連携が進んだ。例えば、看護

団体の方は被災者サポートセンターからの委託

であるが、同時に心の健康ということで独居の

方の訪問なども行い、連携のとれたサポートを

実施している。

蘯 仮設住宅入居者への支援施策

各仮設住宅には自治会を組織して、自治会の

地域活動を支援した。例えば、地域で声かけ

をして様々な活動を企画し入居者の参加を募っ

た。そこには助成金としても支援があった。ま

た、訪問活動の中でも手当している看護師、専

門家らが、その場で聞いたことで何か問題のあ

る点については行政側にも必ず報告があり、そ

れを関係機関につないで問題解決を図るという

ような方法を取った。

仮設住宅と見なし仮設間で生じる支援の差に

ついては、市も認識しており、県の社会福祉

課に委託し、900世帯程度を対象に訪問調査を

行った。その際にハイリスク者と言われる孤立

しがちな方、あるいは心身機能が低下している

方々については、サポートセンターで毎月訪問

することを決定している。それに加え、見なし

仮設先地域での民生委員との連携を図り常に情

報を共有するといった努力を行った（現在は10

世帯が残っている程度）。

盻 福祉施設、医療施設等の被災や復旧の遅れ

による影響

福祉施設、医療施設に関しては、人手不足や

中長期的な運営が最も重要な課題だと考えてい

る。沿岸に近かった、特別養護老人ホーム（当

時、50名程度入居）が大きな被害を受け、入

４．復興プロセスにおける被災者支援
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居されていた方がほとんど亡くなったことがあ

り、その施設は、野蒜の高台に移転した。建物

は何とかできるにしても、介護職員の確保がか

なり難しい状況である。今の状況だと仮設で、

県でつくっていただいたグループホーム１カ所

の運営のみになるであろう（16床で規模も小さ

い）。

医療機関については、２つの病院（内科）が

被災した。個人病院であり、医院長が亡くなっ

ているために、再建が難しい。ただ、高台に石

巻からの病院または地元の病院が開院するとい

う計画もあり期待しているが、造成地が出来て

からの具体化なので本当に建つまでは心配で

ある。

盧 防潮堤についての市町としての考え方や合

意形成について

東松島市での基本は、多重防御、高台移転で

ある。震災後、５月から若手チームで体制をつ

くり計画を策定した。その際に、石巻を支援し

ていた関西広域連合にアドバイスを頂いた。大

変感謝している。

多重防御の考え方については、復興構想会議

で示されたものの、その後、復興交付金事業

で実現しようとする際には、復興交付金査定に

よって実現が困難になるケースがあった。この

とき、「東松島市だけ三線堤を認めるわけには

いかない」という論理であった。このような大

震災の場合、被害や域内でかかえる事情に差が

あるため、市町村横並びの論理は適さない。

防潮堤（高さ）についての住民・地域組織の

反応や合意形成において、住宅や生活・産業で

議論があった。特に、松島湾側に家のある地域

においては、景観面で疑問や質問が出た。しか

し、最終的には地域の話し合いで、合意がとれ

たと考えている。

盪 道路・交通の復旧について

現時点で、道路、橋梁の公共土木施設、いわ

ゆる災害査定を受けた事業は、全て完了してい

る。ただし、震災後、時間を経る中で、道路の

路面が沈下している箇所もあり、そこへの対応

も求められている。今回の震災の空間的な影響

のみならず時間的な影響の大きさを示唆してい

る。特に、下水などのインフラの盛土部分での

沈下や段差などは、災害査定が終了しているの

で、東日本大震災復興特別交付税を活用し、路

面の復旧で対応している。

交通基盤はJR線路があり関係機関との打ち

合わせが重要であった。JR線については、高

架にして現地再建を希望していたが、受け入

れられなかった。野蒜丘陵地の計画も進めなが

ら、移動の案件も議論をしていったが時間が予

想以上に必要であった。そんななか、野蒜丘陵

地の計画との一体計画の効果があり、国交省な

どとの交渉も順調になり、計画が進展した。

蘯 がれき処理について

市での事業・活動の中でも、注目され評価さ

れた震災廃棄物に関しては、平成15年、宮城北

部連続地震があり、その際もがれき処理を経験

していた。その後、関係業者（東松島市建設業

協会）と災害協定を結んでいたため、大震災の

際には、非常に効率的に短時間で業務発注など

を実施することが出来た。

事業の１つとして、リサイクル率があるが、

これに関しては、99.2％という数値で評価さ

れ、ほとんどのものがリサイクルできた。この

理由としてまず、被災現場での解体・分別があ

り、しかも解体の現場でブロックごとに業者で

シミュレーションをすることで、分別後の仮置

５．公共・インフラの復旧・復興
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き場への運搬が効率良くなった。しかもそこで

のリサイクルの作業効率と品質管理もすぐれた

結果を出すことが出来た。なお、有価物はすべ

て販売している。

さらに、被災現場での分別作業には人手が必

要になった。この確保を緊急雇用（基本は被

災されて、仮設住宅とかに行って仕事を失った

方）に依頼し、仮置き場、大曲浜の第一で分別

作業に従事してもらった。

なお、この方式は2016年４月に発生した熊本

地震の被災地で採用している。

盧 高台移転・面的整備の状況

防災集団移転と高台移転、背後地移転という

選択で計画されていった。特に、野蒜北部丘陵

地区は計画の面でも事業費の面でも一番困難で

あった。また、計画の中で、危険区域（東松島

市は津波防災区域と呼ぶ）という一定の範囲

の区域を一筆書きで策定しなければならなかっ

た。地域で話したときに、この境界線の議論は

多く、津波シミュレーション（浸水域再現や予

測）による可視化が非常に役立った。

この際、2011年５月に、土地利用担当、復興

計画担当、宮城県担当からなる少人数の「土地

利用調整チーム」を立ち上げたことが、進捗管

理、用地買収等に効果をもたらしている。野蒜

北部丘陵の200ヘクタールの先行用地買収に

関しては、このチーム内で出た案である。これ

は、復興交付金が決定する前に市の基金にて買

収するといった希に見るアクションであり、ま

ちづくり協議会を通じて地域の移転の合意形成

にも役だった他、時間と共に土地の価格が高騰

したこともあり良いタイミングでの決断だった

と考えている。

また、市のマンパワー不足に対し、壮大な工

事を行うことが求められていたため（野蒜北

部丘陵地区では500万立米の土を動かす必要

があった）、市長がURに委託をすることを決断

し、国への直訴を通じて実現した。URのよう

な民間の力があったからこそ、ここまで来られ

たと考えている。

盪 住宅・コミュニティの再建

市の災害公営住宅の整備計画戸数は全体で

1,122戸である。そのうち今年７月末で、完成

戸数は831戸、整備率は74.1％である。入居は

大変多く、入居決定率は98％である。この背景

として、立地条件があげられる。例えば、東矢

本駅北は、交通の便が良く、また病院等の公共

施設も有る。さらに、隣の町の石巻の周辺に立

地しており、仙石線で仙台にも通えると言った

仙台圏内という条件の良さがある。また、仮設

段階のコミュニティ形成（集会所利用も高い）

が順調で、住民の理解と行動と行政からの支援

が上手く絡み合い、運営に繋がったと評価され

ている。

東北圏地域づくりコンソーシアムに関連し

て、震災の５カ月後から宮城県のモデル事業

に選定され、JICAとの連携も始まった。その

後、25年度１月に総務省事業で、市から委託を

受けて住宅・コミュニティ支援の活動が開始さ

れた。様々な地域の支援をする団体と協議会が

でき、そこで情報交換をしながら、支援が偏ら

ないようにした点が重要であった。

被災者サポートセンターを中央、矢本、矢本

西、鳴瀬の計４箇所に設置し、被災者の健康

管理や見守り訪問を実施した。平成28年度から

は、中央被災者サポートセンターに機能が縮小

している。同センターは、看護師の資格をもつ

職員が多く在籍し、地域包括支援センターと連

携している点に特徴がある。同センターでは、

６．住宅再建・復興まちづくり
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毎月、課長以下の横断的な連絡調整会議を行う

とともに、副市長、移転対策部長、保健福祉部

長を含めたサポートセンター運営会議も行って

いる。

盧 製造業、商業、観光、漁業の復興状況

観光については、震災前（平成22年）には約

112万人、宿泊は７万8,000人であったが、震災

で入り込み数も落ち込んでいたが徐々に回復傾

向にあり、平成27年（昨年）には41万5,000人

となり、震災前の４割弱の状況で、宿泊は４万

1,000人弱になっている。震災以降伸びている

産業は、建設業であるが、ピークは過ぎており

下降傾向にある。

製造業は、軒数も２割ほど減り、売り上げ

も減っている。製造業が復旧しない要因として

は、意外な点として人材の確保がある。この地

域では震災以降、ハローワークの有効求人倍率

が２倍近い（一部２倍を超えた）こともあり、

非常に高い水準で推移をしている。にもかかわ

らず求人しても応募が少ない状況が続いてる。

商業については、住宅地の変更に伴い人の流れ

が変わり、既存の商店の方々が対応（再建も含

めて）に苦労されている。

農業については、震災後に大規模化に向かっ

ている。経営規模が100ヘクタールを超える大

規模経営の農業法人が発足している。次に漁業

ノリの加工施設、カキの共同処理施設、漁船等

がほぼ復旧されている状況である。

盪 産業復興支援制度

震災後に取り組んだものとしては、まず、東

日本大震災災害特別融資制度、利子補給制度で

あった。平成15年の宮城県北部連続地震でもこ

の利子補給制度を実施した経験がある。使い勝

手の面からは申請時の課題があり、この申請は

グループで行わなくてはいけないが、なかなか

グループがつくれないためにグループ補助金の

申請ができない状況もあった。そんな中で、

グループ補助金申請ができたところに後から

（第７次のときに）、入れてもらうという対応

をとった。

蘯 今後の産業復興の見通し

東松島市の産業については、従前の状態に戻

すだけではなく、これから１つの産業をしっか

りつくっていくといったビジョンが示されてい

る。例えば地域循環型の経済システムなどの

構想下で、農業や漁業の産業復興への努力、ま

た、製造業の誘致も行っているなど、バランス

よく復興の過程を経ているのが見てとれる。

しかし、将来に利幅が取れる営業を目指すと

きに、建設業中心に売上高は伸びているが、利

幅が下がって利益が取れない。働いてもなかな

か次のステップに回せる資金が生まれてこない

という状況がありこれを打破していかなければ

ならない。経営の構造そのものを直していくと

いう変革が不可欠である。

このような背景から、市は新産業の創出の必

要性も理解しており、震災以前から取り組ん

でいる市民協働のコンセプトを基盤に、地域コ

ミュニティビジネスの創出や、環境未来都市と

しての事業者の誘致、商業の側面としては創業

支援事業計画を策定・実施を行っていくとして

いる。

７．産業の復興状況、復興支援策の評価
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盧 被害概況

地震の揺れによる被害は比較的小規模であっ

たが、浸水深が最大20ｍを超える津波によっ

て、海岸沿いの低地にある市街地や集落、農

地などはほぼ浸水し、家屋や漁船なども流失し

た。南三陸町役場、公立志津川病院など低地に

あった公共施設もまた同様に流出し、行政機能

が一時的に麻痺した。幹線道路や鉄道、橋梁な

どが損壊し、数ヶ月にわたり公共交通網が分断

された。地震により約70㎝の地盤沈下が発生

したため、満潮時には海水による浸水が発生し

た。震災前人口17,666人であったが、死者・行

方不明者793人、最多避難者9,753人、最大集団

避難者2,674人、罹災住戸3,301戸という被害状

況である。

被害についてはニュースで紹介され、役場庁

舎への津波被害から生還した町長による精力的

な情報発信で注目を集めた。小規模自治体なが

ら、全国的知名度を生かして復興政策を進めて

いる。

盪 復興の概要

リアス式海岸沿いの町の中心部が津波で壊滅

的打撃を受け、高台移転のまちづくりを進めて

いるが、高台の土地が狭小な地域である。住居

は高台に置き、平野部は大規模な嵩上げによる

商業地域とする土地利用の方針のもと復興を進

めている。新しく都市を建設するに等しい大胆

な実験が行われているとも見ることができる。

長期の時間を要する復興過程において、町長

の強力なリーダーシップと、「浜浜移転」とい

う伝統的なコミュニティの維持を中心にした高

台移転にはある程度は成功している。長期にわ

たって仮設住宅に住むことになる住民へのケア

と、今後の住居移転を円滑に進めることが課題

である。産業復興では、漁業を中心に、観光業

の回復が進んでいるが、製造業、水産加工業な

どの事業開始が今後の課題となる。

政策的課題としては、被災当初の役場機能の

消滅から徐々に行政サービス供給を進める段階

で、きめ細かい国の支援が必要であったことが

あげられる。町が住民の声をきめ細かく聞けば

聞くほど、国の支援のスキームのきめの粗さ

が目立つという構図が見て取れる。そして今後

は、震災から５年経過し、平野部の造成が終了

した後、遅れて工事が終了する道路などのイン

フラ整備と並行して、まちづくりを進める際に

どのような支援が適切なのかが問われている。

以下では、聞きとりの内容を摘記する。

盧 リーダーとしての思い

防災庁舎の屋上で被災をして、翌日、災対本

部に来て、そのときに最初に思ったのが、震

災の半年前に中越地震で被災した市長の講演会

で、マスコミ対応を誤ってはいけないというこ

とであった。大きい市に囲まれた小さい南三陸

１．総論

２．町長のリーダーシップ
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町であるため、情報が出せなくなるという危機

感があった。最初の記者会見で言ったのは、町

の情報は全て町長が毎日記者会見を開いて出

すことであり、連日記者会見を行った。トップ

リーダーとして必要なことはやはり情報発信で

あった。毎日、７時のニュース前の３時に記者

会見を行い、回りくどい話を一切しないように

したことで、町長の話を編集せずに放映しても

らえた。

盪 復興方針、復興計画の策定プロセスにおい

て、首長として留意した事項

① 組織の編成、マネジメント

役場は壊滅し、震災１週間前段階の住民基

本台帳のバックデータと、１年前の６月の戸

籍のバックデータがあるのみという状況から

出発した。副町長に内部を任せ、自分は対

外発信と役割分担。会議を開く余裕がないの

で、職員向けのメッセージとしても対外発信

を続けた。

② 応援職員等の人員の確保

関西広域連合の支援がありがたく①福祉の

分野をお願いしたところ１週間交代で作業を

していながら情報が共有されている、②井戸

知事のところに重要な情報が流れているとい

う２点を高く評価している。

③ 国の事業

２次補正が遅すぎて、11月の３次補正でよ

うやく事業が進んだ。町は９月に復興計画を

完成させたが、国の対応の遅れが事業開始を

遅めたことには不満を持っている。組織とし

ては復興庁は寄せ集めで、各省の温度差が大

きい。国交省と厚労省は積極的だが、文科省

と厚労省は動きが鈍い。環境省は瓦礫処理と

いうハードの業務の経験がなく、国土交通省

が担当した方がよかったように思う。

蘯 復興計画

あるべき方向性は徹底した事前復興である。

人口減をにらんで、そこで集落や漁港の集約な

ど可能な案を策定しておくべきである。そこか

ら予算をある程度つかんでおければ、災害時に

は、それに例えばプラス10％という予算枠にす

ることもできて効率的になるのではないか。

盻 復興財源（復興交付金、復興基金）につい

ての意見

復興交付金は自由がなく、使い勝手が悪い。

効果促進事業は、当初災害住宅に使えず、あと

からさかのぼって一括配分されたが使いようが

ない状況で困惑した。

盧 復興推進体制の変遷

① ５年間の庁内の復興関連組織の変遷とそ

の理由

組織面では、まずは壊滅した役場組織の再

構築から出発した。第１に財産担当部門、第

２に戸籍、第３に災害調査。この災害調査の

ために震災復興推進課を立ち上げ、浸水区域

調査・復旧方法などを検討し、そこから復興

計画策定の基礎が作られた。そして用地課を

立ち上げた。高台移転の事業を進める上で、

用地交渉、用地取得調整事務をここで一括し

て行った。さらに市街地整備課をつくり、平

地部の開発整備を担当した。

職員面では、震災前2011年３月１日現在で

238名、震災後の３月12日現在では203名であっ

た。短期の派遣職員は、１週間ないしは10日

の期間でつないで、当初の復旧事業に当たっ

た。その後派遣職員が不可欠となり、2012年

４月１日現在で42名、25団体。翌2013年４月

１日現在で81名、40団体。2014年４月現在

３．５年間の復興の取り組み
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で106名、45団体。2015年４月１日現在で110

名、50団体、2016年４月１日現在では、106

名、51団体の派遣職員を確保して仕事をして

いる。そのほか復興庁からの派遣が５名お

り、河川等の職員も国から来ており、全部で

348名体制で現在の仕事に携わっている。人

口が5,000人ほど減少しているため、現在の

職員規模は人口との比較で超過しており、復

興事業を進めながら、プロパー職員の定員管

理計画も28年度中に作って定員削減を将来的

には進める予定である。

② 応援職員の果たした役割と、応援職員の

確保やマネジメントの難しさ

用地交渉の経験者と建築技術職、土木技術

職、特に管財課（かつての用地課）職員につ

いては、相続登記等のノウハウを持っている

職員の派遣をお願いした。派遣要請の枠組み

は、総務省スキーム、あとは南三陸独自とし

ては、旧来から町長が首長を通して懇意に

していた団体、人事担当課長同士のつきあい

で、遠くの県から派遣を受けたケースも２、

３人いた。

107名中、30名は兵庫県からの派遣職員で、

全体の３割が兵庫県勢。特に西宮の現副市長

には、非常にこの町に対して目を向けてい

ただいており、こちらで結構ですと言うまで

は、しっかり出して対応するという方針をい

ただいている。

受け入れの期間について、４月１日に一斉

に代わると大変なので、４月と10月で交代と

している。１年交替が通例だが、長期の派遣

が望ましい。また当初は派遣職員間で派遣条

件が違うことで、待遇差がトラブルになった

こともあった。

経験則で言えば、対住民相手のセクション

は、派遣職員は大変だが、仕事の流れとすれ

ば、住民のクレーム対応に追われがちなプロ

パー職員が担当するよりも、スムーズに進ん

でいた。

③ 有識者・住民との関係

南三陸町震災復興計画策定会議を組織。大

泉一貫（宮城大学事業構想学部長）、大塚浩

二（（財）漁港漁場漁村技術研究所調査役）、

大橋英寿（東北大学名誉教授）、越村俊一

（東北大学大学院工学研究科付属災害制御研

究センター准教授）、中林一樹（阪神・淡

路大震災記念人と防災未来センター上級研究

員、明治大学大学院特任教授）、平野勝也

（東北大学大学院情報科学研究科准教授）、

宮脇昭（（財）地域環境戦略研究機関国際生

態学センター長、横浜国立大学名誉教授）、

川崎博巳（国土交通省東北地方整備局仙台河

川国道事務所長）、遠藤信哉（宮城県土木部

長（技術担当））で構成。その下部組織とし

て震災復興町民会議を組織した。地区では、

志津川が10人、戸倉が５人、歌津が５人、入

谷が２人。まず漁協とか農協とか森林組合な

ど産業関係の代表者、そして地区ごとの代表

的な団体の代表に委嘱し、あとの半分は公

募とした（ほとんどが志津川の住民であっ

た）。住民対策会議では出席した町長に対す

る強い非難もあり、そうした場を経て意見を

聞き取った。

盪 復興計画の推進状況、評価

① 計画の方向性

１つは、安心して暮らす。２つ目が、自然

と共生をしよう。３つ目が、なりわいとに

ぎわいを戻そう。この三本柱で復興計画が構

成。町長のメッセージを文章化する形となっ

た。職住分離では住民にとり前との断絶が大

きくきつい表現となるので、「住まいは高
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台に、なりわいはさまざま」という表現にし

た。職員の見た復興の進み具合と、実際に被

災者が待ち望んでいる復興では乖離があり、

役場の方では、結構頑張っていると自負して

いても、住民の受けとめ方には、まだまだシ

ビアなところもあるのが実情である。

② 復興計画策定後の、復興計画の改定・見

直しの状況とその理由

復興計画は策定の３カ月後に改訂した。低

地部の区画整理事業で、川と道路をつけかえ

る作業をした。

③ 復興計画の進捗において、特に大きな課

題となっている事項

１）政策上の課題

１つは、空き戸と空き室の対策。防集で10

％ぐらいの空きが予想されている。２つは、

仮設住宅の集約。最後ゼロにする段階では、

生活力の弱い住民への対処が重要となる。３

つめは、新しいコミュニティづくり。行政区

の区割りの素案はあるが、具体的に町民に示

していない状況である。４つめには、やはり

子供たちに向けて防災教育などを通じて、現

世代の都合でここまでやってきたものを、子

供たちに正しく伝えないといけない。

２）復興庁との関係

復興庁については、震災後２年目に設置さ

れ、大臣が頻繁に交代し、予算もなかなか適

切に消化できず不満は多い。一括交付の仕組

みで困ったのは、漁集事業であった。街路灯

の設置について、所管省庁サイドではいいだ

ろうという感触があり、事前指導を受けつつ

復興庁に申請したところ拒否された。その準

備として１年間で75回ぐらい住民説明会を

開き要望を聞いていた。防集事業でも可能で

あったが、漁集で設置できるか確認した上で

設置できるというので漁集を使うことにし

た。だが、結局は認められず、100億程度を

見込んだ事業で４億しか予算が付かなかった

のは困った事例の一つである。

３）県・周辺自治体との関係

宮城県庁は調整機能をもう少し果たしてほ

しかったところである。これは復興関係に限

らず、通常の国民健康保険なども含めてであ

る。防集の空き団地や災害公営住宅の空き

部屋について、国の方針と県の方針と２つあ

る。宮城県庁がもう少し主体的に、独自の方

針を出してほしかった。結局15市町の意見を

全部集めて、それをまとめたものを宮城県の

見解として出したために、国の方針と余り変

わらない。この基準通りでいくと、いつまで

たっても公営住宅の空き部屋は埋まらないと

予想している。

盧 被災者への給付金等の支援施策

国と県の配分に合わせ、それに上乗せを行う

形で、これまで６回の配分を行った。３次配分

から住宅のない世帯に対しても配分して再建支

援を行い、震災孤児・遺児への特定義援金配分

も進めている。総額としては８億6,000万円で

ある。早目に住宅被害の判定をしたところで、

その分、配分も比較的早目にできたと評価して

いる。

盪 被災者の健康支援施策

① 心のケア、健康づくり、生きがいづくり

支援対策の考え方、課題

震災で町の職員を失ったため、社会福祉協

議会に委託したり、ボランティアの支援を受

けた。また被災直後には、全国から保健師

チームや、こころのケアセンターの支援を受

けて、住民情報をつかむところから地域を巡

４．復興プロセスにおける被災者支援
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回していた。現在は総合ケアセンターができ

て、保健福祉課と病院で連携をとって、住民

に寄り添った形で相談を受けている。

② 社会福祉協議会との連携、役割分担

国の緊急雇用事業として町から受託した事

業を、2011年７月19日に設立し、８月１日か

ら実質稼働させた。当初の支援数は68名で、

最大132名となり、現在は35名である。５年

前の仮設訪問のときは、設備上の問題への不

満が多く、支援員だけではなく、全国から応

援に駆けつけた人たちと訪問して身体状況を

聞くが、それ自体もストレス要因となってい

た。社協としては、引きこもりなどをなくす

ために、多くの住民が集まれるように朝の体

操を開いたり、お茶会をしてみたり、外に

出そうという取り組みを、この５年間で続け

た。最近は、家庭内のDVの問題だったり、

精神疾患、あと認知の疾病問題が出てきてい

る。また地域で住民が自主的にボランティア

としてほっとバンクという活動を実施してい

る。現在85名が登録している。社協の職員は

多くないので、臨時職員を雇用し、１～２週

間の研修を経て業務に当たった。今後は、

「ワンコインボランティア」といった有料ボ

ランティアの導入を検討している。

蘯 仮設住宅入居者への支援施策

仮設住宅には集会所があるため、そこで交流

を図っている。支援員の中には「滞在型」もあ

り、現地で自宅に人を招くといった交流も行っ

ている。みなし仮設住宅については、宮城県

から情報を受けながら、連携して支援をしてい

る。おおむね自治会長がこれを担当している。

被災者が支援員として、被災者を支援すると

いった取り組みは全国でも珍しいものと自負し

ている。

盻 福祉施設、医療施設等の被災や復旧の遅れ

による影響

① 概況

医療機関については、震災前は民間のクリ

ニックが６業者いたが、震災後に復興したの

が２業者だけ。４つの民間クリニックが撤収

したので、それに伴い公立病院（2015年12月

14日開院）には、民間の分を含めた責任が

発生した。現在、旧歌津に１医療機関、１歯

科、志津川地区においても１つの医療機関と

歯科で、震災前に比べれば相当のダメージは

ある。

公立病院では、震災前126床の病院だった

が、それが38床の入院を抱える病院に縮小し

た。国から補助金で126床分の人数を抱え

ることができ、看護師等の人材流出を防止し

た。４年間で10億円補助金を受けた。医師の

確保については、東北大からクリニカルゼロ

ということで、１年間を４カ月ごとの３期間

に区切ってドクター３ラインの派遣を受け、

現在では２ライン、消化器と消化器内科の医

師の派遣を受けている。

② 国・県との関係

復興庁、厚労省に話をする場合、県を通じ

て行うにしても、小自治体ではなかなか難し

いので、つてとなる国会議員に依頼すること

でようやく進んだところもあった。

③ 諸外国の支援

イスラエルがプレハブとともに医療団を派

遣してくれた。その後日赤の支援で仮設の診

療所を立ち上げた。さらに台湾が支援対象を

募集しており、そこに採択されたため、医療

と保健、福祉が一体となった施設建設に22億

2,000万円の支援が来ることになった。総合

ケアセンターという名称で、病院機能と役場

の保健福祉分野の機能を融合させ、保健福祉
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のワンストップ化を図ることを目的として

いる。

盧 防潮堤についての市町としての考え方や

合意形成について

シミュレーションに基づいてL１に設定して

いる。住民に対しては、まずは自治区長、次い

で冠婚葬祭や地域の困りごとを処理する契約会

という浜浜の自治組織の役員に話をして、了解

を得た者から住民に直接話していった。役員は

高齢世代の発想が強いが、若い世代には、自分

がこれからも漁師として生活するには高い堤防

は不要だとして住民の意見対立を招くケースも

あった。町が管理する19カ所の防潮堤計画地区

があるが、着工しているのは今のところ２カ所

である。なお、町の設定した自治区は区長を町

から委嘱するが、契約会は互助組織で代表は互

選で選任する。浜の方では契約会の力が強い。

概ね結束は強いが，震災復興の過程では、役員

が突っ走って住民と衝突したケースも５％ほ

ど見られた。一カ所だけだが、防潮堤をセット

バックした結果、守らなければいけない面積が

小さくなり、住民の要望で防潮堤建設を取りや

めた地区がある。津波から町は守れないがそれ

でよいというのが住民の意思で、代わりに高い

ところに道路を引いてほしいという要望が出て

おり、受け入れる方針である。

コンクリート被覆については景観上問題が多

い。緑化の余地のある工法で整備すべきであっ

たし、国は早くからそういう方針を立ててほし

かった。

高さありきで始まった計画だったが、地域で

住民の合意を積み重ねて、防潮堤周辺の土地に

ついてきめ細かい計画を立てることも不可能で

はないという感触がある。たとえば、志津川の

八幡川右岸について、県土木事務所、漁協、ま

ちづくり協議会で話し合い、高さを変えずに防

潮堤の位置を変え、かつての海水浴場に近づけ

渚を残す計画を立てることができた。

盪 道路・交通の復旧についての市町としての

考え方

① 道路

道路、河川、漁港の普及は予算査定を簡素

化したことでスムーズに計画化は進んだ。

だが復旧費の上限について査定しただけなの

で、事業化段階の査定となると、かなり時間

を必要としている。バック堤の敷地内にある

道路について、バック堤の計画が決定しない

と工事が進まないという問題がある。国道は

398号線が供用開始するところである。三陸

自動車道も急速に工事が進んでいるのは大変

ありがたい。

② 交通

震災前は、JR気仙沼線、町民バス、民間

事業者のタクシーがあった。まず町民バスの

復旧として、町内の系統と、町外の仮設（登

米）とを結ぶ系統の２系統を作った。当初無

料としたが、採算を考えて2016年度から有料

にした。民間タクシー事業は徐々に復旧して

いる。鉄道はBRTを選択した。議会からは

批判されているが、財源が必要になること、

志津川復興と鉄道の内陸移設を同時にするこ

とはできないことから、利便性をあげること

に重点をおいている。住民にはとにかく乗っ

てほしいと啓発しており、高台から一人でも

多く拾ってもらえるようにしたいところであ

る。今後はBRTを幹に、町民バスを枝葉と

して、できるだけBRTと接続するようなダ

イヤ編成を組む予定である。

５．公共・インフラの復旧・復興
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蘯 瓦礫処理についての市町としての考え方

最終的に72.3万トンの瓦礫が発生した。当初

補助金で処理するということであったが、町で

は対応できず、県も対応が遅れ５月に処理計画

を策定した。県に市町村が委託する形をとって

いたが、国に率先して処理をしてもらいたいと

ころである。ただし、事業主体は国だけではな

く、地元自治体・企業が構成メンバーになるよ

うな枠組みが望ましい。また、一般廃棄物とさ

れたが再委託ができないなどの問題があり、災

害廃棄物という別のカテゴリーで処理してほし

いところである。

盧 高台移転・面的整備の状況

① 防集事業

防集事業については、町内20地区28団地

で、合わせて827区画の整備を行っている。

2016年７月末現在では、19地区25団地におい

て672区画が完成している。81％の整備状況

であり、残る団地も、12月に完成、１月には

全ての街区が引き渡しになる状況である。

浜については「浜浜防集」と部内では呼ん

でいるが、コミュニティ単位で海に近いとこ

ろの小規模団地への移転を推進した。１区画

が100坪という制限があるため、防集に参加

しないで自主再建する住民もいる。率にして

半々くらいである。

847区画を整備している状況で、約100戸ほ

ど空きが出ている。住民に意向調査を何カ月

おきかに実施しているが、現在再建の方向を

まだ決めかねている住民が160世帯ぐらいあ

り、追加公募を行っている。

② 区画整理事業

志津川の区画整理事業については、60ヘク

タールほどの面積で、なりわいの整備として

進めている。平成30年度までの事業である。

また、区域外の八幡川右岸については、６ヘ

クタールの祈念公園を計画し、区画整理事業

の換地の結果得た町有地との交換による用地

取得を進めている。商業集積拠点を設ける時

に何か復興の顔となるまちづくりをすべきと

考えた企画課長が隈研吾事務所に依頼をした

ところ引き受けてもらった。

盪 住宅・コミュニティの再建

① 住民組織について

災害公営住宅に入居する住民に対しては、

くらしの懇談会を開催し、入居１年前、それ

から入居直前、入居から半年ごとに懇談会を

開催して、災害公営住宅内のコミュニティづ

くりを進めている。そのほかに、近隣の住民

との顔合わせとして、お茶飲み会的な形式で

会を開いている。入居後には、自治会組織を

作るよう働きかけている。課題は、団地等の

敷地外部の住民との交流にある。現在、再度

行政区の区割を行っている。２年前の地区で

は、結局団地だけで外部とは別の行政区とし

た。また団地の敷地内にある、防集団地と災

害公営住宅については、直近の事例ではやは

り別の行政区とする方向でまとまっている。

ケースバイケースで対応しているところであ

る。阪神・淡路大震災後では県が公営住宅を

作ったと聞くが、宮城県にもそうした対応を

望むところである。

② みなし仮設住宅

みなし仮設の申し込みは建設課で受け付け

ており、そのフォローは保健福祉課で進めて

いる。一度みなし仮設に入居して、２年くら

いして、大家さんから更新をしないと言われ

たケースで町の応急仮設住宅に入居したいと

いう問い合わせがあった。安定的に居住でき

６．住宅再建・復興まちづくり
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るみなし仮設住宅のあり方を考えてほしい。

盧 製造業、商業、観光、漁業の復興状況

① 商業

市街地の７割の住宅が流出し、住居兼店舗

の商業形態をとっていた業者が多く、復興が

困難である。また用地確保が難しいため、さ

んさん商店街のような大きな商店街が建設で

きたケースを除くと、開業した店舗が広く町

の各所に点在しており、事業運営は困難を

極めている。道路整備、嵩上げが進んでおら

ず、事業再開のきっかけが見えにくい。

② 観光

被災前の年間100万人の観光客が、震災の

翌年には70万人、以後80万人程度で推移して

いる。宿泊施設の多くは打撃を受けたが、徐

々に再開が進みつつある。被災前から教育旅

行に取り組んできた実績を生かして、防災旅

行に力点を置いている。海外については、南

三陸病院再建の際に支援をしてくれた台湾と

は交流が盛んであり、観光客の呼び込みに力

を入れている。

③ 漁業

基幹産業であり、震災の年の10月に仮設市

場を開設した。現在では水揚げ量は震災前の

水準に達している。水揚げ量の多いサケのふ

化放流事業施設が2015年度に１つ完成し、2016

年度には衛生管理型の市場を整備し、本格稼

働を開始している。課題は風評被害である。

また牡蠣養殖の国際認証ASCを取得した。

付加価値のある漁業へと取り組んでいる。

④ 事業所の再開

震災前の事業所数が、商工業者数で822、

うち、商工会の会員数が552であった。被災

事業者数としては、全体事業所流出が444、

一部被害等も含めると473事業所が被災を

受けている。再開状況がトータルで265事業

所、約56％である。そのうち、商業について

は97、製造業が45、その他123である。その

他の中で多いのは、建設業で約50％であり、

宿泊業、理美容関係等といったサービス業が

ここに含まれる。震災以降、廃業に至ったと

いう事業所が157あり、被災数のうちの33％

ほどを占めている。今現在事業再開まで至っ

ていないものが51事業所で、11％ほどであ

る。廃業で多かったのが物流で、名鉄系の運

輸会社が撤退した。水産業の輸送ができない

のが理由であり、他産業の復興にとり大きな

障害となっている。新規創業は35件、小売卸

売が11店、建設関係が10である。

⑤ 雇用創出

労働力不足が続いている。震災当初には

緊急雇用関係で他の分野との間で賃金格差が

あった。これが2014年度で概ね終了するた

め、余剰労働力が生まれることを見込んで、

合同事業説明会を他市町で行っているが思わ

しくないのが現状である。新市場の稼働が始

まった水産加工業では、宿舎を建てる際に補

助を出したり、家賃補助を出すといった支

援をしており、高校生には地元企業へのイン

ターンシップなどの取り組みを進めている。

盪 産業復興支援制度への意見

① 復興一括交付金

町としては震災前以上の復興目的を掲げた

いところだが、復旧という上限が制約となっ

ており、活用が難しい。

② 中小機構による仮設店舗・仮設工場整備

33カ所にエントリーし、整備したものが22

カ所である。2014年度の「がんばる商店街30

選」に選定された、さんさん商店街が成功例

７．産業の復興状況、復興支援策の評価
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である。集積の規模が比較的大きかったのが

成功要因であったが、実情としては他に土地

がなかった。振り返ると課題は第１に用地の

取得、第２に仮設整備の際の建築主事の判断

が担当者によって異なったこと、第３に仮設

から本店舗に移った後、仮設の建物をどう活

用するか、である。

③ 金融支援（低利融資、利子補給、等）、

グループ補助金、二重債務

低利融資、利子補給は事業再開に効果的で

あった。高度化支援については、これを利用

した事業所の復興が進んでいる。

グループ補助金については、１次公募の際

に、発表から申請までの期間が短く、グルー

プの構成に苦労したこと、グループとして採

択された事業者と、採択されなかった事業者

との間で感情的な軋轢が生じたこと、被災事

業者に従来補助金申請の経験がなく、マンパ

ワー不足に苦しんだこと、用地を後から取得

できてグループに加わりたいとする事業者が

出ても、グループの改編などが困難であった

ことがあげられる。県単補助金の復旧制度

で２分の１が出るのも非常に寄与した。他に

は、津波補助金が商業施設にも使えたので、

ここで志津川と歌津併せて商業施設の形成が

可能になった。

二重債務については震災直後に相談件数が

多かったが、以後縮小する傾向にある。また

買い取りに至ったケースがきわめて少ない。

東日本大震災再生支援機構ができてから二

本立てとなったが、宮城県産業復興相談セン

ターの方の審査が厳しく、機構の方が買い取

りされやすいことがわかった。センターでは

相談件数が60件中、支援決定が11件。機構

では、相談件数19件中、支援決定６件であっ

た。今後の課題は、返済をどう進められるか

である。また当初、自力で返済をした人が多

かったが、リスケジュールをして長期返済の

スキームを作ってもらえるとありがたかった。

④ 特区制度の効果、課題（産業集積のため

の措置とその効果）

民間投資特区では、ものづくり産業版とい

うことで19の計画認定を得た。うち13が水産

加工業で、町の一番強いところが集積をして

復興に向かっている。IT版については、今

のところ認定がない。

観光特区について３件の認定を受けてい

る。小売業が１点、宿泊が１件、エネルギー

関係が１件である。水産庁の水産加工整備で

８分の７の補助がありがたく、採択として12

件で、金額では54億円を超えている。うち、

既に７件が稼働済みである。

特区の課題としては、該当エリアの選定と

市街地整備の状況とで、齟齬が絶えず生まれ

ていることである。当初広いエリアを想定し

たが、説明が付かず絞ったエリアで申請した

が、その後まちづくりを進めていくと、現状

としてあわなくなったり、今後企業の集積し

たいエリアと合わなかったり、という問題が

生じている。申請の際にエリアの選定理由を

書かなければならないが、そのハードルが高

すぎる。

蘯 今後の産業復興の見通し

① 全体としての方向性

2015年度に「まちなか再生計画」を策定

し、大きな商店街を２つ、市街地に作り、こ

れを基幹として、まちづくりの取り組みを進

めている。特に志津川地区では、さんさん商

店街の店舗が中心となって新しい商店街を形

成する観光・交流ゾーンがあるが、国道が

交差する要所ともなる。ここの整備全体が終



61

東日本大震災被災市町レポート（南三陸町ヒアリングレポート）

2017 特別号 21世紀ひょうご

わった場合に道の駅にしたいという構想もあ

り、それを中心に、にぎわいを他のエリアに

広げていくことを目的としている。

だが、平地面積が限られ、志津川地区で

は、区画整理事業のもとで地権者との交渉が

あり、製造業のように大きなエリアを必要と

する事業の誘致は難しい。現在、復興計画を

包含した新しい第２期目の総合計画が動き出

したところで、今後どのように産業振興をま

ちづくりと並行して進めていくかを検討して

いる。

ASC、FSCなど新しい切り口をもって町

の魅力を語ろうとしているところだが、バイ

オマス産業都市構想もあり、域内循環ができ

るような環境をつくるということで、総合計

画でも森 里 海 ひと いのちめぐるまち

南三陸」という新しい町のコンセプトを出

した。また廃業が157件もあるため、創業や

起業にも力を入れており、2016年初めには町

として創業支援の計画を策定している。

② さんさん商店街の今後

移転先の面積は1.7倍になり、大店法によ

る設置許可を得ている。規模の拡大を見込め

るが、入る店舗は現在の６割くらいである。

さんさん商店街の中で関係が悪化した者もあ

り、ショッピングセンターという形態に合わ

ない業者もいたようである。

③ 全国との交流強化

14万人を超えるボランティアの来訪があっ

たことから、「南三陸応縁団」を立ち上げ

た。南三陸を応援してくれる人たちのための

登録制ホームページだが、これをもとに、東

京と神戸と仙台で交流会を設けるなど、わざ

わざ町に来なくても南三陸を応援できる仕掛

け作りを試みている。2016年度では、さらに

もう一歩踏み込んで、単に個人同士のつなが

りだけでなく企業にも加わってもらい、ビ

ジネスチャンスを考える仕組みづくりを始め

た。一方的な情報発信にとどまらず、相互交

流できるような関係性をつくりながら、交流

人口の流れを作っていくことを将来的には構

想している。



62 2017 特別号 21世紀ひょうご

特 集 調査研究最前線

東日本大震災被災市町レポート
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立命館大学産業社会学部准教授 丹波 史紀

盧 被害状況

2011年の東日本大震災発生の当時、南相馬市

は約７万人の人口をかかえる浜通りにおける中

核的な自治体のひとつであった。３月11日の地

震・津波の影響により、沿岸部を中心に大きな

被害をもたらした。南相馬市によると、沿岸部

の津波浸水による被害は、40.8裄とされている

（2011年４月８日時点）。さらに翌12日以降の

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、

原発から半径５㎞圏内、10㎞圏内、20㎞圏内と

徐々に避難指示が出され、同市小高区が避難指

示区域に指定されるだけでなく、原町区や鹿島

区にも原発事故の影響により、物流が途絶え、

ガソリンや生活必需品などが提供されない状況

に陥った。その後、小高区は原町区に避難所を

設けるなど避難した。３月14日の水素爆発によ

り状況はさらに深刻化し、物資の不足や情報の

混乱などが起こった。市は、15日以降、全市的

に住民避難を呼びかけ、バスを提供するなど

した。

原発の不安定な状況が続き、一時は長期間

「屋内待避」を指示される状況にさえあった。

４月22日には半径20㎞圏内を「警戒区域」に設

定し、さらに屋内待避の解除と共に、「計画的

避難区域」「緊急時避難準備区域」などの区域

設定がされた。その後同市一部地域には、「特

定避難勧奨地点」の設定がされた。

2012年４月16日には、これまでの区域設定が

見直され、「警戒区域」および「計画的避難区

域」を、「帰還困難区域」「居住制限区域」「避

難指示解除準備区域」にした。2016年７月12日

には、小高区を中心とする「居住制限区域」

「避難指示解除準備区域」を解除した。

人的被害などの状況を見ると、同市における

死亡者は1,121人となっている（2016年１月20

日現在）。この内訳は、直接死が636人、震災関

連死が485人となっている。ちなみに負傷者は59

人である。

住宅の被害については、同市の世帯数23,898

世帯のうち、地震と津波の被害をあわせて、全

壊が1,270世帯、大規模半壊が172世帯、半壊が

1,125世帯、一部損壊が2,625世帯で、合計5,192

の世帯で住宅被害を被った。

一方、原発事故の影響で広域的に避難を余儀

なくされ、約７万人いた人口が一時は１万人ほ

どにまで減少し、地域生活が困難を極める状況

となった。県内外に広域的に避難をした同市民

は、長引く避難生活を自らの住まいでない地域

で長期間送らざるを得なかった。震災から６年

を経た今日でも、市内居住者の人口は、47,190

人となっており、震災前の66％ほどにとどまっ

ている。さらに市外に避難生活を送る者は

10,250人にのぼる（2017年３月30日現在）。ま

た転出した者も約１万人存在する。特に女性と

子どもの帰還が他の階層よりも低くとどまって

いる。

地震・津波の影響により、大きな被害をもた

１．総論
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南相馬市の被災・避難状況
平成23年３月11日現在の人口 71,561人

2017年３月30日現在

市 内 居 住 者

市 外 避 難 者

そ の 他

自宅居住
市内の知人宅や借上げ住宅等

市内の仮設住宅
市内転居
計

市外の知人宅や借上げ住宅等
（うち福島県外）

計
死亡（震災以外の死亡含む）

転出
所在不明
計

35,361人
3,018人
1,780人
7,031人
47,190人
8,023人

（4,787人）
8,023人
5,455人
10,884人

9人
16,348人

出所：南相馬市の資料より作成。

らしただけでなく、原発事故の影響により地域

生活の状況は一変し、長期間の避難生活を余儀

なくされた者も少なくなかった。

一方、災害直後には、障がい者福祉を担って

いたNPO団体が市から障がいなどにより災害

時要援護者となっている者の安否確認を行い、

災害時の要援護者支援の全国的な経験のモデル

となったケースもあったことは特筆される。

盪 復興の概要

南相馬市では、2011年８月17日に「南相馬市

復興ビジョン」を策定し、その後2011年12月21

日に「南相馬市復興計画」を策定した。自然災

害と共に原子力災害の影響から、①原子力発電

所事故の収束作業が困難を極めたこと、②放射

線量の低減など安心・安全の環境への見極めが

困難であったこと、③除染の進捗状況などの環

境改善の取り組みが見通せないこと、などから

具体的な復興計画をすぐに策定することが困難

なため、そのビジョン・方向性を確認する「復

興ビジョン」を策定する自治体が見られた。

一方で、具体的な震災からの復興を進めるた

めの計画実施を進めていく為に、「東日本大震

災復興特別区域法」の成立をうけ、同市では

「復興整備計画」を策定した。これは、市街地

開発事業・土地改良事業・集団移転促進事業等

など復興に向けたまちづくりに必要となる各種

事業を対象にして、基準緩和やワンストップ処

理などの特例を受けるために必要とした計画で

ある。さらに同市では、同法に対応するための

「復興推進計画」なども策定している。

特に20㎞圏内に入り避難指示が続いていた小

高区が、2016年７月12日に解除されたことによ

り、同市全体がほぼ避難指示解除をされる状況

を迎え、今後の地域とそこで暮らす住民生活を

どう再建していくかが課題となっている。

盧 リーダーとしての思い

南相馬市は地震・津波、そして原子力災害と

いう複合的な災害を直接的に経験した自治体の

一つである。震災直後、津波被害の救援活動を

行っているなか、政府から情報提供が十分では

なく、20キロ圏内であった小高区を中心に、独

自の判断で住民避難を行ってきた。物流も途絶

え、「陸の孤島」のような状態になった南相

２．首長のリーダーシップ
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馬市は、市長のリーダーシップに基づき、イン

ターネットや全国メディアなどで窮状を発信す

ることで、その被害の実態を世界中の人が知る

ことになった。

さらに、他の自治体が独自の判断で自治体機

能ごと避難をしたなかにあって、南相馬市は自

治体機能を別の自治体に移すことなく行政機能

を維持した。ただし、住民の避難については、

他の自治体と連携するなどして、避難を希望す

る者の要望に応える取り組みをするなどした。

救援・復旧の活動においても、震災前からの

自治体間の交流やネットワークを活かし、政府

指導の応援態勢以前から連携した支援をうけて

いた。

盪 復興方針・復興計画の策定プロセスにおい

てリーダーとして留意した事項

復興の推進にあたって、震災後の混乱した状

況の中にあっても、住民との対話集会を定期的

に設けるなどし、市長が先頭に立って住民との

話し合いをもつ場をつくり、合意形成の努力を

重ねてきた。

盧 復興推進体制の変遷

震災後に災害対策本部を設置し、災害対応を

してきた。平成23年７月に、組織体制の見直し

を行い、震災当時に約100名の退職者があり、

かつ小高区役所が20キロ圏内で通常業務が行え

ないことから、災害対応を優先させつつ、業務

を行ってきた。例えば、生涯学習の部門につい

て、必要最小限の業務にとどめ、災害対応に振

り向けるなどの措置を講じてきた。一方で、防

災安全課の職員を６名、被災者の仮設住宅、民

間借り上げ住宅関係の業務に対応するため、建

築住宅課の職員を８名増員配置するなどの措置

を講じて対応した。さらに、平成23年９月に

入り、災害対策本部に設置していた原子力対策

チーム内の除染チームについて、市域全体の除

染計画策定やその実務等から、長期的な対応を

想定して「除染対策室」とする専任の担当課を

設置した。

平成24年４月には、全庁的な視点で復旧復

興の指針の策定、事業の調整あるいは除染の総

合窓口などに対応する「復興企画部」を設置

した。

その後、組織再編を平成26年４月に行い、原

子力損害や災害対策に係る市民の相談、あるい

は要望の把握などの体制を整える必要から、復

興企画部の中に「原子力損害対策課」を設け、

小高区や鹿島区に「原子力損害対策室」を設置

して対応した。さらに除染対策については、生

活圏除染を復興企画部、農地除染を経済部でそ

れぞれ所管して対応してきたが、調整機能を発

揮させ、除染対策を一元管理するために復興企

画部の中に農地除染課を設置し、除染担当の理

事を配置した（その後平成28年４月に、除染対

策の進捗に伴い、合理的な除染体制を構築する

観点から、生活圏除染と農地除染を除染対策課

と農地除染課を統合して再編した）。また、危

機事案や原子力損害対策に対し、迅速かつ適切

な対応と管理体制を強化するために、危機管理

原子力損害担当理事を、専属理事として配置

した。

盪 応援職員による対応

震災当時南相馬市では、全国に避難する市民

の避難者支援、市内各地に設置された避難所の

運営などに市職員が従事していたことから、市

役所の各種窓口の業務のマンパワー不足が生じ

ていた。さらに職員みずからが被災している中

にあって、復興計画の策定、除染対策、被災者

３．５年間の復興の取り組み
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支援など、復旧・復興業務への対応が困難な状

況にあり、全国から派遣された応援職員の役

割は大きかった。特に、技術系、土木関係の職

員、復旧・復興業務に係る技術系の応援派遣職

員が大きな役割を果たした。

震災から５年を迎えた平成28年度以降、応

援職員の派遣者数も減少することが考えられる

が、南相馬市にあっては、平成28年７月12日に

避難指示区域の一部解除がされ、今後復旧・復

興業務が必要とされており、応援派遣職員の確

保が必要な状況は依然として続いている。応援

派遣職員の福利厚生について、帰省の際の旅費

を支給するなど、リフレッシュを図ることがで

きるよう必要な措置を講じた。

また、総務省、経済産業省、農林水産省など

国や県からの職員の派遣も行われ、副市長を始

め部長職、理事職、課長ポストの職員派遣が行

われた。

蘯 復興計画の推進状況と評価

南相馬市では、平成23年12月に復興計画を策

定している。しかし翌年度、警戒区域から避難

指示区域への変更など市を取り巻く状況が変化

したこと、さらに市の最上位計画である総合計

画との一体的な進捗管理が議会等からも求めら

れたことなどにより、平成26年度に復興計画と

総合計画を統合した「南相馬市復興総合計画」

を策定した。複合災害に伴う環境変化に対応す

る形で、復興計画等を見直しし実施している。

一方で、復興の進捗にあたって、震災前と環

境が大きく異なり、生産年齢人口が約４万３千

人から約３万人へと１万３千人ほど減少してお

り、労働者人口が大きく減少したことから市

内事業所の事業休止や廃業する事業所も出てい

る。市内の医療機関や介護施設における従業員

確保が困難となっている。また、保育士や幼稚

園教諭が不足しているために、震災前にはゼロ

だった待機児童が2016年８月１日現在60人にの

ぼる。一方で、生産年齢人口の住民帰還が進ま

ない中で、小・中学生の子どもを持つ親世代が

少ないことから、小・中学校の児童・生徒数も

本来通学する予定であった数の７割程度にとど

まっている。

避難指示解除にあたっては、国が解除のため

に示す「三要件」（①空間線量率で推定された

積算線量が年間20ミリシーベルト以下にする

こと、②日常生活に必須なインフラ（電気、ガ

ス、上下水道、主要交通網、通信など）や生活

関連サービス（医療、介護、郵便など）がおお

むね復旧し、子どもの生活環境を中心とする除

染作業が十分に進捗すること、③住民との協議

を十分にすること）があるが、南相馬市では、

①避難指示解除区域の宅地周りの除染が完了す

ること、②小・中学校等の教育施設環境がおお

むね整うことの条件をつけ、国との協議に応じ

た。平成28年３月30日に、国から南相馬市の宅

地除染が完了したと報告されたことから、行政

区長並びに市民等への説明会を開催した。さ

らに、平成28年５月27日、国、福島県と協議を

行った結果、解除後も国、福島県の支援の継続

が確認されたことから平成28年７月12日に解除

することに合意した。

なお、復旧・復興における住民との意見交換

については、大きく３つの内容で行ってきた。

一つ目の避難指示区域内の行政区との懇談会

については、平成27年１月25日から10月４日ま

で計47回、行政区数42行政区、参加者数は1,270

名が参加し、開催した。

二つ目の避難指示解除に伴う市民説明会につ

いては、平成27年10月から平成28年５月まで大

きく３区分で実施し、のべ2,400名ほどが参加

した。
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三つ目の市外で避難生活を送る南相馬市民と

の懇談会については、平成27年８月29日から９

月５日において、１都25市で26回行い、参加者

228人が参加した。第２回目が平成27年12月12

日から12月19日において、１都25市で26回開催

し、164名が参加した。

以上、復旧・復興の推進にあたっては、住民

との懇談会を開催するなどし、適宜情報提供を

行うと共に、住民から必要な意見を聴取するこ

とを心がけてきた。

さらに復旧・復興計画における住民の参画に

ついては、復興計画策定に際し、市内外の学識

経験者や公共団体、あるいは関係行政機関など

から委員25名を委嘱し、「南相馬市復興市民会

議」を組織した。同会議では、平成23年７月か

ら７回にわたり協議を行った。また、平成23年

６月には約5,000世帯を対象にした市民意向調

査を実施するとともに、同年７月には復興に向

け自由形式により意見を募集するなど住民の意

見聴取に心がけてきた。

盧 義援金

義援金の配分については、第一次配分につ

いては配分方法が決定していたことから、対

象を、死亡者・行方不明者、住家全壊、住家半

壊、原発避難世帯の４区分に分けられていた。

ただし、第一次配分で対象にならなかった鹿島

区の多くの住民については、南相馬市が同等の

金額を「見舞金」という形で独自に支給した。

その後の義援金配分については、市の配分委員

会の裁量によるとされたことから、全市民を対

象に配分を行うこととした。ただし、配分委員

会において、その配分割合をどうするかについ

ては議論となった。

盪 健康・福祉

震災直後の平成23年３月は、長寿福祉課、健

康づくり課による要介護者、要支援者の対応に

追われた。特に、要介護、要支援者の薬や物資

の不足、介護サービスの提供ができないなど不

自由な生活を強いられた。４月に入り、長崎大

学の医療チームの派遣が行われ、県の病院局、

県立医大、自衛隊、消防機関、相双保健福祉事

務所等の支援が同時に入ってきた。こうした応

援によって、在宅の要援護者、要支援者への巡

回訪問や診療が開始できた。長崎大チームの支

援による巡回が５月末まで続けられ、在宅の

訪問者数は316人、延べ595人に及んだ。支援に

入った医師、看護師等は長崎大学や福島県立医

大から総勢70人以上に及んだ。その後、市立

小高病院の看護師や市立総合病院の医師、看護

師、理学療法士等々の専門家の応援もあり、在

宅、訪問の診療は継続された。その後、６月末

に、巡回診療で得た情報等の基礎データをつく

り長寿福祉課所属の保健師が引き継いだ。

また、原発事故直後に、精神科の入院ベッド

がゼロとなった。平成23年５月中旬からは、福

島県立医科大学の医師による調整によって、

「心のケアチーム」が発足し活動した。また、

「自立支援医療」受給者の継続治療の状況を

確認するための訪問も同時期に行うことがで

きた。

なお、震災当時の要介護認定者は約2,800人

であったが、平成27年12月現在で3,300人と約

500人増加している。

蘯 仮設住宅入居者の支援策

南相馬市内の応急仮設住宅は27団地、約2,800

戸建設されている。仮設住宅入居者への支援に

ついては、保健師や医師などの健康支援を中心

に見守り支援を行った。それ以外の悩みなどに

４．復興プロセスにおける被災者支援
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ついては、社会福祉協議会の生活支援相談員に

よる訪問活動で対応した。さらに県が実施した

「絆づくり応援事業」を活用し、各仮設住宅に

担当の職員を割り当て、高齢独居者を中心に１

日１回程度声かけを行い、見守り活動を行って

きた。

一方で、訪問するチームが各自戸別に訪問す

ることによる支援の偏りが見られたことから、

チーム化をして一方化した対応に切り替えて

いった。

なお、平成23年５月末から、応急仮設住宅入

居者の健康調査、６月からは仮設集会所のサ

ロン開始など、市担当部局と、社会福祉協議会

などが会議をもつなどして、情報交換を行い

目的を共有しながら、有機的な連携を図って

いった。

今後、双葉郡を中心に原子力災害に伴う長期

避難者の復興公営住宅が多く建設されること

から、高齢者の介護サービス等の不足が懸念さ

れる。

盻 福祉施設、医療施設の被災や復旧の遅れ

南相馬市には、震災前全体で80の病院、医科

診療所、歯科診療所等が開業していた。震災後

休業をする医療機関が多かったが、これが徐々

に回復し、平成28年３月１日現在で60の医療

機関が再開している。ただし、小高区について

は、震災前は14だった医療機関が、３医療機関

にまで減っており、避難指示が出され５年が過

ぎる状況にあって、他の場所で診療所等を開設

する医師等もいることから同区内での再開が見

通せない状況が続いている。小高赤坂病院と渡

辺病院という市内にあった２つの大きな病院が

廃止もしくは休止の状況にある。

病床数についても、震災前全体で1,329床

あったのが607床に減少している。背景とし

て、医療スタッフの確保が困難なことが挙げら

れる。また、診療科も制約されていることから、

産科・小児科、皮膚科などの診療科が不足して

いる。

震災直後は南相馬市立総合病院に常勤医師

12名がいたが、直後４名にまで減少した。しか

し、その後全国から医師が応援に駆けつけた。

さらに平成24年に市立病院が基幹型の臨床研修

指定病院の許可を受けたことにより、若い研修

医が同市内で研修を積むなどし、若い医師の確

保が進んでいる。医師の確保が進んでいる一方

で、看護師の確保は困難となっている。震災当

時、在籍者135名の看護師がいたが、震災後の

約４年間で90名の看護師が退職した。特に中核

を担う20代後半から30代・40代の看護師が不足

している。市では、看護師採用を年１回から複

数回に採用試験を増やすなどの措置を講じてい

るが、退職者分を補充するまでには至っていな

い。ただし、看護師募集を関東圏まで増やした

り、隣接する相馬市の相馬看護学校から実習生

の受入枠を増やすなどしたこともあり、退職者

が年間10名から20名ほどいたものが、現在は１

桁台におさまっている。

平成28年度に市内に脳卒中センターの開設を

予定しており、看護師等の職員を50名募集して

おり、医療スタッフ等の確保が引き続き課題と

なっている。

高齢者の福祉サービスの状況については、入

居施設については、震災当時15施設あったが、

津波被災で２カ所が被害を受けた。現在は12施

設が稼働している。居宅サービスについては、

震災当時70事業所が、現在稼働しているのが63

事業所になっている。

介護職員等の不足が課題となっており、平成

25年度から介護職員の養成講座、合同の就職面

接会なども開催している。また、中長期的な取
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り組みとして、平成27年度から小・中学生を対

象にした介護教室を開催し、将来的に介護職に

就く担い手の確保に努めている。

盧 防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業については、当初、原

町区、鹿島区、小高区の３区に全部で36地区を

計画していた。当初は、20キロ圏内である避難

指示区域内にも防災集団移転促進事業を対象と

する地区が11地区あったが、先行した避難指示

区域外の進捗において、住民意向も変化したこ

とから、当初計画にあった11地区は廃止し、21

地区を指定した。契約も304戸中302区画が契約

を終わった。なお、計画実施にあたっては、用

地交渉による土地確保、さらには移転者の面

積等の希望などを調整しながら進め、説明会や

ワークショップを地区ごとに開催し、総計200

回以上の議論を重ね行ってきた。その議論の過

程の中で、避難指示区域内の地区の移転事業を

断念するなど、住民の意向を尊重しながら事業

を実施してきた。

５．住宅再建・復興まちづくり
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盧 被害の概要

福島県相馬郡北東部、浜通りの最北端に位置

する新地町は、面積46.53裄、人口8,200人程の

町である。この地は福島県内で唯一仙台藩に

属していた歴史を持ち、1889年に近隣の五つ

の村が合併して新地村として発足した。その後

1971年８月１日に町制に施行し、現在の新地町

となった。

2011年３月11日の地震と直後の大津波によっ

て、町では110名（関連死を含めると119名）が

犠牲となった。津波は標高10ｍ未満の多くの土

地に浸水し、浸水面積は町の５分の１、農地の

約４割に及んだ。交通インフラについては、海

岸沿いの主要地方道とJR常磐線が津波によっ

て流出した。一方、原発事故による放射線汚染

については原発から50㎞地点にある他の市町村

より低く、放射線被害を理由とする住民の大規

模な流出は見られなかった。

盪 復興の概要

福島県の「復興まちづくりのトップラン

ナー」といわれるほど順調に復興が進んでお

り、モデル地域に位置付けられている。

1994年から稼働している相馬共同火力発電の

石炭火力発電所の一部が同町に立地していたこ

ともあって、電源三法交付金によって財政基盤

が安定していた。そのため「平成の大合併」に

際しても、同町は市町村合併に踏み切る必要も

なく、住民コミュニティも比較的しっかりした

形で存在していた。

発災後も避難所や仮設住宅では、もともとの

地区単位で入居したため住民同士の支え合いが

存在した。また震災前からあった地域の自主防

災組織が、避難訓練や炊き出し訓練を行ってい

たことが避難所生活で活かされた。

人口については、震災後住民が自主的に避難

したこともあり一時的に減少したが、その後は

徐々に回復している。放射線被害が少なかった

ことから、他の原発避難地域の被災者が本町

に住宅を建設するケースも増えてきた。そのた

め、2015年国勢調査で町の人口は震災前とほぼ

同数に回復している。

今後の計画としては、町長の「ピンチをチャ

ンスに」のかけ声の下、相馬港の４号埠頭に建

設中のLNG基地を念頭に、天然ガスを用い

た新産業創出を目指している。このLNG基地

は、石油資源開発株式会社が2013年11月に建設

を決定したものであり、国内最大級の23万褌が

貯蔵可能なタンク１基のほか、気化設備、タン

クローリー出荷設備、14万トン級のLNG外航

船および内航船が接舷可能なバースの建設が

予定されている。完成後はシェールガスを輸入

し、東北地方を中心に各地に天然ガスを供給す

る予定である。またLNG基地に隣接して天然

ガス火力発電所も建設予定であり、新地町では

発電の際に生じる熱や二酸化炭素、冷熱などを

利用したエネルギー関連産業の誘致を進めて

１．概要
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いる。

同基地とこれに伴う新産業によって雇用創出

が期待されており、新地町では少子高齢化が進

む被災地域の中では例外的に、将来的な人口増

加を見込んでいる。

加藤憲郎町長は、会社員から36歳で地元の新

地町に戻り、町議会議員を経て平成14年に町長

に就任した。自らが率先して組織を牽引するの

ではなく、コミュニティの調和を重視し、町職

員や住民と共に一丸となってチームとして復興

に取り組んできた調整型リーダーといえる。

震災直後は原発災害に対する住民の不安を解

消するため、毎朝７時に役所の前の放射線量を

量って、自らが町の防災行政無線で放射線量の

値を住民に伝達し続けた。

その一方で、自らの個人的な人脈を通じて、

最悪の場合に備えて、住民の避難先やバスなど

の避難手段についての検討を重ねていた。

盧 復興計画の策定

復興計画の策定は迅速であった。新地町では

震災前から進められていた第五次総合計画（以

下、総合計画）が2011年３月に決定されてお

り、同年４月から前期基本計画に基づいて事業

実施に入る予定であった。そのため、新地町復

興計画は総合計画を基礎に、住民を対象にした

「復興まちづくり懇談会」の議論を活かして、

2012年１月に第一次新地町基本計画を立てるこ

とができた。また都市計画やまち作りのノウハ

ウを持つコンサルタント会社「地域計画連合」

が当初から関与していたことも、迅速な復興計

画の策定を可能にした。

基本計画は沿岸部の多重防御による津波対策

を施し、全壊住宅と鉄道の内陸部への移転、新

駅と駅周辺の市街地整備、二線堤より海側土地

の有効活用が検討された。この第一次計画に基

づく災害公営住宅や防災集団移転は順調に進行

したことから、帰町する住民も増加し、人口減

少に歯止めがかけられた。

2015年に改定された第二次新地町復興計画で

は、基本的に第一次計画から大きな変更は加え

られず、「コミュニティ復興事業」や「仕事・

なりわい復興事業」、さらに新たなまちの拠点

構築などに重点課題を移行させている。

盪 復興推進体制の変遷

2012年４月１日に復興推進課が設置された。

その際に2011年度末に定年を迎える予定であっ

た３名も特別に５月末まで業務を継続した。組

織の大きな課題は、土木・建築関係の技術者の

不足であった。町の土木・建築関係技術者（応

援職員を含まず）は７名であり、復興推進期間

の５年間は国各都道府県、関連町村から技術者

の応援によって人員をまかなっているが慢性的

な人材不足が続いている。

蘯 応援職員の果たした役割とマネジメントの

難しさ

応援職員については、国（総務省）スキーム

２名、県からの応援５名、町長が町村会等を通

じて独自ルートで行なった依頼に応じて、各自

治体から派遣された10名、農政局スキーム２名

（九州と北陸から１名ずつ）の計19名で構成さ

れている。このうち農政局２名は４週間で交代

され、その他の派遣職員は１～２年の期間であ

るが、引き継ぎなどのコストがあるため、派遣

期間は長い方が望ましい。

課題としては応援職員の精神的・体調の管理

に気をつかい、また各課に配属になった時点で

２．町長のリーダーシップ

３．５年間の復興の取組
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コミュニケーションの場（飲み会等）を設ける

ことを重視した。また宿泊場所も当初は住宅事

情の関係で旅館などであったが、徐々にアパー

トやマンションで１人１部屋になるよう調整し

ていった。

盧 義援金の配分

見舞金としては４月８日に１世帯あたり10万

円（財源は財政調整基金からの取り崩し）を支

給した。義援金については４月25日から申請

を受け付けた。日赤関係、国・県の義援金の他

に、町義援金として433件１億2,145万円が集め

られた。これらは全壊・半壊の罹災証明を受け

た者を対象に配分が行なわれた。配分に際して

は、①迅速性、②手続きの正確性、③配分の公

平性の三点が求められたため業務負担が増大し

た。公平性の観点については、第一回配分では

世帯単位の配分であったのが、第二回以降は個

人当りの配分とされた。一次配分については

国・日赤共同募金関係等で、死亡者１人につき

35万円、行方不明者同じく35万円、住家の全壊

１世帯で35万円、半壊は18万円が支払われた。

罹災証明については、借家所有者が対象にな

らないという問題があり、被害者の実態と国の

ルールとの間のずれが存在した。また津波震災

の判定は迅速であったが、陸地側の被災状況の

把握の遅れから支給も遅延している。

盪 健康支援施策

新地町では保健師３名の体制であったが、発

災直後に県から２チーム、佐賀県から１チーム

（保健師２名事務職１名の計３名）が応援に入

り、DMATや医師団と共に避難所の巡回など

を担当した。24時間体制の仮設診療所も３月26

日に開設した。また心のケアにも重点がおか

れ、相双保健福祉事務所と福島医大看護学部に

加えて他県からの応援医師によって行なわれ

た。応援グループは短期間で交代してしまうた

め、通年で来てもらえる保健師等専門職の人材

確保を目指したが実現は難しかった。

蘯 仮設住宅への入居者支援

平成23年10月に「サポートセンターまごこ

ろ」を開設した。生活支援員４名、調理員３

名、サロン支援員２名、事務員１名からなる計

10名の体制で、仮設住宅の見守り支援活動を展

開している。仮設住宅72世帯214名（南相馬、

富岡、浪江、大熊、飯館からなる原発被災地域

からの避難者48世帯166名を含めた数字）に加

えて、住宅再建した者、町営住宅に移った被災

者計453世帯1,379名の支援を行なっている。

支援内容としては定期的な訪問を行なうと同時

に、医療健康活動を中心とした相談活動を行っ

ている。調理員は月曜から金曜までの配食サー

ビスを行い、独居者の見守りも兼ねた形で活動

している。またサロン支援員は団地集会所など

でゲームなどのサロン活動を実施している。

社会福祉協議会（社協）についてはヘルパー

事業を行なっており、生活支援相談員も交えた

形で被災者の健康情報の共有化を図っている。

また町の保健師、社協、生活支援相談員による

仮設住宅の入居者支援関係の情報交換会も行っ

ている。課題としては各種イベントに参加され

ない被災者へのケアをどのように行なうかが

挙げられる。また精神科が町内に存在しないた

め、被災者への継続的な心のケアが難しい側面

もあった。

盧 福祉・医療施設等の被災と復旧

個人病院は２病院、相馬と新地町による相馬

４．被災者支援

５．公共インフラ復旧と住宅再建
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方部衛生組合での１病院が運営されている。発

災直後、上水道が途絶したため病院での水関係

が深刻な問題となった。発災から２週間後に復

旧された。いずれの病院も医師、看護師不足の

問題があり現在も人員不足が続いている。しか

し、南相馬市にあった私立渡辺病院が平成26年

３月に新地町に移転しており、総合病院が設

置されたことで新地町の医療施設の状況は良く

なっている。また特別養護老人ホーム「なごみ

の里福田」を震災後新たに設置し、増大する介

護保険サービスのニーズに応えている。

盪 住宅再建

震災による津波被害によるものが516世帯、

地震被害によるものが114世帯にのぼった。防

災集団移転事業は、住民の意向に基づく「オー

ナーメード方式」で計画が検討され７箇所が建

設された。復興庁では一区画100坪が最大とさ

れていたが、新地町では超過分を所有者が購入

することで上限200坪まで認めている。他地域

に比べて、町の世帯数が小規模であったことか

ら、説明会などを通じて、行政と住民の意思疎

通が早い段階から円滑に進み、防災集団移転事

業は早期に進められたといえる。

蘯 地域コミュニティ再建支援

前述したように住民コミュニティは発災前か

ら比較的まとまりをもっており、避難所や仮設

住宅も、元来の地区単位で入ったために住民同

士の支え合いが存在した。発災直後も津波被害

のなかった地域住民が交代で炊き出しを行って

いたことから隣接する山元町から避難してきた

住民もいた。

新たに住宅を再建した人と周辺コミュニティ

との地域づくりとしては、町商工会の青年部の

メンバーが実行委員会になって「やるしかねぇ

べ祭」という夏祭りを2011年から毎年実施して

おり、2016年８月には３万6,000人を集めて開

催された。

原発関連としては、新地町では双葉や南相馬

の住民を仮設に受け入れ、子供たちを保育所や

小中学校で受け入れている。原発被害のため住

民票は新地町に移していないが、各地区単位で

既存の住民が歓迎会を開いたりして、良好な関

係を築いている。

盻 防潮堤・交通インフラ復旧について

元来が6.2ｍであったために、7.2ｍの防潮堤

を建設することへの反発は少なかった。災害査

定の問題として、被災状況が判別できない箇所

について、査定の時期を逃すと申請ができない

点があった。鉄道については新地駅よりも200

ｍほど山側に移設して設置された。町から仙台

市関係に通勤する住民が多いために利便性とい

う観点では鉄道復旧は重要である。

盧 産業復興・新産業創出

震災による産業関係での町外流出の影響は少

なかった。しかし、個人商店などは資金源よ

りも高齢化を理由に再建を断念するケースが多

い。雇用状況については、復興事業以外の地

場産業での雇用は、人手不足であるにも関わら

ず、賃金格差の問題もあり人材確保に苦しんで

いる。個人商店については、新地駅周辺での開

発事業に併せて区画提供が出来るかを検討して

いる。

産業復興支援制度についてはグループ補助金

などを活用しているが、商工会を通じて県との

やりとりで進められるため、町はタイムリーな

把握が困難な状況にある。大規模工場について

は、内陸部に工業団地を造成中であり、交通イ

６．産業・なりわいの再生
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ンフラ（港、高速道路）などの整備と併せて企

業誘致に取り組んでいる。

新産業創出関係で最大のものは、前述した石

油資源が開発している相馬港のLNGの受け入

れ基地である。これにあわせて石油資源開発に

よる首都圏向けのガス火力発電所の計画も進め

られている。町ではこの天然ガスを活用した新

たな業種の進出が期待されている。また環境面

での先進的な配慮ができるまち作りとして、エ

ネルギーの地産地消としてのエネルギーのマネ

ジメントシステムなども組み合わせたモデル的

な事業を行なうことも見据えている。

盪 農業・漁業

農業が基幹産業であるが多くは兼業農家であ

り、若い世代は相馬市や仙台市までが通勤圏で

ある。農業については大規模な区画整理や集積

化などは進んでおらず、圃場整備などが終わっ

た地域での復旧を目指している。また水稲中心

で畑作が極端に少ない地域ということもあり、

大規模化への方向に動く傾向は見られない。

漁業は試験操業中でありまだ再開の見通しは

立っていない。元来近海漁業が中心であったこ

ともあり、今後は漁場の海底整備に加えて、あ

わびなどの「育てる漁業」にも拡大することを

想定している。

前述したように新地町は直接的な放射線被

害はなかったが、農林水産物の風評被害は大き

かった。新地町の野菜は現在出荷制限はかかっ

ていないが、野生の山菜類などは現在も出荷制

限がかかっている。また福島県産の農産物の

価格が低迷しており、こちらも課題になってい

る。漁業については震災前から大きく下落して

おり、漁獲量を増やしても仲買人がさばけない

ため、漁業制限を行なった上で試験操業を進め

ている。

放射線対策としては新地町では水稲や大豆の

土壌に吸収抑制剤を入れて吸収自体を抑える工

夫を行っている。また水稲については全量検査

を実施しているが人員面の負担は小さくない。

JAではその他の野菜などの放射線検査を行っ

ているが、そのコストの重さも課題となって

いる。

７．放射線災害の特有の課題
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ト ピ ッ ク ス
ひょうご震災記念21世紀研究機構
「研究戦略センター」

発足記念シンポジウム

「災害多発時代を生きる

～21世紀の安全・安心な

社会をめざして」

ひょうご震災記念21世紀研究機構は、これまで10年にわたりグローカルな視点で危機管理や高

齢社会に備えた各般の研究を実施するとともに、東日本大震災の発生を契機に次なる大災害への

備えなど、阪神・淡路大震災の被災地・兵庫にあるシンクタンクとしての使命を果たすべく取り

組んできました。

今後は、これまでの実績を踏まえ、次なる10年を視野に、機構ならではの研究・事業に重点化

を図るとともに、４月にスタートする兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科をはじめ、HAT

神戸はもとより国内外の大学・研究機関等とのネットワークを重層化しつつ、相乗効果が発揮で

きるようコーディネート機能を強化していきます。

こうした観点に立って、研究と発信に関する事業を一体的に展開する「研究戦略センター」の

発足を記念し、21世紀の安全・安心な社会づくりに向け、目指すべき方向性について認識を深め

るため、シンポジウムを開催しました。

４月25日貎に兵庫県公館において、「災害多発時代を生きる～21世紀の安全・安心な社会をめ火

ざして」と題して開催された「研究戦略センター」発足記念シンポジウムには約350人が参加し

ました。

【開催概要】

・日 時：平成29年４月25日貎 13時30分～16時30分火

・場 所：兵庫県公館 大会議室

記念講演

「災害を前提とした政治や社会を考える」

パネルディスカッション

「災害多発時代を生きる～21世紀の安全・安心な社会をめざして」

コーディネーター：五百旗頭 真（同機構理事長）

パネリスト：御厨 貴（同機構副理事長兼研究戦略センター長）

河田 惠昭（同機構副理事長兼人と防災未来センター長）

加藤 寛（同機構理事兼こころのケアセンター長）

室闢 益輝（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長・教授）

重川希志依（常葉大学大学院環境防災研究科長・教授）
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記 念 講 演

「災害を前提とした
政治や社会を考える」

御厨 貴
東京大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長 兼

研究戦略センター長

本シンポジウムのテーマにもある「安全・安

心」という言葉は、現代の日本において当たり

前のように使われているが、古くから使われて

いたわけではない。これから、戦後70年を振り

返り、安全・安心の問題について、歴史的な観

点から述べていきたい。

安全・安心の歴史を大くくりにすると、戦後

復興から高度成長、そして公害の時代が第１期

となる。戦後の昭和20年（1945年）代、自然災

害が日本国土を頻繁に襲うのは当たり前のこと

として受け止められていた。戦前の日本が国

土保全に十分な配慮をしなかったことが尾を引

き、戦後は河川が頻繁に氾濫を起こした。台風

が来るたびに洪水が発生し、国土が破壊されて

いた。当時のニュース映像を見ると、今であ

れば行政や国を責める絵面になると推測される

が、家を流された者、田んぼが流された者が呆

然と立ちすくみ、何も発言していない。みな運

命を甘受していたのである。自然災害を事前に

予防する、自然災害を前提にして住宅の造り方

や国土の在り方を変えていくといった考えはな

く、当時の国土総合開発は、起きた後にいか

に復旧するかが主体であり、そこには安全のマ

ニュアルなど存在しなかった。今日いわれる公

共政策的発想が出てきたのは、この戦後復興の

時代が終わってからのことである。昭和20年代

は、経済も復興しておらず、国民生活そのもの

が脅かされ、いわゆる焼け跡闇市派が跋扈して

いた時代であった。安全・安心という発想すら

なく、現在問題となっている食品の安全・安心

が話題に出ることもなかった。

この安全・安心を度外視していたツケを、昭

和30年以降、戦後復興から高度成長への過渡期

に払わされる事態が生じる。水俣病、森永ヒ素

ミルク中毒事件はその典型例であった。しか

しいずれも、ある状況下で、ある地域で起こっ

た、日本全体とは無関係の問題であると当時は

処理されていた。それが大きな公害問題の礎と

なり、全国的な公害問題に警鐘を鳴らすことに

なるのはもっと後のことである。

生活者の最低限の生活レベルが脅かされてい

る状況を多くの国民が認識しはじめたのは、昭

和40年代に入ってからであった。そこで初めて

「公害」というキータームが現れた。これには

公の意思による公の利益の追求のために、個人

や個人の生活が脅かされる事態を告発するとい

うニュアンスが含まれていた。経済発展は全て

に優先され、科学技術もまた経済発展のしもべ

である、豊かになることの代償として、公害の

第１期：1945年～ 戦後復興から高度成長、そ

して公害の時代
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ような負の側面も引き受けようというのが当時

の基本的な発想であった。

私にとって象徴的なのは、1995年制作のNHK

のドキュメンタリー「戦後50年・その時日本

は」で、水俣病事件から40年後に取材を受け

た当時の通産官僚の証言である。「明らかに

チッソが原因であるということは分かってい

たが、当時の状況下では、通産省の役人として

は、チッソが原因であるから、これ以上の工場

生産をやめろとか、公害を食い止めるために、

政府が国として何らかの働きをしなければなら

ないとは絶対に言えなかった」。それに対し

て記者が、分かっていてなぜなのかと追及する

と、彼は開き直るでもなく言う。「あなたはそ

の時代を生きていないから、そんなことを言う

のだ。公害があろうが、何があろうが、日本は

それで経済発展を遂げているのだ。だったら、

そこは目をつぶるのが当然だろう」。

愕然とする事実だが、その通産官僚がえらい

と思うのは、このような発言を通して当時の雰

囲気を伝えたことである。これは普遍的な安

全・安心という認識がないときに、いかにそれ

を抑制することが難しいかということの証拠に

もなり得る。それは今日の原子力発電の問題に

ついても同じで、３．11の大震災で生じた福島

の原子力発電所事故は、解決不能のアポリア的

問題として、６年たった今でもなおわれわれの

前に大きく立ちはだかっているのはご承知のと

おりだ。

私が10年前、当時の科学技術庁の依頼を受け

て安全・安心の研究をしていたときに書いた小

さなレポートに、このような一文があるのを発

見した。「原発の事故が起きたときには大問題

になるのだが」。これは３．11より前、原発

の事故は起きないといわれていた時代の話であ

る。私としては、この一文が何気なく添えられ

ていることに、今ある種の戦慄を覚えるのだ。

昭和40年代は高度成長の真っ盛りで、高度

成長が一つの到達点に達したのが1970年であっ

た。この前後から第２期に入る。1970年代は、

まだみんなが科学技術を信じていた。従って、

何もかも科学技術が解消してくれる、自然災害

も公害問題もやがて科学技術が進歩すれば必ず

克服されると考えられていた。このある種の人

間の楽観論が1970年代、1980年代とずっと続い

た。四日市は当時公害の地であったが、確かに

これは科学技術の発展によって解消され、今、

四日市のパンフレットには、「四日市にも昔は

公害というものがあった」と書かれている。

これは公害問題が最も激しく問われた時代で

もあり、安全を無視した企業、国家の高度成長

一本やりのやり方を国民、特にラディカルな市

民が非難するようになったが、問題を起こすの

も、それを最終的に克服するのも、科学技術で

あるという点では同じであった。将来の進歩に

どれだけ早く到達するかが問題であって、安

全・安心の問題は相変わらずどこかに預けたま

までいたのが戦後50年までのプロセスである。

そこに第３期、戦後50年という転換点がやっ

てくる。戦後50年の1995年を象徴する出来事と

いえば、他ならぬ１月の阪神・淡路大震災であ

り、３月のオウム真理教の地下鉄サリン事件で

ある。これまで信じていたものが音を立てて崩

れ落ち、安全・安心論がターニングポイントを

迎えた。岩盤が固く、阪神地域でも絶対に地震

は起きないと思われていた神戸で震災が起こっ

た。それと同時に、地下鉄サリン事件という、

第２期：1970年～ 科学技術信仰の時代

第３期：1995年 安心・安全の転換点としての

戦後50年
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同じく考えられないような事件が起こった。い

ざ起こってみてはっきりしたのは、安定した構

造の中で、お上に任せておけば大丈夫だと思っ

ていた日本国は意外にももろいものだという

事実である。自分を自分自身の手で守らない限

り、安心・安全は取り返しがつかない事態にな

るのではないかということを人々が少しずつ考

えはじめたのが戦後50年の時期であった。

実はこれと似た状況が過去にもあった。それ

は幕末である。阪神・淡路大震災後に書かれ

た幕末を扱った２冊の本、野口武彦著『幕末気

分』と三谷博著『ペリー来航』を紹介したい。

野口氏は1995年１月17日未明に起きた地震の当

日の様子をこう書いている。

「軒並み、崩れ落ちたり、傾いたり、炎上し

たりしているではないか。著者はそのとき初め

て、これはとんでもない大地震なのだと悟った

のである。

だが眼の前の光景は人生で最初ではなかっ

た。とりわけ家が焼ける匂いが一度に記憶をよ

みがえらせた。1945年４月14日払暁、筆者の生

家があった東京西部の大空襲である。意識が７

歳の時の感じを取り戻した。そうしたら急に、

その間の50年が消えてしまった。昨夜までたし

か堅固に存在していたと思われた戦後日本社会

は、ひょっとしたら夢ではなかったのか。現実

は、昔からずっとこういう災害現場が続いてい

たのではないか。

その後思い立つことがあり、1855年に起きた

安政江戸地震のことを調べていて、品川の御

台場が一瞬で崩れて生き埋めにされた会津藩士

が、何でそうなったのかわからず、アメリカの

軍艦から砲撃されたと思ったという記録を読ん

だ。非常によく分かった。現場というのは、ま

わりがまったく見えない局地なのである。

歴史の変わり目には、自然災害と政治危機と

は一つながりだという独特の現場感覚が日常的

になる。人間は突然、従来の社会生活ではとて

も対応できない場面に放り込まれたと思い始め

る。（中略）

幕末政治家もこうだったのではないか。そう

思ったらいっぺんに親近感が湧いた。先が見え

ず、まわりも見えず、一寸先の闇を手探る歴

史の時間帯が再度また到来しているのだ。心は

すっかり幕末気分である。」

三谷氏はこう書いている。

「当時の日本知識人は、『いつか必ず来るは

ずだが、いつ目前に現れるかは予測できない』

という、いわば個々人の一生を超えるタイプの

長期的危機に直面していたのである。このよう

な状況では、たとえ危機到来の可能性が意識さ

れたとしても、切迫したものと認識されること

はない。（中略）

この『予測された、しかしいつ出現するか分

からぬ危機』という問題状況が、21世紀に生き

る我々にとって、他人事でないことである。日

本列島における大規模地震はその最も分かりや

すい例であるが、人類全員にとっての資源・環

境問題もこのタイプに属する。いつか必ず致命

的な事態をもたらすに違いないが、いつそれが

誰の眼にも見えるようになるか、分からない。」

この二人の問題意識を突き詰めていくと、幕

末期、ペリー来航によって国際的な安全保障が

脅かされている状況下で、突然自然災害が発生

し、それと幕府の制度疲労、政治危機が一体と

なって、その後の日本の激変へと連なっていっ

たことが読み取れる。そのような時代が巡り

巡ってまたやってきたのだと考えてもいいかも

しれない。このことは、戦後50年を経て、とり

わけ21世紀に入ってからの日本を考える上で極

めて有効なサジェスチョンではないか。
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安全・安心は、このようにして質的な変化を

遂げてきた。戦前は寺田寅彦の「災害は忘れた

ころにやってくる」で済んでいたが、今はそう

ではない。自然災害も、人災も、忘れたころに

やってくるのではなく、予測していても、事態

は突然勃発し、予測になかったことが展開する

という状況になってきた。

昨年の夏に、「シン・ゴジラ」が映画界を騒

がせた。「ゴジラ」という東宝映画が昭和20年

代後半に作られてから随分たつが、ここであら

ためて出てきたゴジラは、東日本大震災を経験

したわれわれでなければ分からない。間違いな

く、この国を襲う自然災害をゴジラという正体

不明の怪物に託した物語である。まさに今、

「シン・ゴジラ」に象徴される、わけが分から

ないものが来るかもしれない、自然災害が日常

的に起きるかもしれないということが懸念され

る事態となっている。

関東大震災級の地震が起こる、東海地震が起

きても不思議ではないということがかなり前か

らいわれているが、当時の人々はそんなことを

全く信用していなかった。心情的には、日本が

アメリカに安全を預けていれば大丈夫と思って

いる気持ちと多分に同じであった。シグナルは

鳴るけれど、そんなものは来ないという言われ

なき、しかし強固な安心感、それが明らかに変

わってきている。これまで国家や企業は、安全

性を確保する安全基準がいかに達成されている

かということだけを国民に示していれば全て

の責任は免れ得た。ところが、予測できない事

故、従来の安全性の基準からは考えられないよ

うな事故が起きたとしても、その責任まで取ら

される可能性が出てきたのが今である。それを

裏返して言うならば、国家や企業が示す安全性

基準に対して国民はもはや全く信頼を寄せてい

ないということだ。解を求めても、なかなか解

が出てこないという現実の中で、公共政策もあ

らためて考え直さなくてはならない時期に来て

いるだろう。

今一番やらなければならないのは、これまで

災害に遭った地域の政治行政の知恵を拝借する

ことである。どの地域でも、例えば大地震が発

生したときはどう対応するか、役人、役所はど

のように動くのかをきちんと考えておかなくて

はならない。南海トラフ巨大地震が現実に起き

たら役所をどう動かすかをシミュレーションし

ている高知県の尾闢正直知事などは、何とか

実例が欲しいと考えている。そこでわれわれは

今、東北の実例をアーカイブし、それを高知県

で採用してもらうということを始めている。尾

闢知事たちは、役所の職員を幾つかの部隊に分

けて、交互に事態に対応していけば何とか人数

が少なくても回転できるのではないかというこ

とを考えている。そのためには失敗の事例が欲

しいのだが、東北の大きな市は、協力したいと

いう気はあってもなかなか協力したがらない。

なぜなら、失敗の事例を出すということは失敗

を認めるということになるからだ。たちまち訴

訟が起きる、それが怖い。次に起こるべき災害

を食い止めるために、そうしたアーカイブが必

要であるということをわれわれは説いて回って

いるのだが、そこを飛び越えるのが難しい。

それに比べて、熊本の場合は、蒲島郁夫知事

が自ら、学者知事であることもあって、失敗事

例も含めて早くアーカイブするように言ってい

る。特に蒲島知事が認めているように、熊本で

は最初の１週間に怒濤のごとくなだれ込んでく

るNPOの支援を受けるだけの受援力が役所に

なかった。役所の側に支援を受ける力がなけれ

ば大きな溝ができてしまうため、これは真剣に

考えなければいけない問題である。また、蒲島

第４期：平成 災後の時代
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知事は、記憶がまだ正確なうちに、自分のオー

ラルヒストリーをしてほしいと述べている。熊

本は復興に向けて大変な状況にあるが、既に蒲

島知事は自分たちの経験を、災害がこれだけ起

きる国のためにどうやってアーカイブしていく

かということを考えてくれている。このような

時代になったのだと感じた。

平成は、阪神・淡路大震災、新潟県中越地

震、東日本大震災、熊本地震と、昭和に比べて

はるかに災害が起こっており、起こるべき地震

はこれから幾つかあるだろうといわれている。

私は、災害が起きた後の時代、「災後の時代」

がやってくると考えてきた。しかし、今考えが

少し浅かったと思っているのは、災後の時代と

いうのは震災の数だけあるということだ。われ

われは関東大震災と他の災害の比較研究を行っ

たことがあるが、そうではなく、今や阪神・淡

路大震災の災後、東日本大震災の災後、熊本地

震の災後と、平成の災後の時代を比較できるよ

うになったのだ。そして、災後はある種競争化

され、自分のところはこうやった、ああやった

というモデルを出していけるようになる。そう

いうところにこれからのポイントがあるのでは

ないか。

21世紀、どこかで何かが起きる可能性は極め

て高い。研究戦略センター長として、今後は、

皆さんと一緒に考えながら、災後の比較を行

い、実践知を編み出し、21世紀研究機構が多面

体のように行っているさまざまな活動を一つの

太い幹にして全国発信・全国展開していきたい

と考えている。
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パネルディスカッション

「災害多発時代を生きる
～21世紀の安全・安心な

社会をめざして」

コーディネーター 五百旗頭 真 （ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長）

パネリスト 御 厨 貴 （副理事長 兼 研究戦略センター長）

河 田 惠 昭 （副理事長 兼 人と防災未来センター長）

加 藤 寛 （理事 兼 こころのケアセンター長）

室 益 輝 （兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長・教授）

重 川 希志依 （常葉大学大学院環境防災研究科長・教授）

五百旗頭 御厨さんはさすが戦後日本が生んだ

歴史家であり、それにふさわしいお話を堪能

した。ここからは御厨さん以外の方に発言をお

願いし、その後で会場の皆さんから質問を受

ける。

阪神・淡路大震災の後、シンクタンクができ

たことはかなり特徴的だが、何をするにしても

やはり人材が重要である。河田センター長とい

う人材を得たことなくして、現在に至る発展は

考えられない。その点も含め、まず河田さんに

口火を切っていただきたい。

河田 2002年に人と防災未来センターが発足

し、15年がたった。県立ではあるが、毎年の運

営費には国の補助金が入っている。だから、私

どもは内閣府防災のシンクタンク機能を向上す

る役割も持っていて、災害現場での経験から問

題を投げ掛け、実効性の高い対策につなげて

いる。

例えば熊本地震では、福祉避難所に一般の被

災者も避難してきて混乱した。それから、プッ

シュ型支援もうまくいかなかった。熊本地震

では、政府が佐賀県鳥栖市に262万食を届け

たが、指定避難所になかなか行きわたらなかっ

た。また、住宅の耐震性向上については建物の

全壊による死者の割合が阪神・淡路大震災に比

べて熊本地震では８分の１に減り、耐震化が随

分進んでいることが裏付けられた。こうしたこ

とを専門調査会やワーキンググループを立ち上

げて検討している。

それから、災害救助法や災害対策基本法の抜

本的改正に向けた取り組みも課題である。災害
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救助法は70年前の法律である。被災者は避難所

に逃げれば、国や自治体が必要なものを支弁す

るという内容だが、大災害では無理であり、自

助・共助や企業の協力がないと対応できない。

そのことが災害救助法に明文化されていない。

また、災害対策基本法は1959年の伊勢湾台風

の２年後にできた法律だが、被害を二度と繰り

返さないという内容の法律である。つまり、被

害が出ていなければ対策をしない。このような

非常に古い法律を変えなければならないという

問題が生じている。首都直下地震や南海トラフ

地震は、起こってから何とかするのでは間に合

わない。災害がきっかけとなって国全体が衰亡

するかもしれない。その対処を国民に考えてい

ただかなければならないので、そういう情報を

出していこうと考えている。

東日本大震災から６年たち、いまだに被災県

では、人と防災未来センターのようなミュージ

アム建設に消極的である。私どもがナショナル

ミュージアムとして果たす役割は大きいと考え

ており、防災の主流化の具現化に先んじて取り

組む。まず、災害ミュージアム構想を実現する

とともに、震災のアーカイブズを大学研究者だ

けでなく、国民の防災意識向上のために利活用

しなければならない。そして、国家としての防

災体制充実の必要性と具体像を、研究を通して

実現する。研究を通さないとイノベーティブな

ことはできない。

また、内閣府に災害調査研究推進本部を設け

ることを検討している。阪神・淡路大震災後、

調査研究推進本部ができたが、地震だけでなく

災害全般を対象としたものをつくらなければな

らない。

ただ、人と防災未来センターの運営費はマッ

チングファンドなので、国だけでなく兵庫県も

予算を増やさなければならないし、国以外から

出る予算も増やす必要がある。だから、関西広

域連合の府県や、賛同する全国の都道府県、政

令市などにも加わってもらうことがとても重

要だ。

人材育成については、センターの育成機能だ

けでは不足している。災害が多発すると、研究

員は非常に忙しい。室闢先生が研究科長を務め

る大学院もできたし、これからはそのスタッフ

の皆さんとも共同研究をしていかなければなら

ない。

センターは、阪神・淡路大震災がきっかけで

できたので、阪神・淡路大震災を中心とした教

訓を発信するのは当たり前だが、それ以前に

起こった災害の実態を表す必要がある。なぜな

ら、大きな災害は繰り返し起こるからである。

それから、全国からの来館者に、神戸で起

こった巨大災害の情報を知っていただく取り

組みを本格化させる。震災前は人が住んでいな

かったHAT神戸には、現在１万3,000人が住ん

でいる。HAT神戸をすてきなまちにすること

で、防災をもっと日常の問題につなげていき

たい。

そして、2015年の仙台防災枠組や2005年の兵

庫行動枠組が、なかなか東日本大震災の被災地

で生かしきれずに復興が行われている。情報格

差により、専門的知識の理解が現場で不足して

いるからである。その解消には私どもの努力

だけでは無理で、メディアの協力が要る。だか

ら、メディアを対象とした研修も行わなければ

ならない。

被災地支援についても、自治体を支援するの

か、被災者を支援するのかがはっきりしない。

することが多いので、そのとき重要だと思う問

題から処理していかなければならない。私ども

が抱えている人材力だけでは十分応えられない

ので、リサーチ・フェローや周辺の研究者の力
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も借りることが必要である。兵庫県立大学に防

災の研究科ができたが、教員たちも共同研究の

形で現場に入ることが非常に重要になる。

加藤 「こころのケア」は、阪神・淡路大震

災以降に普及した言葉である。防災というより

も、災害や事故後のポストベンション、セーフ

ティネットとしての役割があり、被災者や被害

者に対する広い領域での社会的、心理的な支援

を指す。だから、専門家はもちろん、もっと幅

広い人たちが役割を担う。地域の健康を維持す

る活動はとても重要であり、それ以上に被災者

の生活支援も大きな要素となる。阪神・淡路大

震災以降の災害では、震災の経験を踏まえて地

元の保健師たちが頑張り、こころのケアを提供

するようになった。

20世紀から21世紀に移行する期間は、大き

な人災や犯罪が多く起きた。自然災害だけでな

く、犯罪や人災の被害者、被災者に対する支

援が社会に広く認知されたことがきっかけとな

り、こころのケアセンターが2004年４月に作ら

れた。研究や研修もさることながら、目の前に

いる被災者や被害者を支援することが大事であ

り、医療的な枠組みも含めて支援したいと県に

お願いして、診療所も併設した。

2004年は自然災害の多い年だったので、で

きたばかりのセンターではあったが、現地にス

タッフを派遣し、手探りでいろいろな支援の可

能性を考えた。翌2005年にはJR福知山線事

故が起こった。事故は自然災害と違い、偶然

乗り合わせた方たちが被害に遭うという特徴が

あり、被害者が広い地域に分散してしまう。

だから、被害者の情報を集約するのもかなり遅

れた。

それから、PTSD（心的外傷後ストレス障害）

といわれるような反応だけでなく、乗り物へ

の恐怖を感じる人がとても多かった。そうなる

と、都市部で生活することがほとんど無理にな

るので、その対応も課題となった。それから、

賠償や補償の問題も今も続いている。

当時は個人情報保護法ができたばかりだった

ので、JRは被害者の情報を出してくれなかっ

た。そこで井戸知事の名前を借りてお願いを繰

り返したが、それでも出してくれなくて、９月

になってようやく国が「情報は出しても問題な

い」と言ってくれたことがきっかけで、JRが

ようやく名簿を出し、いろいろな支援をするこ

とになった。

保健師たちの力を借りて訪問し、ずっとケア

を続けた。それから遺族会にもこちらから出向

いて、支援ができることをお伝えし、ようやく

支援を細々とつないできた。支援する上でク

リニックを設けていただいたことがとても大き

く、ただ研究や啓発をするだけでなく、直接的

に支援ができた点で感謝に堪えない。

JR事故の後は、自然災害が相次いだ。いろ

いろな経験を踏まえて、私たちが身に付けたス

キルやノウハウを生かすことは、非常に大きな

挑戦だったと言っていい。東日本大震災につい

ては、今でも支援を続けている。宮城県と福島

県の要請を受けて、長期に活動できるこころの

ケアセンターができたので、それに対する支援

や現地の保健所へのコンサルテーションなどを

続けている。

昨年の熊本地震では、東日本大震災の経験を

踏まえて整備されていたDPAT（災害派遣精神

医療チーム）を８チーム派遣した。熊本地震の

特徴は、DPAT、DMAT（災害派遣医療チー

ム）、DHEAT（災害時健康危機管理支援チー

ム）など、あらゆるチームがたくさん入ったこ

とである。支援と受援のアンバランスをこれほ

ど感じた災害はなかった。DMATも東日本大
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震災を超える数が入り、その辺でとても悩まし

い災害だったといえる。

こころのケアはこの20年で非常に大きな広が

りを見せた。DPATに加え、犯罪被害者支援に

ついても法整備され、日常に潜む児童虐待やド

メスティック・バイオレンス（DV）に対して

もいろいろなサポートシステムができた。私ど

もはこの広がりをさらに普及させる活動をして

いきたい。

室闢 私は、被災地責任を常に意識している。

被災地責任には、恩返しという責務と、災害か

ら学んだ経験や教訓をブラッシュアップして

伝えていくという責務がある。その責務を果た

すために人と防災未来センターや21世紀研究

機構ができたと思っている。21世紀研究機構

の優れた点は、人と防災未来センターという

ミュージアムと車の両輪のようになっているこ

とである。

東日本大震災を見ても、熊本地震を見ても、

われわれの教訓や経験を正しく伝え切れてい

ない部分があることが、大きな反省材料だと思

う。教訓が生かされなかったのは、受け取った

方が悪いからだというのは絶対間違いであり、

伝える側の責任がとても大きい。例えば、神戸

ではこうだったから東北はこうしなさいとい

う論理は通用しない。一つ一つが特殊事例で

あり、そこから汎用的な原理原則をブラッシュ

アップし、各被災地バージョンの教訓・経験と

して伝えなければならない。それから、伝え

る人の少なさも課題である。人と防災未来セン

ターを中心に専任の研究員が獅子奮迅の努力

をしているが、その数だけでは広がらないと

思う。

防災は大局着眼・小局着手というが、大局を

きちんと見ながら、場面場面で小局に着手し、

大局をしっかりつくり上げることがとても重要

である。大局とは非常に細かな防災研究だけで

なく、21世紀の社会がどうあるべきかを考える

ことも求められる。21世紀の文明を考えること

は、安全で安心な社会をつくることと表裏一体

である。超高齢化社会や地方の経済活動の問題

を考えると同時に、安全・安心を考え、最終的

に一人一人の命をどう守り、こころのケアをど

うするかという流れにつなげることが大切であ

る。研究戦略センターはあまり狭い防災に縮こ

まらないで、もっと大きな防災・安心を考える

べきである。

われわれの研究科には、人材育成の役割が求

められている。防災には「風の人」「水の人」

「土の人」の３種類の人材が必要である。「風

の人」は、遠くからヒマワリの種を運んでくる

ように、世界中の優れた経験を運ぶ人である。

「水の人」は、現地に即して細やかに水をかけ

て木々を育てるように、現地サイドから専門的

なアプローチをする人である。そして、木々が

育つには土壌がないとうまくいかないので、現

場の一人一人の市民やNPO、コミュニティに

根差した人が「土の人」として重要である。

今までの人材養成は「風の人」だけを育て

て、学校教育では「土の人」を一生懸命育て

ていたので、「水の人」が欠けていると思う。

トップの専門家と市民をつなぐ専門知識や専門

的な能力を持った人々を送り出さなければなら

ない。

そうすると、行政こそ専門家が足りない。熊

本地震では多くの国から専門家が来たが、行政

の担当者たちが過去の教訓や経験をしっかり

学んでいないために活用することができなかっ

た。それから、学校教育の現場で子どもたちに

正しい知識を教える教員がいるかというと、

兵庫県の場合はEARTH（震災・学校支援チー
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ム）というとても素晴らしい教員集団がいるも

のの、それでも足りない。それから、企業の危

機管理や事業継続計画を遂行するに当たって、

企業自身が防災能力を高めなければならないの

で、企業にもっと多くの防災の専門家を送り出

さなければならない。NPOやボランティアな

どいろいろな市民団体にも無数の専門家をつく

りださなければならない。そうした「水の人」

を育てる場が、私たち減災復興政策研究科だと

思っている。

防災を進める上で、シチズンシップとパート

ナーシップとリーダーシップの三つがなければ

ならない。シチズンシップとは、市民自身が減

災・防災の主人公になることだと思う。最終的

には行政と専門家と企業、コミュニティが一つ

の連携したシステムをつくることであり、分野

を越えて連携するパートナーシップも必要であ

る。さらに、リーダーシップというエンジンを

持った人がいて初めて防災は進むと思う。その

ための政策がまさにガバナンスであり、シチズ

ンシップである。現場から課題を発見して次の

現場に返していくような、現場に基づいた政策

化や実践を行う人材とシステムをつくらなけれ

ばならない。そのために現場から正しい教訓を

引き出すための検証が要ると思っている。

われわれ研究科としては、四つの重要なキー

ワードを掲げている。

一つ目はアセスメントである。社会自身が

持っている弱さや人間が持っている弱さも含め

てきちんと評価をしていく。

二つ目はコミュニケーションである。過去の

経験を伝えることから始まり、専門家の持って

いる科学的知識や行政情報を含めて共有化する

システムをつくる。

三つ目はマネジメントである。予防から復興

に至る時間的サイクルを生かしながら被害軽減

を図る。

四つ目はガバナンスである。具体的なリアリ

ティのある政策にして実現する。そういう人材

をしっかり育てていきたい。

重川 求められる防災教育とは、一つ目に被災

者とならない人を育てることである。防災教育

プログラムの多くは、被災者になったときどう

するかを教えている。でも、重要なのは大切な

人の命を奪われなくて済むこと、大切な財産を

失わないで済むことである。大切な人の命をな

ぜここで救えなかったのか、なぜ犠牲になった

のかをもう一度自分自身でしっかりと考えて実

行できる人にならなければならない。

二つ目に、率先リーダーとなれる人を育てる

ことである。災害現場では、役所の人を批判す

る声が多い。しかし、例えば避難所の中で「大

変なのだからちょっと我慢しよう」「助け合

おう」という一言を誰かが言えば全く違ってく

る。それから、最大限の防災力を引き出す人で

ある。人は素晴らしい力を持っているが、突然

の出来事で歯車が狂いかける。そこをもう一度

戻して、本来持っている最大限の力を引き出す

人を育てたい。

日本では毎年あらゆる所で事故や災害が起き

ているのに、私たちが見聞きする知識のほとん

どはマスコミから得るものであり、極めてステ

レオタイプな情報にしか触れていない。何度経

験しても少しも賢くならない原因はここにある

と思う。

三つ目に、賢い被災者になることである。行

政依存で役所を責めても何も進まない。自立・

自助が最も早い生活再建を可能とすることは、

今までの調査でよく分かっている。そして、復

興再建には資金調達や血縁・仲間縁といったコ

ミュニティの重要性も明らかになっている。
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四つ目に、知識体系を構築できる人材を育て

ることである。避難訓練や消火訓練、炊き出し

訓練は、あくまで技術を学んでいるにすぎない。

防災には「いのちを守る」「暮らしをつな

ぐ」「再建・復興」の三つの目的があり、それ

を実行するには「自然現象の理解」「被害の

抑止」「被害の軽減」という三つの手法があ

る。その中のどれが欠けているのかを見ていけ

ば、より効果が出ると思う。

神戸の教訓として長く伝えられていることの

一つに、「くらしの再建の７要素」がある。震

災から５年たって、くらしの再建に重要なもの

はまず「すまい」であり、「つながり」が続い

た。一方、10年たったときに最も重要だったの

は「つながり」だった。つまり、行政との関わ

りや経済の話以上に、つながりが重要だったと

いう答えが導きだされた。

そして、東日本大震災では、プレハブの仮設

住宅ではなく、空いている民間のアパートに住

むタイプの仮設住宅居住者もいた。いつもと同

じ暮らしを望み、被災者の立場から早く抜け出

したいという人が、大体３～４割いることが分

かった。

一方で、自助に限界のある人たちの存在も

明らかになった。年齢や資金、ハンディキャッ

プ、つながることができる人がいないなど、個

人の責任ではなく、そうならざるを得ない人た

ちも地域の中で生きている。公助が本来厚く手

を差し伸べるべきなのは、こういった方たちだ

と思っている。

ところが、今の日本の防災は、公平さが不公

平さを生んでいる。住宅が一定以上の壊れ方を

した人全てが同じ条件であり、アパートに住ん

でいる人にも、年収1,000万円ある人にも同じ

条件で対応する。本来は公助でしっかりと支援

するべき人たちは誰なのかという声を伝えてい

かなければ、政治やマスコミの世界に任せてい

ては緩い対応になってしまう。そこに大きな危

険を感じている。

五百旗頭 人材の重要性が共通したテーマだっ

たと思う。阪神・淡路大震災の後、ミュージア

ム機能を持ったシンクタンクができて、その中

で被災体験をブラッシュアップしていくことが

室闢さんの大学院の課題でもあると思うが、体

験をブラッシュアップすることの微妙さも指摘

された。災害は全く個性的であって、一回性

のものである。阪神・淡路大震災を経験した人

が、次なる震災を見たときに「同じタイプの災

害ではない」という認識を持ち、次なることを

考える姿勢を持つことは非常に大事で、阪神・

淡路一点張りのモデル化を強引に推し進める方

法を多くの関係者が取らなかったことは大変適

切だったと思う。

そして、来るべき首都直下地震や南海トラフ

地震のような大災害は、今までのような対応で

は全く役に立たないことが起こり得るという認

識まで持っている。最初に御厨さんが話された

ように、古くは災害が起こったら対応を少し考

えて終わるという段階から、今では来るべき災

害はこんなものではないと捉え、次なる災害に

対して構えることができる知的成熟が起こって

いる。

その中で、「災後の比較研究」が重要とな

る。近年次々と起こる地震からどういう実践知

を学び取ることができたか。その中でわれわれ

は賢くなってきたのか。確かに認識の積み重ね

で良くなったこともあれば、公助がずれている

面もあると思う。その辺についてもう少し具体

的な実践知を共有したいので、近年の災害から

学んできたこと、あるいは少しおかしく学んで

いる事例についてお話しいただきたい。
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重川 マスコミが災害現場に取材に来るときに

は大体タイトルを決めていて、「かわいそうな

被災者」と「役に立たない行政」の２本立てで

来る。ところが、どの災害現場でも行政の人は

本当に一生懸命頑張っている。被災者も何も言

わずに黙々と頑張っている方が圧倒的に多い。

ところが、表に出てくるのは声の大きい被災者

で、電波に乗って拡散される。残念ながら行政

側は、それに対して一切言い訳も否定もでき

ない。

私たちが受けるさまざまな対応は、非常に古

い時代に作られた制度に基づいている。昭和21

年の南海地震の後にできた災害救助法である。

そのため、今の生活と大きなギャップがある。

その隙間を埋めるためにボランティアが補う部

分もあるが、行政が無理をして全国から応援職

員を集めて避難所に水を配ったりするのは効率

が悪い。被災者側も「そんな無駄なことはしな

くていい」と断らなければいけない。そのよう

になっていく道筋を立てなければならないのだ

が、全く見えていない。

五百旗頭 発災当初、心が揺れ動きやすい中で

方向性を一つ間違うとものすごく恐ろしいこと

につながる場合がある。例えば関東大震災のと

きの自警団の動きである。行政がきちんと守っ

てくれないから自警する他ないというので、見

慣れない人を朝鮮人だと言って次々と虐殺する

ようなことが起こった。阪神・淡路大震災のと

きにもそうなる可能性はあったが、秩序の象徴

として制服を見せることで抑えていった。その

中で、被災者側からすれば「われわれ同士で助

け合おう」という言葉が出てくるのは非常に大

事な立て直しである。

室闢 阪神・淡路大震災のときに被災者復興支

援会議という中間支援組織ができた。行政と被

災者の間に立って被災地のニーズをうまくくみ

上げ、政策化して行政に提言する役割を果たし

た。災害ではまさに、か弱き被災者と頼りない

行政という見方ではなく、全体像を的確に把握

するための仕組みとして、少し距離を置いて冷

静に達観するような組織がないとうまくいかな

いと思う。

私は熊本地震の翌日、Facebookに、「すぐに

でもボランティアを受け入れてほしい。１日

5,000人のボランティアがこの状況では要る」

というメモを上げた。一つの避難所でサポート

する人が５人以上要るとか、救援物資を仕分け

するのに何人要るとか、経験則からある程度の

数値が分かっていて実行できるのは、少し距離

が離れた人だと思うからである。逆に言うと、

なかなか上がってこない被災者のニーズを上

げるサポートをする中間組織が要ると思って

いる。

五百旗頭 とても大事な点を指摘していただい

た。経験知から学んでいる人たちを大事にする

ことが非常に重要な比較災後学だと思う。

加藤 いろいろな被災地に行って一番喜ばれる

のは、失敗したことを伝えることだ。例えば仮

設住宅の入居方法をくじ引きにしていろいろな

問題が起こったとか、こころのケアをあまり強

調し過ぎると受け入れられないことなどを話す

と、皆さんうなずいて聞くが、「こうしたら

いい」などと言うと非常に煙たがられる。だか

ら、伝え方がとても大事である。

それから、復興のプロセスは試行錯誤だと思

う。各災害でプロセスは違うので、たとえ失敗

したとしても、いろいろな試行錯誤をして、結

果がうまくいったかどうかを伝えていくことが
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とても大事だと思う。

それから、支援者支援も重要である。阪神・

淡路大震災のとき、消防の人は火を消せず、人

を助けられなかったことが批判され、アイデン

ティティをとても傷つけられた。それ以降、消

防や警察や自衛隊の人へのサポートに社会的関

心が寄せられたが、行政担当者の苦悩はなおざ

りにされている。復興のプロセスで一番大事な

のは、行政担当者の頑張りだが、やって当たり

前ということで批判にさらされ、自殺やうつ病

に至る人も多い。阪神・淡路大震災のときに気

付いた支援者支援の大切さから、復興に携わる

人たちへの支援も大事だということを学ぶべき

ではないか。

五百旗頭 支援している人もまた被災者である

ことが少なくない。支援している人たちを温か

く支えてあげる動きがあるのは貴重だと思う。

東日本大震災でも、熊本地震でも、関西からの

支援は非常に感謝されている。偉そうに成功者

として高みから教えを垂れるのではなく、失敗

を率直に語る姿勢があったからであり、人柄も

関係していると思う。加藤さんのように、「意

識的に失敗を語れ」とおっしゃる人がいるのは

大変興味深いと思った。

河田 県レベルの災害では、知事のリーダー

シップが一番大事である。自分の能力に限界が

あることを知っている人ほど強い。なぜなら、

人の意見を参考にしてくれるからである。人の

意見を参考にできるのは、トップに物を言える

幹部がいるからである。一人で決めるのではな

く、関係者で十分議論して決めるプロセスがあ

るかどうかでトップは全然違う。

残念ながら、東日本大震災では全く駄目だっ

た。なぜなら、2,000人を超える優秀な助っ人

が被災自治体に入ったにもかかわらず、使いこ

なせなかったからである。自分より助っ人の方

が能力があるので、任せることができない。能

力のある人は、自分より能力のある人がいたら

任せられる。そういう指示を知事や市長が出さ

なかった。それが東日本大震災の復旧・復興が

うまくいっていない理由の一つである。

阪神・淡路大震災では復興基金を県と神戸市

がつくった。新潟県でも、被災市町村には１銭

もないからと県が復興基金をつくってくれた。

けれども、東日本は３県とも借金したくなかっ

たので、県独自の復興基金はゼロである。自分

たちが汗を流さなければという覚悟がないと復

興はうまくいかない。

その点、熊本県の蒲島郁夫知事は、自分に必

要な知識をいろいろなところから手に入れ、そ

れを実現するための環境づくりをした。決し

て押し付けるのではなく、過去の震災から学ん

で、熊本での経験も上乗せしている。震災復興

は交渉事ではないので、できるところからやっ

ていかないと遅れてしまう。無理をしないで

復興をきちんと行う上で、いろいろな人の知恵

を使ったことがうまくいった要因ではないかと

思う。

御厨 蒲島さんのすごさは、復旧・復興有識者

会議を自分でつくったことだ。

阪神・淡路大震災のときは、国がすぐに復興

委員会をつくって、官僚の下河辺淳さんを委員

長に据えたが、下河辺さんは「焼け太りは駄目

だ」と最初に言ったために、復興支援に限界が

出てしまい、地元には相当不満が残ったものと

思われる。東日本大震災のときは、五百旗頭さ

んが議長を務めた震災復興構想会議が国によっ

て組織され、われわれ学者にも相当程度の発言

権を与えてくれた。だから、客観的にいろいろ
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な指標を出すことができた。

しかし、熊本地震では有識者会議を政府がつ

くる気配がなかったので、蒲島さんは自分でつ

くった。しかも発災２日目である。今になって

みると、有識者会議をつくったが故に、知事一

人で決めないでわれわれの意見も入れながら決

めてもらうことができ、熊本はこれまでとは違

う復興のプロセスを歩むようになったと思う。

だから、知事はいざというときにそういう

客観的なコミッティーをつくることが重要であ

る。ただ単に訳の分からない人を集めたのでは

どうしようもないので、中央にも顔が利き、客

観的に物を言える人を常に用意しておかなけれ

ばならない。

五百旗頭 加藤さんが言うように、私もあちこ

ちで阪神・淡路大震災の失敗から学んだ事例に

出会った。兵庫の場合、仮設住宅ができたとき

に人道的見地に立って障害者や高齢者から順番

に入れた。その結果、コミュニティの結び付き

や絆が切り離されて、孤独死や自殺の問題が出

てきた。岩沼市の井口経明前市長は兵庫の経験

から学び、六つの集落単位で避難所から仮設住

宅へと動かしていった。その結果、被災者同士

のつながりが強まり、六つの集落の集団移転を

住民の協議によってまとめることができた。

それから、阪神・淡路大震災では、創造的復

興は地元の予算でやることになっていて、被災

者が困っている瞬間にキャッシュを出すのはと

んでもないという考えがいまだにあると思う。

しかし、相馬市では被災翌日から被災者に３万

円を配り始めた。そうすると、キャッシュがも

らえるということで一気に集まってきて、実態

調査がすぐにできてしまった。被災の瞬間こそ

みんな困っているのだから、キャッシュをどん

どん渡したことは、阪神・淡路大震災の失敗か

ら学んだ教訓である。

それから、蒲島さんが偉いと思うのは、受援

態勢を初期にきちんと取れなかったことは失敗

だったと言っていることである。被災してみん

なが不安に思っているときは、知事がメディア

に絶えず出て、「ここはわれわれがしっかりや

る」というアピアランスを大きくしていれば安

心なのである。知事は県民を代表して、県民と

ともにあることを示すだけで違う。

兵庫にしかできなくて、他はいまだにできず

にいると思っているのは、創造的復興である。

復旧ではなく、被災前よりも良いものをつくり

上げるビルド・バック・ベターである。当時の

貝原知事が、中長期的に人々の心の糧になり、

羅針盤になるようなものをつくったことは、

他では想像もできないレベルの創造的復興であ

る。そういうことを兵庫の先覚者たちが行って

きたことに敬意を表したい。

皆さんからぜひ聞きたいということがあれば

受け付けたいと思う。

フロア１ 共助の部分において地域が果たす役

割について、もう少し詳しく聞かせてほしい。

フロア２ いつ起こるか分からない地震に対し

てどう備えるべきか。

河田 災害とは非日常の出来事だから、どう準

備しても失敗する。共助にしても同じである。

だから、できるだけ日常化することである。防

災訓練にしても、単に防災だけではなく、地域

にはいろいろな問題があるので、その中の一つ

に防災を入れる形で、防災活動を日常化する。

真面目にやるだけでは面白くないので、楽しみ

ながらやる努力や工夫がどうしても必要だと

思う。
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特に東日本大震災では中学生が非常に活躍し

てくれた。これからの地域の防災は、子どもた

ちも一緒にやってもらうことが必要である。そ

ういった形で、防災ばかりでなく、みんなで楽

しくやることが、長い目で見て非常に防災力を

高めることになるのではないかと思う。

五百旗頭 地震活性期の中、首都直下地震や南

海トラフ地震に対して自助・共助・公助の各レ

ベルで事前に対処するために、できる限りの土

台準備が必要である。そのために、室闢さんが

率いる大学院では阪神・淡路大震災以来の比較

災害知を検証してくださると思うし、研究戦略

センターでは御厨さんを中心に東日本大震災の

復興の総合的研究も行っている。そうした知恵

や対処について、兵庫の地が極めて大事な任務

を背負っているという自覚の下で頑張っていき

たいと思うので、地域の方々の変わることない

共感と支援をお願いしたい。
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１ 研究戦略センター

蘚 研究調査事業

蘆科研費の活用による東日本大震災復興の総合的検証など、巨大災害への備えに資する

「安全安心なまちづくり」に関する政策研究の実施

蘆女性の活躍や持続可能なコミュニティの形成など「共生社会の実現」に向けた県の政

策形成を支援

蘚 研究助成事業

蘆HAT神戸に集積する研究機関等共同実施研究への助成

蘚 21世紀文明発信事業

蘆21世紀文明シンポジウムの開催

蘆国際シンポジウム・フォーラム「淡路会議」の開催

蘚 自治体災害対策全国会議開催支援事業

蘚 研究成果等情報発信事業

蘆研究情報誌「21世紀ひょうご」の発行

蘆ニュースレター「Hem21」の発行

蘆ホームページの運営

蘚 学術交流推進事業

蘆ひょうご講座の開催

蘆HUMAP（Hyogo University Mobility in Asia and the Pacific）構想の推進

蘚 兵庫県史の編纂

蘚 交流ネットワーク事業

蘆兵庫自治学会等関係団体との交流ネットワークの形成

２ 主な事業
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２ 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

３ 兵庫県こころのケアセンター

蘚 展示

蘆「西館」「東館」の展示運営や企画展の開催

蘚 資料収集・保存

蘆阪神・淡路大震災や防災に関する資料等の収集、整理、データベース化

蘚 災害対策専門職員の育成

蘆地方自治体における災害対応の中核を担う人材を育成する災害対策専門研修の実施

蘚 実践的な防災研究と若手防災専門家の育成

蘆実践的な防災の専門家育成のため、若手研究員による震災の応急対応や復旧・復興に

活かせる実践的・総合的な調査研究の実施

蘚 災害対応の現地支援

蘆大規模災害発生時に、災害対応の実践的・体系的な知識を有する人材を災害対策本部

等に派遣し、情報提供や助言を実施

蘚 交流・ネットワーク

蘆国際防災・人道支援協議会（DRA）事業等の支援

蘆ひょうご安全の日等支援事業や防災・減災啓発事業の実施

蘚 研究

蘆研究員（精神科医、臨床心理士等）による「こころのケア」に関する実践的研究の実

施

蘚 人材養成・研修

蘆「こころのケア」に携わる保健・医療・福祉関係者等を対象とした各種研修の実施

蘆「ヒューマンケア」の理念に基づき、県民向けのヒューマンケア実践普及講座や、専

門的人材としての兵庫県音楽療法士養成講座の実施
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蘚 相談・診療

蘆「こころのケア」に関する専門的な相談に応じる相談室を設けるとともに、精神科医

による診察、治療等を行う診療所を運営

蘚 情報の発信・普及啓発

蘆「こころのケア」に関するシンポジウムの開催や冊子の発行等による研究成果や情報

の発信

蘚 連携・交流

蘆関係機関等との連携を図るとともに、災害、事件、事故発生時等にこころのケアに関

する支援チームを派遣
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